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世田谷区地球温暖化対策地域推進計画（令和５年度～１２年度）案について 

 

 

 

 

 

 

１．主旨 

区では「世田谷区地球温暖化対策地域推進計画」（計画期間：2018年度～2030年度）におい

て、温室効果ガス排出量を「2030年度に 2013年度比で 26.3%削減」「2050年度に 80%削減」等の

計画目標を定め、取組みを進めてきた。 

令和 2年 10月 26日に国は、「2050年カーボンニュートラル」を宣言し、また、令和 3年 4月

には「2030年度において、2013年度比で温室効果ガスの 46％削減をめざすこと、さらに 50％の

高みに向けて挑戦を続けること」を表明した。 

一方、区では深刻化する気候危機の状況を踏まえ、令和 2年 10月 16日に「世田谷区気候非常

事態宣言」を行うとともに、2050年までに区内の二酸化炭素排出量実質ゼロをめざすことを表明

した。このことを契機に、区民・事業者と区が気候危機の問題を共有し、気象災害から区民の生

命と財産を守る取組みと、二酸化炭素の排出を削減し気候変動を食い止める取組みを一層進める

ため、地球温暖化対策地域推進計画の見直しについての検討を進めてきた。この度、計画案を取

りまとめたので、決定する。 

 

２．検討の経過 

計画の中期目標である 2030年度の温室効果ガス排出量の新たな削減目標や、それを達成するた

めの具体的な施策等について、環境審議会での意見・助言や、区議会での議論を踏まえ、庁内で

は気候危機対策会議等を通じて検討を進めてきた。 

また、若者環境フォーラムや区民ワークショップ、区民説明会や区民意見募集を通して、区民

の意見を聴取した。 

 

【検討の詳細】 

令和２年１０月 世田谷区気候非常事態宣言 

１１月 環境審議会（計画見直し、フリーディスカッション） 

 令和３年 ２月 庁内環境共生推進会議（計画見直し） 

４月 区民生活常任委員会（計画見直し） 

７月 環境審議会（諮問、フリーディスカッション） 

９月 庁内気候危機対策会議設置 

     １０月 若者環境フォーラム開催（３５名参加） 

     １１月 庁内気候危機対策会議（削減目標等） 

         区民ワークショップ開催（１６名参加） 

         環境審議会（削減目標等、ワークショップ結果） 

         庁内気候危機対策会議（削減目標等） 

（付議の要旨） 

 見直しの検討を進めてきた「世田谷区地球温暖化対策地域推進計画（2018年度～2030年
度）」について、2050 年までの区内の温室効果ガス排出量実質ゼロに向けた新たな中期目

標や具体的施策、重点施策等を定めた計画案（2023年度～2030年度）を決定する。 
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２ 

 令和４年 １月 庁内気候危機対策会議（骨子案、計画の視点・方向性について） 

         環境審議会（骨子案、計画の視点・方向性について） 

         区民生活常任委員会（骨子案の報告） 

      ３月 庁内幹事会（素案たたき台、施策案） 

      ４月 庁内気候危機対策会議（素案たたき台、施策案） 

         環境審議会（素案たたき台、施策案） 

         庁内気候危機対策会議（素案たたき台、施策案） 

      ５月 庁内気候危機対策会議（素案たたき台、削減目標、進捗管理指標） 

         庁内気候危機対策会議（素案たたき台、削減目標） 

 ６月 庁内幹事会（素案） 

         庁内気候危機対策会議（素案） 

      ７月 環境審議会（素案） 

         政策調整会議（素案） 

      ８月 庁内気候危機対策会議（素案） 

政策会議（素案） 

庁内気候危機対策会議（素案） 

      ９月 区民生活常任委員会（素案） 

         区民説明会（７日）・区民意見募集（９月１５日～） 

     １０月 庁内幹事会（案） 

         若者環境フォーラム（５２名参加） 

     １１月 庁内気候危機対策会議（案） 

         環境審議会（案） 

     １２月 答申 

 

３．法的根拠 

・「地球温暖化対策の推進に関する法律」第 21条第 4項に基づく「地球温暖化対策地方公共団体

実行計画（区域施策編）」 

・「気候変動適応法」第 12条に基づく「地域気候変動適応計画」 

 

４．案の内容 

（１）世田谷区のめざす将来像 

 ～小さなエネルギーとまちのみどりで豊かに暮らす～持続可能な未来につなげるまち せたがや 

（２）総量削減目標 

  長期目標について、「2050年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロにする。（達成すべき目

標）」とした。 

また、中期目標については、「温室効果ガス排出量を、2030年度において、2013年度比で

57.1％削減をめざす。（達成すべき目標）さらなる挑戦として、2013年度比で 66％削減を掲げ

る。（野心的な目標）」等４つの目標を設定した。 

（３）重点施策 

  区の地域特性や温室効果ガス削減効果等のポイントを踏まえ、「住まい・建物」「車」「廃棄

物」「みどり」「行動支援」の５つの項目に対して、重点施策を整理した。 

 

2



３ 

詳細については、資料１「世田谷区地球温暖化対策地域推進計画案（概要版）」、資料２「世田

谷区地球温暖化対策地域推進計画案」のとおり。 

 

５．「世田谷区地球温暖化対策地域推進計画（素案）」に関する区民説明会実施結果について 

  資料３参照 

 

６．「世田谷区地球温暖化対策地域推進計画（素案）」に対する区民意見募集実施結果について 

  資料４及び資料４別紙参照 

 

７．素案からの変更点について 

  資料５参照 

 

８．脱炭素先行地域に向けた脱炭素地域づくりについて 

  資料６参照 

 

９．「世田谷気候危機区民会議」について 

  資料７参照 

 

10．「せたがや子ども気候会議」について 

  資料８参照 

 

11．今後のスケジュール（予定） 

  令和５年 ２月 区民生活常任委員会（案の報告） 

３月 次期計画策定 
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世田谷区地球温暖化対策地域推進計画 

【2023（令和５）年度～2030（令和 12）年度】 

 

案 

（概要版） 

 

 

 

 

 

 

 

 

世 田 谷 区 

 

 

資料１ 
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１ 計画の位置づけ及び計画期間 

 本計画は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」第 21条第 4項に基づき、区域の自然的

社会的条件に応じて、温室効果ガスの排出量の削減等のための総合的かつ計画的な施策を策

定し、実施するための「地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区域施策編）」として策定

するものです。 

また、「気候変動適応法」第 12条に基づき、区域における自然的経済的社会的状況に応じ

た気候変動適応に関する施策の推進を図るための「地域気候変動適応計画」を兼ねる計画と

して策定します。 

本計画の計画期間は、2023年度から 2030年度までの８年間とします。 

また、温室効果ガス排出量の削減目標の設定にあたっては、2013年度を基準年度とし、中

期目標を 2030年度、長期目標を 2050年度に設定します。 

 主な関連法令及び計画との関係、計画期間については、下図のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 計画の位置づけ 

 

 

 

年度 

計画名 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031  2050 

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13  R32 

世田谷区地球温暖化対策

地域推進計画 
        

 

  

世田谷区基本計画 

世田谷区実施計画 
        

 

  

世田谷区環境基本計画         

 

  

 

図 計画期間 

世田谷区基本構想 

世田谷区基本計画 

世田谷区実施計画 

世田谷区環境基本条例 

○環境の保全、回復及び
創出に関する基本理念 

○環境の保全に関する施
策の基本的事項 

世田谷区環境基本計画 

○環境の保全等に関する施策の

総合的かつ計画的な推進 

○環境の保全等に関する

目標及び重要事項 

世田谷区環境行動指針 

世田谷区地球温暖化対策

地域推進計画 

関連計画等 

一般廃棄物処理基本計画 
みどりの基本計画 

生きものつながる世田谷プラン 

都市整備方針 
交通まちづくり基本計画 

自転車活用推進計画及び自転車

等の利用に関する総合計画 
第四次住宅整備方針 

風景づくり計画 

産業振興計画 
農業振興計画 

豪雨対策基本方針 

豪雨対策行動計画 
第2 次世田谷区教育ビジョン 

公共施設等総合管理計画 

など 

地球温暖化

対策推進法 

気候変動 

適応法 

地球温暖化

対策計画 

気候変動 

適応計画 

地球温暖化対策地域推進計画 
中
期
目
標 

長
期
目
標 

次期環境基本計画 

基本
計画 

環境基本計画 
（後期） 

次期基本計画 

5



2 

２ 計画の実行主体と役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 計画の実行主体と役割 

 

 

３ 世田谷区のめざす将来像 

 

 

 

 

  

区 民 

●日常生活の中で省エネ・再エネの利
用・省資源に取り組む。 

●気候変動の影響を知り、備える。 

●事業者や区の取組みに協力する。 

事業者 

●事業活動からの温室効果ガスの排
出抑制に取り組む。 

●気候変動の影響を知り、備える。 

●区民や区の取組みに協力する。 

区 

●区内最大級の事業所として事業活動からの温室効果ガ
スの排出抑制に取り組む。 

●区域からの温室効果ガス排出量削減のため、次の施策を
策定・実行する。 

・区民や事業者の省エネ・再エネの利用・省資源等の取
組みの支援、仕組みやルールづくり 

・公共交通の利用促進、緑地の保全及び緑化など温室効
果ガスの排出量の削減につながるまちづくり 

●気候変動適応に関する施策を策定・実行する。 

連携・協働・共創 

～小さなエネルギーとまちのみどりで豊かに暮らす ～ 

持続可能な未来につなげるまち せたがや 
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４ 温室効果ガスの削減目標 

（１）長期目標 

 

 

 

 気候危機の危機的状況を脱し、次世代に良好な環境を引き継いでいくため、2050年ま

でに温室効果ガス排出量を実質ゼロにします。【達成すべき目標】 

 あわせて、区民・事業者・区が一体となって対策を積み上げ・深堀りしていくことに

より達成する、野心的な目標として、2045年までに温室効果ガス排出量実質ゼロを達成

することをめざします。【野心的な目標】 

 

 

 

  

3,238

1,389

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2013

年度

2030

年度

2050

年度

(千t-CO2）

2013年度比

▲57.1％

実質

ゼロ

達成すべき 

目標 
2050 年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロにします。 

7



4 

野心的な目標 さらなる挑戦として、2013 年度比で 66％削減を掲げます。 

達成すべき目標 

達成すべき目標 

（２）中期目標 

国や都が示す 2030 年度の温室効果ガス排出量削減目標を踏まえたうえで、2030 年度の

世田谷区における温室効果ガス排出量の将来予測に、電力排出係数の改善、現時点で想定

し得る国等による対策効果、二酸化炭素（ＣＯ２）以外の温室効果ガスの削減を積み上げ、

さらに、区が独自に追加し実施する対策の効果を加えて、2013年度比 57.1％の削減をめざ

します。【達成すべき目標】 

さらに今後、時勢を捉え、新規施策の実施や既存施策の拡充を継続的に推し進めること

で達成する目標として、2013年度比 66％の削減を掲げます。【野心的な目標】 

また、その達成に向け、区民や事業者の取組みの努力が反映されるＣＯ２排出量の削減目

標を掲げるとともに、エネルギー消費量、再生可能エネルギーの利用に関する目標を併せ

て設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）個別削減目標［家庭部門の個別目標］ 

 

 

 

 

 

 

達成すべき

目標 

達成すべき

目標 

2030 年度において、2013 年度比で 57.1％削減をめざします。 

 

温室効果ガス排出量（７ガス全体） 

2030 年度において、 

2013 年度比で 40.7%削減 

をめざします。 

ＣＯ２排出量 

エネルギー消費量 

2030 年度において、 

再生可能エネルギーを利用している

区民の割合*５０％をめざします。 

*「世田谷区環境に関する区民意識・実態調査」

の有効回答者のうち、「再生可能エネルギーを

利用している」と回答した人の割合 

再生可能エネルギーの導入に関する目標 

2030 年度において、 

・家庭での１人当たりのＣＯ２排出量を 2013 年度比で 71.0%削減 

・家庭での１人当たりのエネルギー消費量を2013 年度比で45.1％削減 

をめざします。 

2030 年度において、2013 年度比で 62.6％削減をめざします。 

 

達成すべき目標 
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５ 施策体系 

区のめざす将来像の実現と、温室効果ガス排出量の削減目標の達成に向けて、区民、事業

者、区等のそれぞれが、主体的に地球温暖化の緩和と適応に向けた取組みを進めます。区

は、施策の推進を通じて区民、事業者等の行動を支え、気候危機に力を合わせて行動してい

きます。 
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６ 区民の取組みと区の施策 

区民の主な取組み  区の主な施策・取組み 

脱
炭
素
型
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
へ
の
転
換
促
進 

①省エネルギ

ー行動の実

践 

○省エネルギー行動の実践 

○エネルギー消費量の「見える化」 

○自転車、公共交通、カーシェアリ

ングの利用 

○自家用車買い替え時のＺＥＶ選

択 

○近隣で採れた農産物、旬の食材

利用 

◀ 

○脱炭素に役立つライフスタイルに関す

る情報発信【本編 p.56】 

○見える化等を活用した省エネルギー行

動の支援【本編 p.56】 

○公共交通の利用環境の整備【本編 p.68】 

○ウォーカブルなまちづくり・自転車利用

の促進【本編 p.68】 

○環境に負荷をかけない自動車利用の促進と

ＺＥＶのインフラ整備【本編 p.68】 

○農地の保全・活用【本編 p.69】 

②脱炭素に役

立つ様々な

活動の実践 

○環境情報の収集 

○環境学習や環境保全活動への参

加 

○エシカル消費の実践 

○持続可能な社会の形成に役立つ

投資、基金への寄附 

○ごみを発生させない消費行動実

践 

○食品ロスの削減、生ごみの減量 

○資源とごみの分別の徹底 

○資源回収への協力 

◀ 

○気候危機を担う次世代の人材育成 
【本編 p.59】 

○学校等における環境教育・環境学習 
【本編 p.59】 

○環境意識の醸成【本編 p.59】 

○ごみの発生抑制への支援【本編 p.56】 
・「世田谷プラスチック・スマートプロジェク

ト」を通じた普及啓発 

・ごみの発生抑制に関する普及啓発と取組支援 

・食品ロスの削減 

・プラスチック使用製品の分別回収の検討 

③気候変動へ

の適応 

○熱中症予防対策 

○生物が媒介する感染症の情報収

集 

○ハザードマップを活用した水害

への備え 

◀ 

○熱中症対策の推進【本編 p.71】 

○感染症予防に関する普及啓発【本編p.71】 

○豪雨対策、風水害対策の推進【本編 p.70】 

○ヒートアイランド対策の推進 
【本編 p.70】 

○グリーンインフラの普及啓発【本編 p.70】 

住
ま
い
の
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
化
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
効
率
的
利
用
、
再
生
可
能
エ
ネ

ル
ギ
ー
等
の
利
用
拡
大 

①住まいの省

エネルギー

化・省エネ

ルギー機器

の導入 

○省エネ住宅、ＺＥＨ等の建築 

○建物の断熱化、省エネ性能向上 

○ＨＥＭＳの利用 

○断熱性の優れた住宅の選択 

○省エネルギー診断の実施 

○高効率で環境性能の高い機器等

を導入 

◀ 

○住まいの省エネルギー化・省エネルギー

機器の導入促進【本編 p.57】 
・環境配慮型住宅リノベーション推進事業 

○脱炭素に役立つ住宅に関する普及啓発
【本編 p.57】 

・各種支援制度に関する情報提供 

②再生可能エ

ネルギーの

導入 

○せたがや版ＲＥ１００への賛同

と再生可能エネルギーの利用拡

大 

○太陽光発電、太陽熱利用設備等

導入 

○再生可能エネルギー由来の電力

メニュープランの選択 

◀ 

○再生可能エネルギーの導入促進【本編p.57】 
・せたがや版ＲＥ１００の普及促進 

・環境配慮型住宅リノベーション推進事業 

・再生可能エネルギー設備や蓄電池等の導入支

援 

○再生可能エネルギー活用に向けた普及

啓発【本編 p.63】 

○再生可能エネルギーの地産地消の拡大
【本編 p.63】 

○開発事業等に伴う再生可能エネルギー

の導入促進【本編 p.63】 

○水素エネルギーの普及啓発【本編 p.63】 

○エネルギーを賢く使うまちづくり 
【本編 p.65】 

③みどり豊か

な住まいづ

くり等 

○建物・敷地の緑化 

○構造材、内装や家具への国産木

材の活用 

○雨水貯留浸透施設、雨庭の設置 

◀ 

○みどり豊かな住まいづくり等の促進 
【本編 p.57】 

・緑化助成 

○豪雨対策、風水害対策の推進〔再掲〕 
【本編 p.70】 
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７ 事業者の取組みと区の施策 

事業者の主な取組み  区の主な施策・取組み 

脱
炭
素
型
ビ
ジ
ネ
ス
ス
タ
イ
ル
へ
の
転
換 

①省エネル

ギー行動

の実践 ○環境負荷の少ないビジネススタイ

ルへの転換、省エネルギー行動の実

践 

○エネルギー消費量の「見える化」 

○業務における公共交通、自転車、

カーシェアリング、ＺＥＶの利用 

○環境マネジメントシステムの運用 

◀ 

○脱炭素に役立つ事業活動や働き方の促

進【本編 p.61】 

○見える化等を活用した継続的な省エネ

ルギー行動の支援【本編 p.61】 

○公共交通の利用環境の整備〔再掲〕 
【本編 p.68】 

○ウォーカブルなまちづくり・自転車利

用の促進〔再掲〕【本編 p.68】 

○環境に負荷をかけない自動車利用の促進とＺＥ

Ｖのインフラ整備〔再掲〕【本編 p.68】 

○脱炭素に役立つ事業活動や働き方の促

進〔再掲〕【本編 p.61】 

②脱炭素に

役 立 つ

様々な活

動の実践 

○職場における環境教育の実施 

○働き方改革の推進 

○事業活動に関わる環境情報の提供 

○エシカル消費に配慮した商品・サ

ービスの購入・販売・提供 

○ＥＳＧに配慮した経営 

○ごみの発生抑制 

○プラスチック使用量の削減 

○食品ロスの削減 

○事業系リサイクルシステムの利用 

○店舗等での資源回収への協力 

◀ 

○脱炭素に役立つ事業活動や働き方の促

進〔再掲〕【本編 p.61】 
・脱炭素化に役立つサービス提供など、脱炭

素型のビジネスの推進 

○ごみの発生抑制への支援【本編 p.61】 
・「世田谷プラスチック・スマートプロジェク

ト」を通じた普及啓発 

・２Ｒに関する普及啓発 

・食品ロスの削減 

・せたがやエコフレンドリーショップ（食品

ロスやプラスチックごみの削減に取組む小売

店や飲食店で認証された店舗）の利用促進 

③気候変動

への適応 

○職場の熱中症予防 

○気温上昇等の影響を考慮した商

品開発、販売戦略 

○ハザードマップによるリスクの

確認、業務継続計画の策定 

◀ 
○熱中症対策の推進〔再掲〕【本編 p.70】 

○ヒートアイランド対策の推進〔再掲〕
【本編 p.70】 

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
効
率
的
利
用
・
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
利
用
拡
大 

①建物の省

エネルギ

ー化・省

エネルギ

ー機器の

導入 

○建物のＺＥＢの実現 

○建物の断熱化、省エネ性能向上 

○ＢＥＭＳの利用 

○高効率で環境性能の高い機器等

の導入 

○業務用・産業用燃料電池の導入 

◀ 

○建物の省エネルギー化・省エネルギー

機器の導入促進【本編 p.62】 
・既存建築物の省エネ改修 

・  

・省エネ診断、エコ・チューニングの普及推進 

・省エネルギー設備・機器の導入支援 

②再生可能

エネルギ

ーの導入 

○せたがや版ＲＥ１００への賛同

と再生可能エネルギーの利用拡

大 

○太陽光発電、太陽熱利用設備等導

入 

○再生可能エネルギー由来の電力

メニュープランの選択 

○省エネや再生可能エネルギーの

利用に役立つなど公益に寄与で

きる製品やサービスの開発、普及 

◀ 

○再生可能エネルギーの導入促進 
【本編 p.62】 

・せたがや版ＲＥ１００の普及促進 

○再生可能エネルギー活用に向けた普及

啓発〔再掲〕【本編 p.63】 

○再生可能エネルギーの地産地消の拡大

〔再掲〕【本編 p.63】 

○開発事業等に伴う再生可能エネルギー

の導入促進〔再掲〕【本編 p.63】 

○水素エネルギーの普及啓発〔再掲〕【本編

p.63】 

○エネルギーを賢く使うまちづくり〔再

掲〕【本編 p.65】 

③事業所等

の緑化 

○建物・敷地の緑化 

○構造材、内装や家具への国産木材

の活用 
◀ 

○事業所緑化等の促進〔再掲〕【本編 p.62】 
・緑化助成 

・環境配慮制度を活用した緑化の誘導 

・民間施設における国産木材利用促進 
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８ 区役所の率先行動 

１ 脱炭素に向けた基盤整備 

２ 公共施設整備・維持管理における脱炭素の推進 

３ 職員による環境配慮行動の推進 

 

９ 重点施策 

脱炭素社会の実現に向け、国や東京都では、2030年度までに重視する取組みとして、業務・

産業部門と家庭部門からのＣＯ２排出量の大部分を排出する住宅や建築物の省エネルギー性

能を高めることを挙げています。再生可能エネルギーの主力電源化と移動の脱炭素化（ＥＶ

等）の同時達成をめざすことも、主要な課題の一つとなっています。 

また、緩和策と適応策を両輪として進め、気候変動の影響によるリスクを最小化していく

ことも求められています。 

さらに、これらの取組みを進めていくために、気候変動が社会・経済や日々の生活に関わ

る問題であることをあらゆる主体が認識し、行動を変えていくことが必要とされています。 

このような背景を念頭に、次のポイントを踏まえ、重点的に取り組む施策を整理しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点施策 具体的な内容 

重点

１ 

住まい 

・建物 

環境に配慮し

た住まいや建

物の促進 

・環境に配慮した住宅の推進 

・家庭用燃料電池の普及促進 

・公共施設のＺＥＢの推進 

重点

２ 
車 

ＺＥＶの利用

促進とインフ

ラ整備 

・ＺＥＶの普及、利用の促進 

・ＥＶ充電設備等設置の促進 

・公用車のＺＥＶ化 

重点

３ 
廃棄物 

ごみ減量の推

進 

・区民・事業者の２Ｒ（「リデュース」、「リユース」）行動の促進 

・食品ロスの削減 

・プラスチック使用製品の分別回収の検討 

重点

４ 
みどり 

グリーンイン

フラの保全・

活用促進 

・グリーンインフラに係る補助制度の拡大 

・みどりなどの自然の持つ様々な機能を有効に活用するグリー

ンインフラの保全・推進 

重点

５ 

行動 

支援 

脱炭素に役立

つ行動変容へ

の支援 

・省エネポイントアクションの拡充 

・せたがや版 RE１００の普及促進 

・再生可能エネルギー電力の購入の普及促進 

・次世代の人材育成 

・世田谷区の地域特性に合うもの 

・温室効果ガス削減効果が大きいもの 

・区民への地球温暖化対策 PR 効果が大きいもの 

・区民・事業者が、自主的かつ区と協働・連携して取り組めるもの 

・地球温暖化対策以外の分野にも好影響を与えるもの 

・気候変動適応策となるもの 

重点施策選定のポイント 
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１０ 推進体制及び進捗管理 

（１）推進体制 

区民・事業者と区が連携・協働・共創し、地域が一体となって地球温暖化対策を進めま

す。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
計画の推進体制 

 

 

（２）進行管理 

目標の達成に向け、対策の主体である区民、事業者、区がそれぞれ実施状況を適切に把

握しながら、計画の立案（Plan）、取組みの実行（Do）、点検（Check）、見直し（Action）を

継続していきます。 

 

 

 

 

区 民 

日常生活における 
取組み推進 

事業者 

事業活動における 
取組み推進 

区 

区民・事業者の取組み支援、
仕組みやルールづくり、 
区役所による対策の実施 

環境審議会 

・本計画の策定や見直しに関
する審議 

・施策の展開にあたっての区
長への助言 

・本計画の進捗状況に関する
総合的な視点からの評価 

気候危機対策会議 

関係部署 

総合調整 

地域が一体となった 
地球温暖化対策の 

推進 

・「特別区の温室効果ガス排出量」（オール 62市区町村

共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」）

により、温室効果ガス排出量等の推移を把握・公表 

・アンケート調査や省エネポイントアクシ

ョンを通じたモニタリング等により、区

がデータを収集、蓄積、「見える化」 

・進捗管理指標に基づき、実施状況を点

検。評価に応じて対策を検討し、取組

み内容を継続的に改善 

計画全体の目標 

（総量削減目標、個別削減目標） 

区民・事業者の取組み 区の取組み（施策） 

連携・協働・共創 

連携・協働・共創 連携・協働・共創 

政策提案 政策提案 

国・東京都・ 

その他自治体等 

・情報交換・意見交換 
・広域的な課題の状況把握 
・課題解決に向けた緊密な

連携・協働 
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第１章 計画策定の基本的事項 

 

１－１ 計画策定の背景・意義 

（１）地球温暖化の仕組み 

 地球は太陽からのエネルギーを受けて暖められ、地表面から熱が放出されます。この熱を二

酸化炭素（ＣＯ２）などの温室効果ガスが吸収することにより、地球の平均気温は 15℃前後で

保たれ、生物の生息・生育に好適な環境が維持されています。これを「温室効果」といいます。 

 18 世紀後半に始まった産業革命以降、産業や生活のためのエネルギーとして、大量の化石

燃料（石炭、石油等）を消費するようになりました。これと引き換えにＣＯ２などの温室効果

ガスを大気中に大量に排出するようになり、大気中の温室効果ガスの濃度が上昇を続けてい

ます。その結果、「温室効果」がこれまでよりも強くなり、地表面から放出された熱を大気が

吸収する量が増え、地球全体の気温が上昇しています。この現象を「地球温暖化」と呼んでい

ます。 

 
図 世界の温室効果ガス排出量 

出典：「令和３年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書」（環境省） 
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（２）日本の温室効果ガス排出量の推移と内訳 

 日本の温室効果ガス排出量は、2019年度において 12億 1,200万トン（ＣＯ２換算）であり、

排出量の算定が行われている 1990 年度以降の過去 30 年間で最も少ない排出量となっていま

す。その要因として、省エネルギーの取組み等によるエネルギー消費量の減少や、再生可能エ

ネルギーの利用拡大等による電力の低炭素化等が挙げられています。 

 我が国の温室効果ガス排出量を生産ベース※で見ると、企業・公共関連部門が約８割、家計

関連が約２割を占めています。一方、消費ベースで見ると、住居、食、移動などの家計で消費

されるものやサービスに関連する排出量が６割以上を占めているとの分析もあり、人々のラ

イフスタイルも地球温暖化問題に大きく影響を与えていることがわかります。 

※生産ベースの排出量…発電や熱の生産に伴う排出量を、その電力や熱の消費者からの排出として算定した排出量のこと。 

 
図 日本の温室効果ガス排出量 

出典：「令和３年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書」（環境省） 

 

  

図 生産ベースで見た日本の温室効果ガス排出源の内訳 図 消費ベース（カーボンフットプリ
ント）から見た日本の温室効果ガス 

排出源の内訳 

出典：「令和３年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書」（環境省）  
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（３）地球温暖化の影響 

１）気候変動 

国際機関である「気候変動に関する政府間パネル」（ＩＰＣＣ）は、2021年８月に発行し

た第６次評価報告書第１作業部会において、「人間の影響が大気、海洋及び陸域を温暖化さ

せてきたことには疑う余地がない」と報告しました。第５次評価報告書では、「極めて高い

（95％以上）」としていたものが、さらに踏み込んだ断定的な表現となりました。 

また、第６次評価報告書では、世界の平均気温（2011～2020年）は、工業化前と比べて約

1.09℃上昇していること、この観測値は過去 10万年間で最も温暖だった数百年間の推定気

温と比べても前例のないものであるとしています。さらに、第２次作業部会報告書では人の

活動を原因とする「気候変動は、極端現象の頻度と強度の増加を伴い、自然と人間に対して、

広範囲にわたる悪影響と、それに関連した損失と損害を、自然の気候変動の範囲を超えて引

き起こしている」と指摘しています。 

長期的に観測された気温変化をはじめとする気象現象の変化は、世界のみならず日本に

おいても観測されています。 

気象庁が公表している「気候変動監視レポート 2020」では、気温や降水量の観測結果か

ら以下の変化を指摘しています。 

・日本の年平均気温は、様々な変動を繰り返しながら上昇しており、上昇率は 100年当た

り 1.26℃である。 

・1910～2020年の間に、真夏日、猛暑日及び熱帯夜の日数は増加しており、特に、猛暑日

の日数は、1990 年代半ば頃を境に大きく増加している。一方で、日最低気温 0℃未満の

冬日は減少している。 

・日降水量 100mm以上及び日降水量 200mm 以上の日数は、ともに増加している一方で、日

降水量 1.0mm 以上の日数は減少している。これらの結果は、大雨の頻度が増える反面、

雨がほとんど降らない日も増加する特徴を示している。 

・１時間降水量（毎正時における前１時間降水量）50mm以上及び 80mm以上の短時間強雨

の年間発生回数はともに増加している。 
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図 日本の平均気温偏差 1898-2021 年 

出典：気象庁ホームページ 

 

 

 

 

 

図 ［13 地点平均］日最高気温 35℃以上の年間日数（猛暑日） 1910-2021 年 

出典：気象庁ホームページ 

  

【凡例】 

：国内 15 地点での年平均気温の平年差（平年値との差）を平均したもの） 

：その年と前後２年を含めた５年間について平年差との平均をとったもの 

：平年差の長期的傾向を直線として表示したもの 

【凡例】 

：各年の年間日数（全国 13 地点における平均で 1 地点当たりの値） 

：その年と前後２年を含めた５年間について平年差との平均をとったもの 

：平年差の長期的傾向を直線として表示したもの 
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世田谷区を含む都内においても、気象現象の変化は観測されています。 

東京都気候変動適応センター「気候変動情報」によると、区部の年平均気温、年平均の日

最高気温、日最低気温は、いずれも上昇傾向にあり、真夏日、猛暑日、熱帯夜も増加傾向に

あります。 

また、1980年から 2019年までの 40年間の観測データから、東京に接近する台風の数が、

増加傾向にあります。さらに、980hPa より低い状態で接近する頻度は 2.5 倍となるなど、

強い勢力の台風の接近頻度が増えるとともに、台風の移動速度が遅く（36％減）なっており、

台風の影響を受ける時間が長くなっていると指摘しています。 

猛暑、大雨などの長期変化傾向（トレンド）には、地球温暖化の影響があると考えられ、

今後も引き続き地球温暖化が進行すれば、猛暑日や集中豪雨が増加するなど、極端な気象現

象がさらに増えていくと予測されています。 

 

 

 
 

図 近年の気象に関する変化 

出典：東京都気候変動適応センターホームページ、「東京都気候変動適応計画」（東京都）  
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２）暮らしや産業への影響 

観測記録を更新するような異常気象は、私たちの暮らしや産業に大きな影響を及ぼして

います。 

真夏日、猛暑日及び熱帯夜の増加に伴う熱中症のリスクの増大、強大な台風や大雨による

河川の氾濫や都市型水害の発生とこれに伴うインフラやライフラインへの影響をはじめ、

農作物の品質や収穫量の低下、生物の分布やサクラの開花時期の変化といった生態系の変

化など、その影響は多岐にわたります 

世田谷区内でも、2019年 10月の台風第 19号によって大規模な浸水被害が生じています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 気候変動の影響（分野別の例） 

出典：「気候変動適応計画（概要版）」（環境省）、気候変動適応情報プラットフォームを基に作成 

 

（４）気候変動への対策 

気候変動を抑えるためには、地球温暖化の原因物質である温室効果ガス排出量を削減する

（または植林などによって吸収量を増加させる）「緩和」によって根本的な原因に対する対策

を講じなければなりません。しかし、最大限の排出削減努力を行っても、これまでに大気中

に蓄積された温室効果ガスの影響による、一定程度の気候変動は避けられません。そのため、

気候変動に対して自然生態系や社会・経済システムを調整することにより気候変動の悪影響

を軽減する「適応」を同時に進めていくことが求められています。 

 
図 ２つの気候変動対策（緩和と適応） 

出典：気候変動適応情報プラットフォーム  

健康 

産業・ 
経済活動 

・熱中症による死亡リスクの増加 
・様々な感染症の発生リスクの変

化 

農林水産業 

自然災害 

自然生態系 

・高温によるコメの品質低下 
・果樹の栽培適地の変化 

・洪水の原因となる大雨の増加 
・土石流等の発生頻度の増加 

水環境・ 
水資源 

・無降雨・少雨が続くことによる
渇水の発生 

・気温上昇や融雪時期の早期化等
による植生分布、群落タイプ、
種構成の変化 

・生物多様性の損失 

・製造業や建設業の職場における
熱中症の増加 

・安全保障への影響（資源をめぐ
る対立等） 

国民生活・
都市生活 

・大雨による交通網の寸断、電
気・ガス・水道等のライフライ
ンの寸断化 
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（５）地球温暖化を巡る動向 

１）世界の動向 

気候変動の影響が深刻化することを受け、国際社会は 2015 年のパリ協定において、世界

共通の長期目標として、世界的な平均気温上昇を産業革命以前に比べて２℃より十分低く

保つとともに（２℃目標）、1.5℃に抑える努力を追求すること（1.5℃目標）に合意しまし

た。また、同年９月に採択された、「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための 2030

アジェンダ」の行動計画である持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）では、ゴール 13に気候変

動対策が定められました。 

2018年には、ＩＰＣＣから「1.5℃特別報告書」が公表され、「温暖化の影響は 1.5℃の上

昇でも大きいが２℃になるとさらに深刻になり、1.5℃未満の抑制が必要であること」「気温

上昇を止めるためには、2030 年までにＣＯ２排出量を半減し、2050 年頃までに正味ゼロと

する必要があること」が示されました。このために、エネルギー、都市、インフラ及び産業

システムにおける、急速かつ広範囲の移行が必要としており、世界では脱炭素化に向けて、

目標の引き上げや、先駆的な施策の展開など、気候変動対策がこれまで以上に積極的に進め

られています。 

2021年 10月から 11月にかけて開催されたＣＯＰ26（気候変動枠組条約第 26回締約国会

議）において、1.5℃目標に向かって世界が努力することに合意するとともに、排出削減対

策が講じられていない石炭火力発電の段階的削減に向けた努力を加速することが合意文書

に明記されました。 

 

表 諸外国の 2030 年目標（2022 年１月時点） 

国・地域 2030年目標 

英国 -68％以上 （1990年比） 

仏・独・伊・ＥＵ -55％以上 （1990年比） 

米国 -50～-52％（2005年比） 

カナダ -40～-45％（2005年比） 

出典：外務省ホームページ掲載情報を基に作成 

 

 

 さらに、この間、新型コロナウイルス感染症の流行が、世界中の社会経済に大きな影響を

もたらしました。その影響からの回復過程において、「グリーンリカバリー」の概念が広が

りを見せています。これは、コロナ禍からの復興にあたり、元どおりの生活状況に戻すので

はなく、その復興に投じられる資金などを通じて、地球温暖化の防止や生物多様性の保全を

実現し、新しい持続可能な社会を築く考え方のことです。これにより、再生可能エネルギー

の普及や電気自動車への転換などへの投資が進むと考えられています。 
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持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ） 

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）は、150 を超える加盟国首脳が参加した 2015 年９月の

「国連持続可能な開発サミット」において採択された 2030年までの国際的な目標です。 

「誰一人取り残さない（no one will be left behind）」を理念として掲げ、発展途上国

のみならず先進国を含む全ての国において必要となる普遍的な目標であり、貧困、教育、保

健、持続可能な消費や生産、気候変動対策など、「環境面・経済面・社会面」の課題の全て

に幅広く対応した 17 の目標とそれらに付随する 169のターゲットから構成されています。 

ＳＤＧｓの特徴として、環境分野としての個々の取組みに限らず、福祉、教育、防災、ま

ちづくりなど、内容が多岐にわたることが挙げられます。その達成に向け、あらゆるステー

クホルダーが参画するパートナーシップを構築し、分野横断的な取組みとして推進してい

くことが望まれます。 

日本では、国が 2016 年 12月に「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）実施指針」を決定した

ことにより、地方自治体の施策や企業の取組みにＳＤＧｓの考え方を取り入れる動きが広

がっています。 

 

 

図 「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」における１７の目標 

出典：国際連合広報センター 

  

コラム 

24



9 

２）国の動向 

パリ協定では、全ての国が温室効果ガスの排出削減目標を「国が決定する貢献」として５

年毎に提出・更新する義務があります。 

日本は、2015 年７月に、地球温暖化対策推進本部において「国内の排出削減・吸収量の

確保により、2030 年度に 2013 年度比-26.0%（2005 年度比-25.4%）の水準（約 10 億 4,200

万 t-ＣＯ２）にすること」を「日本の約束草案」として決定し、国連に提出しました。 

その後、ＩＰＣＣ「1.5℃特別報告書」の公表などを機に、気候変動の深刻化、温室効果

ガス排出削減に向けた一層の努力の必要性に対する認識が広まる中、2020年 10月に内閣総

理大臣が所信表明演説において「2050 年までに温室効果ガス排出実質ゼロ」を宣言しまし

た。これに続き、同年 11 月には、地球温暖化対策に国を挙げて取り組む決意を示す「気候

非常事態宣言」の決議を衆参両院において採択しました。 

これらを受け、脱炭素化に向けた取組みが加速化しています。 

2021 年５月に改正された「地球温暖化対策の推進に関する法律」では、2050 年までの脱

炭素社会の実現が基本理念として法に位置付けられました。６月には、地域課題を解決し、

地域の魅力と質を向上させる地方創生に資する脱炭素に国全体で取り組み、さらに世界へ

と広げるために、特に 2030 年までに集中して行う取組・施策を中心に、地域の成長戦略と

もなる地域脱炭素の行程と具体策を示す「地域脱炭素ロードマップ」が「国・地方脱炭素実

現会議」から公表されています。 

さらに、2021年 10月に閣議決定された国の新たな「地球温暖化対策計画」では、温室効

果ガスの削減目標が引き上げられ、「2030年度において、温室効果ガスを 2013年度から 46％

削減することを目指す。さらに、50％の高みに向け、挑戦を続けていく。」ことが新たな目

標に掲げられました。この目標は、地球温暖化対策推進本部の「国が決定する貢献」として

決定され、国連に提出されています。また、地球温暖化対策計画と同時に閣議決定された「第

６次エネルギー基本計画」では、2030 年度の電源構成において、再生可能エネルギーの割

合を、それまでの 22～24％から 36～38％に引き上げることが示されています。 

 気候変動への適応についても、取組みが進んでいます。 

2018 年に、国全体が気候変動の影響を回避し低減することを目的として「気候変動適応

法」が制定され、各地域が自然や社会経済の状況に合わせて適応策を実施することが盛り込

まれました。 

2021 年 10 月に閣議決定された「気候変動適応計画」は、「気候変動影響による被害の防

止・軽減、国民の生活の安定、社会・経済の健全な発展、自然環境の保全及び国土の強靱化

を図り、安全・安心で持続可能な社会を構築することを目指す」ことを目標とし、自然災害、

水循環・水資源、健康、産業・経済活動などの分野別に気候変動への適応を進めるための施

策が示されています。 

このように、緩和と適応の両輪で気候変動の課題に社会全体で取り組むことが求められ

ています。 

  

25



10 

３）東京都の動向 

 東京都は、2019 年５月、気温上昇を 1.5℃に抑えることを追求し、2050 年までに、世界

のＣＯ２排出実質ゼロに貢献する「ゼロエミッション東京」を宣言しました。同年 12 月に

は、その実現に向けたビジョンと具体的な取組・ロードマップをまとめた「ゼロエミッショ

ン東京戦略」を策定しました。 

 その後、国内外において、脱炭素化に向けた動きが活発化する中、2021 年１月に、2050

年ＣＯ２排出実質ゼロに向けた行動の加速を後押しするマイルストーン※として、都内温室

効果ガス排出量を 2030年までに 50％削減（2000年比）すること（カーボンハーフ）、再生

可能エネルギーによる電力利用割合を 50％程度まで引き上げることを表明しました。 

2021年３月には、「ゼロエミッション東京戦略 2020 Update & Report」を策定し、以下の

目標と政策を掲げています。 

さらに、2022年２月に公表した「2030 年カーボンハーフに向けた取組の加速」により、

カーボンハーフに向けた道筋を具体化するため、部門別のＣＯ２排出量やエネルギー消費量

削減の目標案や、直ちに加速・強化する主な取組みを示しています。 

※プロジェクトを進める上での重要な節目や中間目標のこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 温室効果ガス排出量の目標値を、国が基準としている 2013 年比に換算すると、55.4％削減に

相当する。 

 

 
出典：「ゼロエミッション東京戦略 2020 Update & Report」（東京都） 

〇 都内温室効果ガス排出量(2000年比)   ⇒ 50％削減 ※ 

〇 都内エネルギー消費量 (2000年比)   ⇒ 50％削減  

〇 再生可能エネルギーによる電力利用割合   ⇒ 50％程度  

〇 都内乗用車新車販売     ⇒ 100％非ガソリン化 

〇 都内二輪車新車販売     ⇒ 100％非ガソリン化 (2035年まで) 

◆東京都の 2030年に向けた目標 
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１－２ 世田谷区の特徴と今後の見通し 

（１）自然的・社会的条件 

１）人口・世帯数 

世田谷区の人口と世帯数は、2022年１月１日現在、916,208人、489,372世帯であり、東

京 23区で最も多くなっています。2020年の国勢調査の結果によると、国全体の人口は 2015

年に引き続き減少（2015 年から 0.7％減、年平均 0.15％減）していますが、東京都区部の

人口は継続して増加しています。世田谷区でも、1996年以降、増加が続いています。 

世田谷区は、単身世帯が多く、一世帯当たりの人員（2022年１月１日現在）は 1.87人で、

東京都の平均 1.92 人（2020年国勢調査）を下回っています。 

人口構成比（2022 年１月１日現在）では、15 歳未満が 11.8％、15～64 歳が 67.9％、65

歳以上が 20.4％となっています。15歳未満が近年微増傾向にある一方で、65歳以上の高齢

者についても増加しています。 

「世田谷区将来人口推計（令和４年７月）」によると、コロナ禍の影響により、区の人口

は 2024 年まで減少傾向が続くが、その後は人口増に転じ、微増傾向が継続し、2032 年に

919,543人となると推計されています。年齢区分別では、生産年齢人口（15歳以上 65歳未

満）が 2021 年をピークに減少傾向となるのに対し、高齢者人口は一貫して増加が続き、今

後 10年間で約 22,600人の増加（約 12％の増加）になると見込まれています。 

環境省の調査によると、家庭における１人当たりのＣＯ２排出量は、世帯人員が少ないほ

ど増加する傾向にあること、また高齢世帯の方が若中年世帯より多くなる傾向があるとさ

れます。世田谷区では、将来的に人口の増加が見込まれていることも考慮すると、区民一人

ひとりがＣＯ２排出量削減に向けた行動を進めていくことと、そのための仕組みづくりやま

ちづくりが、引き続き重要になります。 

 

 

  

図 人口・世帯数・一世帯当たり人員数の推移      図 年齢３区分別人口構成比   

出典：「世田谷区統計書 令和２年版」、住民基本台帳に基づく年齢別人口を基に作成 
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２）土地利用と建物 

世田谷区では、面積の約 67％が宅地となっています。宅地の用途の中では住居系が最も

多く、区面積の約半分を占めています。建物用途別延床面積は、2011年から 2021年の 10年

間で約 428ha増加しました。増加量が多いのは集合住宅、専用住宅で、増加量の約８割を占

めています。 

区内の住宅ストックの状況をみると、持ち家が 199,820戸、借家が 229,580戸（いずれも

2018 年）で借家が多くなっています。持ち家数・借家数の推移から、持ち家は増加傾向に

あり、特に非木造の共同住宅が増加しています。 

2018年の住宅の省エネルギー設備の整備状況については、全住宅 466,530戸のうち、「太

陽熱を利用した温水機器等」を整備している住宅は 0.62%、「太陽光を利用した発電機器」

を整備している住宅は 1.44%でした。「二重サッシ又は複層ガラスの窓」については、「すべ

ての窓にある」住宅は 11.64%、「一部の窓にある」住宅は 12.81%でした。持ち家と借家を比

較すると、いずれの設備も持ち家の方が、整備率が高い状況です。 

住宅の省エネルギー性能に関する全国的な動向を見ると、2019 年度時点で省エネルギー

基準※１に適合している新築戸建住宅は 80％超（ＺＥＨレベル※２は総数の約 25％）、新築共

同住宅では約 72％（ＺＥＨレベルは総数の約２％）となっています。また、既存住宅スト

ック（約 5,000万戸）のうち、省エネルギー基準に適合している住宅は 2018年度時点で約

11％となっています。 

こうした状況を踏まえ、ＺＥＨレベルの省エネルギー性能を備えた新築住宅の普及を進

めていくとともに、既存住宅ストックにおける断熱性能向上等の対策を進めていく必要が

あります。また、地球温暖化対策の観点では、借家については、住民自身ができる対策には

限りがあることから、所有者に対し、省エネルギー設備の導入を働きかけていくことが必要

となります。 

※１ 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（建築物省エネ法）」に基づく現行基準 

※２ 強化外皮基準及び再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費量を現行の省エネルギー基準値

（平成 28 年基準）から 20％削減した水準。ＺＥＨは、ネット・ゼロ・エネルギーハウス（Net Zero 

Energy House）の略。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 土地利用の構成比（2021 年度）      図 建物用途別延床面積の推移 

出典：「令和３年度みどりの資源調査」、「土地利用現況調査」（世田谷区） 
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図 持ち家数・借家数の推移 

出典：「世田谷区第四次住宅整備方針」（世田谷区）（原典：「住宅・土地統計調査」（各年）） 

 

 
表 住宅の所有関係別・省エネルギー設備のある住宅（2018 年） 

 

出典：「世田谷区第四次住宅整備方針」（世田谷区）（原典：「住宅・土地統計調査」（平成 30（2018）年）） 

 

 
図 全国の住宅ストック（約 5,000 万戸）の断熱性能（2018 年度） 

出典：「第１回脱炭素社会に向けた住宅・建築物の省エネ対策等のあり方検討会 

国土交通省説明資料」（国土交通省住宅局）  
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229,580 270 790 14,490 18,460

0.12% 0.34% 6.31% 8.04%
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持ち家
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（30％）

※１

※３

※１：建築物省エネ法の平成28年省エネ基準

（エネルギー消費性能基準）の断熱基準

※２：省エネ法に基づき1992年に定められた基準

※３：省エネ法に基づき1980年に定められた基準

※２

※３

29



14 

３）業務・産業 

世田谷区内には、2016年において 27,034 事業所があり、262,689 人が働いています。事

業所規模は比較的小さく、常用雇用者が５人未満の事業所が 66.2％を占めており、30人以

上の事業所は 4.7％と少数です。産業（大分類）別従業者数を見ると、卸売業・小売業、医

療・福祉、宿泊業・飲食サービス業で全体の 49.5％を占めており、建設業や製造業などの

第二次産業の割合は低い状況です。 

また、事業者の土地・建物の所有形態については、商業、サービス関連事業者の 58.0％、

建設・製造・その他事業者の 39.0％が建物を所有していません。 

世田谷区では、オフィスや店舗等の業務その他部門に該当する事業所が多く、また、規模

が小さい事業所が多いこと、建物を所有していない事業者が一定数を占めることを考慮し

て地球温暖化対策を進めていくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 事業所数・従業者数の推移 

 
図 常用雇用者規模別事業所数 

（2016 年７月１日現在） 

出典：「世田谷区統計書 令和２年版」を基に作成 

  
図 産業（大分類）別従業者数 

（2016 年７月１日現在） 

出典：「世田谷区統計書 令和２年版」を基に作成 

図 土地・建物所有形態（2015 年現在） 

出典：「世田谷区産業基礎調査 報告書（平成 28 年

３月）」を基に作成 
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４）交通 

世田谷区内には、首都高速３号渋谷線、東名高速道路、首都高速４号新宿線、中央自動車

道などの高速道路のほか、南北に環状７号線、８号線、東西に国道 20号（甲州街道）、国道

246号（玉川通り）などの幹線道路が整備されています。 

区内の自動車登録台数は、2020年において約 26.5万台で、直近５年間の推移を見ると緩

やかに減少しています。電気自動車（ＥＶ）やプラグインハイブリッド自動車（ＰＨＶ）、

ハイブリッド自動車（ＨＶ）などの次世代自動車の保有台数は、2013 年から 2020年までの

７年間に約 2.5倍増加しています。そのうち、走行時にＣＯ２等のガスを出さないゼロ・エ

ミッション・ビークル（ＺＥＶ）※に位置づけられている電気自動車、プラグインハイブリ

ッド自動車、燃料電池自動車（ＦＣＶ）は、197 台（2013 年）から 1,638 台（2020 年）に

増加しています。 

※東京都の定義による。プラグインハイブリッド自動車は、ＥＶモード走行時。 

区内の幹線道路の交通量は、2010年から 2015年の５年間において、環状７号線、８号線

の一部で増加が見られますが、全体的には減少しています。円滑な道路交通の確保を図るた

め、区では、「せたがや道づくりプラン」に基づき優先整備路線を定め、道路整備を推進し

てきました。また、踏切の遮断による慢性的な交通渋滞を改善するため、開かずの踏み切り

対策として鉄道の連続立体交差事業を促進しています。小田急電鉄小田原線（代々木上原～

梅ヶ丘駅間）の連続立体交差事業は 2018 年度に完了し、現在、京王電鉄京王線（笹塚～仙

川駅間）の連続立体交差事業を促進しています。 

鉄道については、東西を結ぶ京王線、小田急線、田園都市線、東横線、目黒線、それらを

つなぐ井の頭線、世田谷線、大井町線の８路線が整備されています。また、南北の鉄道路線

がない区中央から西部において、東西に延びる鉄道路線をつなぐ役割としてバスが多く活

用されており、４社・１局（東急、小田急、京王、関東、都交通局）により 83 路線運行さ

れています（2022 年４月現在）。そのうち、コミュニティバス路線は 10 路線運行されてお

り、公共交通不便地域の解消や南北交通の強化等に向けたバスネットワークの充実が図ら

れています。 

区では、南北方向を結ぶ交通手段として、コミュニティサイクルポートを整備しています。

区内には、６駅７箇所にコミュニティサイクル・レンタルサイクルポートがあり、このうち

５箇所のポートは、どこでも借りられ、どこへでも返却可能なコミュニティサイクルシステ

ム（愛称「がやリン」）を導入しています。また、民間シェアサイクルについて、事業者と

連携して実証実験を行っています。 

さらに、2019 年には、国の提唱するウォーカブル推進都市に賛同し、歩くこと、散歩を

楽しむことができるまちづくりに向けた取組みを進めています。 

公共交通の充実をはじめ、歩きたくなるまちづくり、自転車利用の促進、ＺＥＶの普及、

ＩＣＴを活用した交通サービスを結合するＭａａＳ（マース）※など、様々な手段を組み合

わせて地球温暖化対策を進めていくことが必要です。 

※18 ページのコラム参照。 
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図 自動車登録台数の推移 

出典：「世田谷区統計書 令和２年版」を基に作成 

 

 

 

 
図 区内のＺＥＶ車種別保有台数の推移            図 ＺＥＶの占める割合 

（2020 年） 

出典：一般財団法人自動車検査登録情報協会提供データを基に作成 
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図 主な道路の交通量推移 

出典：「世田谷区交通まちづくり基本計画（中間見直し）・世田谷区交通まちづくり行動計画（令和２年度～令和６年度）」 

（道路交通センサス（国土交通省、平成２年度（1990 年度）～平成 27 年度（2015 年度））を基に作成） 
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ＭａａＳ（マース） 

ＭａａＳ（Mobility as a Service）とは、スマホアプリやＷｅｂサービスにより、地域

住民や旅行者一人ひとりのトリップ単位での移動ニーズに対応して、複数の公共交通やそ

れ以外の移動サービスを最適に組み合わせて検索・予約・決済等を一括で行うサービスです。

観光や医療等の目的地における交通以外のサービス等との連携により、移動の利便性向上

や地域の課題解決にも資する重要な手段となるものとしても期待されています。 

 

 

図 ＭａａＳの概念 

出典：国土交通省ホームページ 

  

コラム 
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５）廃棄物 

2000年以降人口が増え続ける中、世田谷区のごみ収集量は減少傾向にありましたが、2020

年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大による外出自粛などの影響により、ごみ量が

増加し、前年度より約 4.1％増の 185,166ｔでした。2020年度における一時期的なごみ排出

量の増加については、2021年度のごみ収集量が前年度比３％削減の 179,552tとなり、解消

されつつあります。区民１人１日当たりのごみ排出量についても、ごみ収集量と同様に 2020

年度には 550ｇと一時的に大きく増加したものの、2021年度には 536ｇに減少しました。 

また、資源回収については、2021 年度において資源回収量が 48,815ｔ、リサイクル率

21.5％でした。 

近年課題となっている食品ロスの削減に向けては、2022 年度に世田谷区食品ロス削減推

進計画を策定、フードドライブやエコフレンドリーショップの店舗拡大などさらなる取組

みを展開し、使用済みプラスチック使用製品の資源循環施策については、現在施策のあり方

について検討を進めているところです。 

今後とも、引き続き３Ｒのうち優先順位が高い２Ｒ（リデュース、リユース）に関する区民・

事業者の主体的な取組みを促進し、１人当たりのごみ排出量の削減を進める必要があります。 

 
図 ごみ収集量の推移 

出典：「世田谷区清掃・リサイクル事業概要 2021」等を基に作成 

 
図 資源回収量とリサイクル率の推移 

出典：「世田谷区清掃・リサイクル事業概要 2021」等を基に作成  
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６）みどり 

世田谷区には、多摩川の沿岸と台地の間に、国分寺崖線と呼ばれる急傾斜地帯が続いてお

り、崖線沿いの斜面地一帯は多くのみどりに恵まれ、貴重な自然が残る地域となっています。 

西部地域や多摩川低地には農地や緑地が多くみられるほか、砧公園や祖師谷公園、駒沢公

園などの規模の大きな公園にまとまったみどりが残されています。 

このほか、住宅地の中にも社寺林、屋敷林が点在し、大規模集合住宅にもまとまった緑地

がみられ、一般にみどりの多いまちというイメージが定着しています。 

 

 
 

図 みどり面分布図 

出典：「令和３年度みどりの資源調査」 
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2021年度調査による世田谷区のみどり率は 24.38％で、2016年度と比較し、0.8ポイント

減少しています。緑被率は 1.00ポイント減少し、22.56％となりました。樹木地とともに農

地も減少傾向が続いており、減少箇所の多くは住宅建設などの宅地化によるものでした。そ

の一方で、屋上緑化や集合住宅の緑被が増加しています。 

国は、「地球温暖化対策計画」（2021年 10月）の目標を達成するため、森林や都市緑化に

よるＣＯ２吸収効果を見込んでいます。 

世田谷区において、公園や緑地などの整備・充実を推進することでＣＯ２吸収減としての

機能を向上させることは、地球温暖化の緩和の観点からも有効です。また、みどりはＣＯ２

吸収だけではなく、ヒートアイランド現象を抑制する効果もあります。 

さらに、気候変動により集中豪雨が多発し、河川や下水道等が短時間に降る大雨に耐え切

れずマンホール等から排水があふれ出る内水氾濫の問題に対し、農地、樹木地、草地などの

自然面を保全・確保し、雨水の貯留・浸透、流出抑制を図ることが、水害を防ぐ上でも重要

となっています。そのため、区では、みどりなどの自然が持つ雨水の貯留・浸透、流出抑制、

水質浄化、地下水涵養などの様々な機能を、都市基盤（インフラ）として有効に活用する「グ

リーンインフラ」を取り入れています。具体的な取組みとして、道路や公園、区有施設への

雨水を一時的に貯留・浸透する施設の設置、住宅への雨水浸透施設や雨水タンクの設置に関

する普及啓発等を進めています。 

 
 

 

 

 

 

図 自然面率・みどり率・緑被率・公園率の推移 

出典：「令和３年度みどりの資源調査」  
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【注】

自然面率…緑が地表を被う部分※に水面と裸地を加えた面積が地域全体に占める割合 

みどり率…緑が地表を被う部分※に水面と公園内の緑に被われていない部分を加えた面積が

地域全体に占める割合 

緑被率 …緑が地表を被う部分の面積が地域全体に占める割合 

※緑が地表を被う部分：樹木地（樹木・竹林）、草地、農地、屋上緑地を航空写真から判読 

2006 年度調査から調査精度が向上

し、これまで抽出が困難であった建物

に挟まれた小規模な緑地や建物の影

内の緑地の判読が可能となった。 
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（２）地球温暖化に対する世田谷区のこれまでの取組み 

世田谷区は、地球温暖化防止に向けた取組みを総合的かつ計画的に進めていくため、2012年

３月に「世田谷区地球温暖化対策地域推進計画」を策定しました。また、人口増加が見込まれ

る中、家庭からの温室効果ガス排出量の大幅な削減に向けた取組みを推進するため、翌 2013

年３月に「世田谷区地球温暖化対策地域推進計画アクションプラン」を策定しました。 

その後、2015 年にパリ協定が採択され、産業革命前からの平均気温上昇を２℃未満に抑え

るという世界共通の目標達成に向け、温室効果ガス排出量の一層の削減が求められる中、区は、

それまでの計画を刷新し、2018年３月に新たな地球温暖化対策地域推進計画を策定しました。 

これらの計画に基づき、区は、再生可能エネルギーの普及と区民・事業者の省エネルギー行

動の促進に向け、みうら太陽光発電所の開設、その売電収入を活用した省エネポイントアクシ

ョン等の施策を展開してきました。また、住宅都市である世田谷区では、大規模な再生可能エ

ネルギーの創出には限りがあるため、川場村の木質バイオマス発電による電力を区民が購入

する仕組みの構築をはじめ、エネルギー資源が豊富な自治体との連携により区内における自

然エネルギーの活用拡大を図る自然エネルギー活用を通じた連携・協力を広げてきました。さ

らに、本庁舎等で使用する電力を再生可能エネルギー100％電力への切替え、区民・事業者・

区の再生可能エネルギーの利用を促進する「せたがや版ＲＥ１００」の普及などを進めていま

す。それとともに、気候変動適応の一環として、公共施設や公園へのレインガーデン等の設置

や、区民に向けた雨水浸透施設や雨水タンク設置の呼びかけなど、様々なグリーンインフラを

取り入れて、既存インフラ整備と相互に補完するよう活用して基盤整備を図ってきました。 

この間にも深刻化する気候危機の状況を踏まえ、区民・事業者と地球温暖化の問題を共有し、

共に行動していくため、2020年 10月に東京 23区では初となる「世田谷区気候非常事態宣言」

を行い、2050年までにＣＯ２排出量実質ゼロをめざすことも表明しました。 

2021 年９月には、区役所内の総合調整を図るため「気候危機対策会議」を立ち上げ、世田

谷区気候非常事態宣言を踏まえた地球温暖化対策に関する施策を総合的かつ計画的に推進す

るための検討を進めています。 

さらに、気候危機対策を安定的・継続的に実行していくための財源となる「世田谷区気候危

機対策基金」を 2022 年度に創設し、再生可能エネルギーの利用拡大や区民・事業者の行動変

容を促す取組みの推進に活用していきます。 

     
図 せたがや版ＲＥ１００ステッカー 図 再生可能エネルギー100％電力を 

  導入している施設と啓発ポスター 
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世田谷区気候非常事態宣言 

地球温暖化に起因する強力な台風や集中豪雨が頻発し、その被害は年々甚大化していま

す。しかし、世界のＣＯ２排出量は、今なお増加が続いており、今後も、極端な高温や大

雨が発生する可能性がより高くなるとされています。こうした気候危機の状況を、区民・

事業者と区が共有し、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）が目指す持続可能な社会の実現に

向け、ともに行動していくために、世田谷区は、2020年 10月 16日に「世田谷区気候非常

事態宣言」を行いました。 

  

コラム 
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１－３ 計画の枠組み 

（１）目的 

 本計画は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」第 21条第 4項に基づき、区域の自然的社

会的条件に応じて、温室効果ガスの排出の量の削減等のための総合的かつ計画的な施策を策

定し、実施するための「地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区域施策編）」として策定す

るものです。 

また、「気候変動適応法」第 12条に基づき、区域における自然的経済的社会的状況に応じた

気候変動適応に関する施策の推進を図るための「地域気候変動適応計画」を兼ねる計画として

策定します。 

 計画内に示す地球温暖化対策に、区民・事業者・区が、それぞれの役割を認識し、連携・協

働・共創しながら取り組むことによって、世田谷区から排出される温室効果ガスの削減と気候

変動への適応を進めていくことを目的とします。 

 

（２）計画の位置づけ 

本計画は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」及び「気候変動適応法」に基づき策定さ

れるとともに、世田谷区環境基本条例に基づき策定した「世田谷区環境基本計画」に掲げる区

のめざす環境像を実現するため、主要な要素である地球温暖化、エネルギー、気候変動適応を

推進するための計画として密接に関わっています。 

計画策定においては、2021年 10月に閣議決定された国の「地球温暖化対策計画」及び「気

候変動適応計画」を踏まえるものとします。地球温暖化対策計画では、「地域の多様な課題に

応える脱炭素化に資する都市・地域づくりの推進」として、都市計画、公共施設等総合管理計

画、地域公共交通計画、総合計画等の温室効果ガスの排出の量の削減等と関係を有する施策と

調和・連携を図ることが示されています。このため、区のこれら関連計画に配慮しながら、取

組み（施策）を進めます。同時に、区の他の行政計画に対して、可能な限り地球温暖化対策を

組み込んでいくよう働きかけていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 計画の位置づけ  

世田谷区基本構想 

世田谷区基本計画 

世田谷区実施計画 

世田谷区環境基本条例 

○環境の保全、回復及び
創出に関する基本理念 

○環境の保全に関する施

策の基本的事項 

世田谷区環境基本計画 

○環境の保全等に関する施策の

総合的かつ計画的な推進 
○環境の保全等に関する

目標及び重要事項 

世田谷区環境行動指針 

世田谷区地球温暖化対策

地域推進計画 

関連計画等 

一般廃棄物処理基本計画 
みどりの基本計画 
生きものつながる世田谷プラン 

都市整備方針 
交通まちづくり基本計画 
自転車活用推進計画及び自転車

等の利用に関する総合計画 
第四次住宅整備方針 
風景づくり計画 

産業振興計画 
農業振興計画 
豪雨対策基本方針 

豪雨対策行動計画 
第2次世田谷区教育ビジョン 
公共施設等総合管理計画 

など 

地球温暖化

対策推進法 

気候変動 

適応法 

地球温暖化

対策計画 

気候変動 

適応計画 
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（３）計画の基準年度と目標年度（計画期間） 

本計画の計画期間は、2023年度から 2030 年度までの８年間とします。 

なお、区の基本計画や環境基本計画の見直しの状況や、国、都の施策の動向等、必要に応じ

て適宜見直しを行います。 

温室効果ガス排出量の削減目標の設定にあたっては、国の地球温暖化対策計画を踏まえ、

2013年度を基準年度とし、中期目標を 2030 年度、長期目標を 2050 年度に設定します。 

 

 

年度 

計画名 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031  2050 

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13  R32 

世田谷区地球温暖化 

対策地域推進計画 
        

 

  

世田谷区基本計画 

世田谷区実施計画 
        

 

  

世田谷区環境基本計画         

 

  

 

図 計画期間 

  

地球温暖化対策地域推進計画 
中
期
目
標 

長
期
目
標 

次期環境基本計画 

基本

計画 

環境基本計画 
（後期） 

次期基本計画 
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（４）計画の実行主体と役割 

本計画は、世田谷区全域からの温室効果ガス排出量の削減と、気候変動への適応を進めるた

めのものです。 

温室効果ガス排出量の削減及び気候変動への適応のためには、区民・事業者・区をはじめと

し、教育機関、ＮＰＯ、来街者などのあらゆる主体が自らの生活や事業活動等の中で、問題の

重要性を認識し、対策に取り組むことが望まれます。また、各主体が連携・協働・共創して環

境・経済・社会の３側面の統合的な取組みを進めることで、対策の効果が高まることが期待さ

れます。 

本計画では、主たる活動主体である区民・事業者による温室効果ガス排出量の削減及び気候

変動への適応に向けた取組みを示すとともに、区が区内最大級の事業所として自ら行う対策

や、区民・事業者の取組みを支援するために行う施策を示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 計画の実行主体と役割 

  

区 民 

●日常生活の中で省エネ・再エネの利
用・省資源に取り組む。 

●気候変動の影響を知り、備える。 

●事業者や区の取組みに協力する。 

事業者 

●事業活動からの温室効果ガスの排
出抑制に取り組む。 

●気候変動の影響を知り、備える。 

●区民や区の取組みに協力する。 

区 

●区内最大級の事業所として事業活動からの温室効果ガ
スの排出抑制に取り組む。 

●区域からの温室効果ガス排出量削減のため、次の施策を
策定・実行する。 

・区民や事業者の省エネ・再エネの利用・省資源等の取
組みの支援、仕組みやルールづくり 

・公共交通の利用促進、緑地の保全及び緑化など温室効
果ガスの排出量の削減・吸収につながるまちづくり 

●気候変動適応に関する施策を策定・実行する。 

連携・協働・共創 
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第２章 世田谷区の温室効果ガスの排出状況 

 

２－１ 対象とする温室効果ガス 

（１）対象ガス 

対象ガスは、地球温暖化対策の推進に関する法律で定める７種類の温室効果ガスとします。 

①二酸化炭素（ＣＯ２）  ②メタン（ＣＨ４）   ③一酸化二窒素（Ｎ２Ｏ） 

④ハイドロフルオロカーボン類（ＨＦＣｓ）   ⑤パーフルオロカーボン類（ＰＦＣｓ） 

⑥六ふっ化硫黄（ＳＦ６） ⑦三ふっ化窒素（ＮＦ３） 
 

（２）対象範囲、対象部門 

対象範囲は、世田谷区全域とします。 

対象部門は、産業部門、業務その他部門、家庭部門、運輸部門、廃棄物部門とします。 

 
表 対象ガスと対象部門、主な排出源 

対象ガスと対象部門 主な排出源 

ＣＯ２ エネルギー 
起源ＣＯ２ 

産業部門 農林水産業、建設業、製造業でのエネルギー消費（電

気、燃料の使用）に伴い排出 

業務その他部門 オフィスや店舗などでのエネルギー消費（電気、燃料

の使用）に伴い排出 

家庭部門 家庭でのエネルギー消費（電気、燃料の使用）に伴い

排出 

運輸部門 自動車や鉄道でのエネルギー消費（電気、燃料の使

用）に伴い排出 

非エネルギー
起源ＣＯ２ 

廃棄物部門 一般廃棄物中の廃プラスチック等の焼却処理時など

に排出 

その他
６ガス 

メタン（ＣＨ４） 自動車の走行や燃料の燃焼、一般廃棄物の焼却、下水

やし尿・雑排水の処理時などに排出 

一酸化二窒素（Ｎ２Ｏ） 自動車の走行や燃料の燃焼、一般廃棄物の焼却、下水

やし尿・雑排水の処理、麻酔時の使用時などに排出 

ハイドロフルオロカーボン類 
（ＨＦＣｓ） 

冷蔵庫、エアコン、カーエアコンなどの冷媒に使用さ

れ、製品の使用時・廃棄時などに排出 

パーフルオロカーボン類 
（ＰＦＣｓ） 

半導体の製造、溶剤などに使用され、製品の製造・使

用・廃棄時などに排出 

六ふっ化硫黄（ＳＦ６） 電気設備の電気絶縁ガス、半導体の製造などに使用

され、製品の製造・使用・廃棄時などに排出 

三ふっ化窒素（ＮＦ３） 半導体製造でのドライエッチングやＣＶＤ装置のク

リーニング時などに排出 

 

（３）単位 

この計画では、温室効果ガスの排出量を t-ＣＯ２で表記しています。t-ＣＯ２は、ＣＯ２１

トンを意味する単位です。なお、ＣＯ２以外の温室効果ガス排出量についても、各種ガスの

排出量に地球温暖化係数（ＣＯ２を１としたときの各種ガスの温室効果を表す指標）を乗じ

て t-ＣＯ２相当量に換算し、表記しています。  
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２－２ 温室効果ガス排出量の現状 

 

（１）温室効果ガス排出量 

世田谷区における最新の温室効果ガス排出量データである 2019 年度の排出量は、2,789 千

t-ＣＯ２です。このうちＣＯ２は 2,528千 t-ＣＯ２であり、全体の 90.6％を占めています。 

直近 10 年間の推移を見ると、若干の変動はあるものの 2012 年度をピークに排出量は減少

しています。2019 年度の温室効果ガス排出量を部門別に見ると、家庭部門（44.6％）の割合

が最も高い状況です。 

 

 

図 世田谷区における温室効果ガス排出量の推移 

出典：「特別区の温室効果ガス排出量（1990 年度～2019 年度）」（オール東京 62 市区町村共同事業）を基に作成 

 

 

表 2019 年度の各温室効果ガス・部門の排出量構成比と 
2013 年度との比較 

（単位：千 t-CO2） 

部門 
2013 年度 

排出量 

2019 年度 

排出量（構成比） 
排出量 

増減比 

CO2 

産業部門 90 61 （2.2%） -32.0% 

家庭部門 1,463 1,245（44.6%） -14.9% 

業務その他部門 858 674（24.2%） -21.4% 

運輸部門 567 427（15.3%） -24.8% 

廃棄物部門 103 121 （4.3%） 17.3% 

その他（CH4等） 156 262 （9.4%） 67.3% 

合計 3,238 2,789       -13.8% 

 

出典：「特別区の温室効果ガス排出量（1990 年度～2019 年度）」（オール東京 62 市区町村共同事業）を基に作成 
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ＣＯ２排出量とエネルギー消費量の関係 ～電力排出係数について～ 

 

ＣＯ２排出量は、「エネルギー消費量×排出係数」により算出されます。 

「排出係数」は、一定のエネルギー使用量（例：電力 1kWh、ガス１㎥など）当たりの

ＣＯ２排出量であり、エネルギーの種類によって排出係数が異なります。様々な排出係数

の中で、ＣＯ２排出量の変動に大きな影響を及ぼすのが、電力排出係数です。 

電力排出係数は、発電に用いられる電源（火力、水力、太陽光、原子力など）の割合に

よって数値が変動します。具体的には、石炭・石油などの化石燃料を用いる火力発電の割

合が高ければ数値が大きくなり、再生可能エネルギーなど非化石燃料による発電の割合が

高くなれば数値が小さくなります。そのため、電力の使用に伴うＣＯ２排出量は、エネル

ギー消費量が減少しても、電力の排出係数が大きくなると増加する場合があります。 

最新年度（2019年度）の東京都内の電力排出係数は 0.448㎏-ＣＯ２/kwhとなっていま

す。東日本大震災後の火力発電所への依存の高まり等により電力排出係数は一時大きくな

りましたが、近年減少傾向にあります。 

世田谷区では、区内のエネルギー消費量の約４割を電力が占めていることから、電力の

排出係数の変動の影響を受けやすく、下のグラフに示すようにエネルギー消費量が減少傾

向にあっても、電力排出係数の変動に伴ってＣＯ２排出量が増減します。 

 

 
図 世田谷区における電力排出係数、ＣＯ２排出量、エネルギー消費量の推移 

出典：「特別区の温室効果ガス排出量（1990 年度～2019 年度）」（オール東京 62 市区町村共同事業） 
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（２）エネルギー消費量 

温室効果ガス排出量の９割を占めるＣＯ２排出の主な要因は、エネルギー（電気・燃料等）

の消費です。最終消費部門ごとのエネルギー消費量は、長期的な傾向として 2002年度をピー

クに減少しています（2016年度・2017年度の間の変動は、厳冬による暖房利用の影響による）。 

2019 年度の部門別のエネルギー消費量を見ると、家庭部門が最も多く、次いで業務その他

部門、運輸部門、産業部門となっています。 

2019年度のエネルギー消費量を、国が温室効果ガス削減目標の基準としている 2013年度と

比較すると、産業部門が 30.3％、運輸部門が 24.1％減少していますが、消費量の多い家庭部

門は 4.1％の減少にとどまっています。 

 
図 世田谷区における最終消費部門ごとのエネルギー消費量の推移 

出典：「特別区の温室効果ガス排出量（1990 年度～2019 年度）」（オール東京 62 市区町村共同事業）を基に作成 

 

 

 

表 2019 年度の各部門のエネルギー消費量と 2013 年度との比較 

（単位：ＴＪ）  

部門 
2013 年度 

ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量 

2019 年度 

ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（構成比） 消費量増減比 

産業部門 1,010 704 （2.5%） -30.3% 

家庭部門 15,217 14,593（51.6%） -4.1% 

業務その他部門 7,724 6,954（24.6%） -10.0% 

運輸部門 7,928 6,020（21.3%） -24.1% 

合計 31,879 28,271      -11.3% 

 

出典：「特別区の温室効果ガス排出量（1990 年度～2019 年度）」（オール東京 62 市区町村共同事業）を基に作成 
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（３）家庭部門のエネルギー消費量 

エネルギー消費量の多い家庭部門について、世帯当たりエネルギー消費量の推移を見ると、

若干の変動はあるものの 2002年度をピークに減少傾向にあります。 

2019年度の世帯当たりエネルギー消費量は、29,802MJ/世帯です。国が温室効果ガス削減目

標の基準としている 2013年度と比較すると-8.8％に相当します。 

世帯当たりエネルギー消費量の減少率に比べ、家庭部門全体のエネルギー消費量の減少幅

が小さいのは、世帯数が増加しているためです（2019年度の世帯数は、2013年度に対し 5.1％

増加）。 

 

 
図 世田谷区における世帯当たりエネルギー消費量の推移 

出典：「特別区の温室効果ガス排出量（1990 年度～2019 年度）」（オール東京 62 市区町村共同事業）を基に作成 
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２－３ 温室効果ガス排出量の将来推計 

 

現状以上の対策を行わないと仮定し、人口、業務用建築物床面積、製造品出荷額など「活動量」

と呼ばれる指標が、これまでの傾向の延長で変動した場合を「現状すう勢」といいます。「現状

すう勢」によって見込まれる 2030年度の排出量は、2013年度に対し５％程度減少する水準にな

ると見込まれます。 

 

表 現状すう勢ケースの推計結果 

 

  

排出量
【推計】

（千t-CO2）
構成比

排出量
増減比

産業部門 90 61 69 2.3% -23%

家庭部門 1,463 1,245 1,257 41.0% -14%

業務その他部門 858 674 812 26.5% -5%

運輸部門 567 427 353 11.5% -38%

廃棄物部門 103 121 102 3.3% -1%

計 3,081 2,528 2,593 84.5% -16%

156 262 475 15.5% 204%

3,238 2,789 3,068 － -5%

CO2

部門

その他（CH4等）

合計

2013年度
【実績】

（千t-CO2）

2030年度
2019年度
【実績】

（千t-CO2）
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＜推計方法＞ 

○ＣＯ２ 

・ＣＯ２排出量は、「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」＊から提供された「将来推

計ファイル」のデータを用いて推計しました。 

・現状すう勢ケースのため、活動量のみトレンドに基づく変化率を設定し、エネルギー

消費量当たりＣＯ２排出量、活動量の原単位当たりエネルギー消費量の変化率は０と

して推計しました。 

○その他のガス 

・直近 10年間（2010年度～2019年度）のデータから、近似式を求め、トレンドにより

排出量を推計しました。 

・なお、2013年度から排出量の算定にＮＦ３が追加されましたが、排出量の値が小さい

ため影響はほぼないと判断しました。 

 

表 部門ごとの活動量の想定 

部門 活動量指標 活動量の想定 

産業部門 農業 農家数 トレンド予測をもとに設定 

建設業 新築着工面積 トレンド予測をもとに設定 

製造業 製造品出荷額 近年は増減傾向がみられないため、現状維持を想定 

家庭部門 人口 
世田谷区将来人口推計（令和 4 年 7 月補正）を基に

増減率を設定 

業務その他部門 業務用床面積 トレンド予測をもとに設定 

運輸部門 自動車 自動車走行量 トレンド予測をもとに設定 

鉄道 乗降客数 トレンド予測をもとに設定 

廃棄物部門 焼却ごみ量 トレンド予測をもとに設定 

 

 

＊みどり東京・温暖化防止プロジェクト 

都内 62 市区町村では、2007 年度から、東京のみどりの保全や温暖化防止について連携・共同し

て取り組むため、オール東京 62 市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」を展

開しています。事業の一環としてＣＯ２を含む温室効果ガス排出量について、区市共通の算定手法

に基づき毎年推計が行われています。 
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２－４ 前計画の評価と計画改定にあたっての視点 

 

（１）温室効果ガス排出量、エネルギー消費量の状況 

区全体の温室効果ガス排出量は、若干の変動はあるものの 2012年度をピークに排出量は減

少しています。また、最終消費部門ごとのエネルギー消費量は、長期的な傾向として減少して

います。 

部門別の温室効果ガス排出量、エネルギー消費量とも、家庭部門、業務その他部門の割合が

高く、2050年までのＣＯ２排出量実質ゼロに向け、区民、事業者と区が協働して取組みを進め

ることが重要です。 

 

（２）区民の取組み状況 

「世田谷区環境に関する区民意識・実態調査」（2018年８月実施）によると、エアコンの設

定温度に気をつける、こまめに水道の蛇口、シャワーをとめるといった８つの省エネルギー行

動について、「いつもやっている」「時々やっている」を合計した割合は概ね８割前後に達して

おり、省エネルギーに関する取組みへの意識は高い状況です。また、2013 年に実施した調査

と比較して、再生可能エネルギーを利用している回答者の割合は 3.4％から 6.5％に、これか

ら利用したいと回答した人の割合は 8.7％から 40.7％に大きく増えており、再生可能エネル

ギーの利用への関心が高まっています。 

これらの結果から、家庭における地球温暖化対策の取組みが浸透しつつあると考えられま

す。 

気候危機については、「世田谷区民意識調査 2021」（2021 年５月実施）において、区が行っ

た気候非常事態宣言を「知らない」と答えた回答者は約 85％で、認知は十分とはいえない状

況です。また、重点的に取り組むべき気候危機への対策については、「風水害や猛暑などの災

害への対策」を約 71％の回答者が選択した一方で、最も選択された割合の低かった「住まい・

建物の省エネルギー化の推進」は 29.7％に留まりました。 

気候危機の状況を区民と共有すること、ＣＯ２排出量の大幅削減に向けた住まい・建物の省

エネルギー化の重要性に対する理解を広げていくことが必要です。 

 

（３）区の取組み状況 

前計画に定めた進捗管理指標は、目標に対して 2020 年度までの時点で概ね順調に推移して

いました。しかし、「省エネポイントアクションで省エネに成功した区民の割合」の減少など、

一部の指標については基準年と比較して、実績値が後退しています。 
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（４）今後の方向性 

今回の計画では、「世田谷区気候非常事態宣言」で表明した 2050年のＣＯ２排出実質ゼロを

めざすことを踏まえると、さらなる対策を進めていく必要があります。 

現在、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う人々のライフスタイルやビジネススタイル

の変化がもたらす影響の先行きが不透明な状況にあり、今後の変化を注視していく必要があ

ります。他方では、この機を捉えて、グリーンリカバリーの視点を持って、地球温暖化の緩和

と適応の取組みを進め、持続可能な社会を築いていくことが求められています。 

持続可能な社会の構築に向けては、区民や事業者などの様々な主体から政策提案などの意

見を広く求めながら、課題の解決に取り組んでいくことが重要となってきます。 

また、地球温暖化対策を進めることは、みどりの保全や創出による地域環境の改善、歩いて

暮らせるまちづくりによる住民の健康増進、再生可能エネルギー設備が非常用電源として機

能することによる防災性の向上など、様々な副次的便益（コベネフィット）を伴います。 

今後の方向性として、グリーンリカバリーや地球温暖化対策の副次的便益の考え方に即し

て、環境・経済・社会の統合的な向上に資する対策を進めていくことが求められます。 

その中で、住宅都市である世田谷区の特徴を踏まえ、民生家庭部門の温室効果ガス排出量削

減に向け、省エネルギーに寄与するライフスタイルや住まいづくりをはじめ、再生可能エネル

ギーの利用拡大に資する施策などに引き続き取り組んでいくことが有効と考えられます。 

さらに、台風の勢力拡大、頻発する集中豪雨、記録的な猛暑など、気候変動によってすでに

表れている影響への防災・減災対策についても、強化していく必要があります。 

 

図 地球温暖化対策が対象とする範囲の模式図  
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気候市民会議 

気候市民会議は、無作為抽出などによって社会全体の縮図となるように選出された市民（数

十人〜150人程度）が、数ヶ月かけて気候変動対策について話し合う会議のことです。近年、

ヨーロッパ各国で広がりを見せており、国内でも札幌市、川崎市などで開催されています。 

 

フランス、イギリスをはじめ、各地で気候市民会議が開催されています。 

2019 年から 2020 年にかけて会議を行ったフランスでは、150 名の一般市

民が参加し、移動、消費、住、生産、食のテーマごとのグループ討議と全体

会議を組み合わせて議論を進め、最終的に 149項目からなる提言をまとめた

報告書を大統領、政府に提出しました。 

 

全国に先駆けて 2020 年に気候市民会議を開催した札幌市では、無作為抽

出で選ばれた 20 名の市民が、オンラインで４回にわたって会議を行いまし

た。参加者は、関連分野の専門家や市の担当職員からの情報提供を聞き、質

疑応答やグループ討議を行った上で、脱炭素社会のビジョンや実現の時期な

ど計 70 項目についてオンラインで意見を投票しました。投票の結果などは

報告書としてとりまとめられ、札幌市に提出されました。 

 

川崎市では、無作為に選ばれた 3,000人余りの市内有権者の中から、男女

比、年齢構成、住区等の調整を経て、75名の市民からなる「脱炭素かわさき

市民会議」を立ち上げました。計６回の会議を開催し、「移動」「住まい」「消

費」の３分野に重点を置いて、脱炭素かわさきを実現するための取組み・提

案をとりまとめました。 

 

 

 

 

 

  

コラム 

札幌市 

川崎市 

欧州 

■提案作成の出発点となった「2050 年の脱炭素かわさきのイメージ」 

出典：「脱炭素かわさき市民会議からの提案 2050 年脱炭素かわさきの実現に向けて」 
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（５）計画改定にあたっての視点 

前項までの検討を踏まえ、2050年までのＣＯ２排出量実質ゼロの実現を達成していくため、

この度の計画改定にあたっては、次の視点に立って、国や東京都が進める施策と合わせて、

区の施策によるさらなる温暖化対策を進めていくことが必要です。 

＜計画改定にあたっての視点＞ 

・2050 年ＣＯ２排出量実質ゼロの実現に向けた新たな目標設定（2050 年目標を見据えた中期目

標の設定） 

・区民・事業者が主役となった、脱炭素に役立つライフスタイル、ビジネススタイルに向けた

区民、事業者の行動促進（行動に伴う効果の見える化、行動変容につながる情報発信・啓発、

仕組みづくり） 

・地球温暖化に関連する幅広い分野に好影響を与える総合的・計画的な対策の推進（例：住宅

の断熱化に伴うヒートショックの防止、再エネ設備導入による非常用電源の確保） 

・省エネルギー化の推進（住宅・事業所等の省エネ・断熱化、大規模建築物の環境配慮など） 

・再生可能エネルギーの利用と創出の拡大（再生可能エネルギーの地産地消、せたがや版ＲＥ

１００の推進など） 

・地域間連携による取組みの推進（川場村をはじめとした、自然エネルギーを生産する地域と

の連携） 

・脱炭素に役立つまちづくり（公共交通や自転車の利用促進、ＺＥＶの普及促進に向けた都市

インフラの整備など） 

・みどりを活かした地球温暖化対策の推進（ＣＯ２の吸収、カーボンオフセットなど） 

・ごみの発生抑制等の推進（区民・事業者の２Ｒ行動の促進（プラスチック使用製品や食品ロ

ス対策を含む）） 

・環境学習・環境教育を通じた意識醸成（次世代の人材育成など） 

・脱炭素に役立つ社会経済、暮らしへの転換（グリーンリカバリー、ＥＳＧ投資など） 

・緩和策と適応策の両輪による対策強化（グリーンインフラを取り入れた豪雨対策・ヒートア

イランド対策などの適応策） 

 

  
2050年ＣＯ２排出量実質ゼロの実現に向けた新たな目標 

緩和策 

・省エネルギー化   ・再生可能エネルギーの利用拡大 

・地域間連携     ・まちづくり 

・みどりの活用    ・ごみの発生抑制と資源の有効活用 

適応策 

・豪雨対策 

・暑熱対策、 

ヒートアイランド対策 

・健康関連施策 

脱炭素に役立つライフスタイル、ビジネススタイルへの転換 

脱炭素に役立つ社会経済、暮らしへの転換 

環境学習・環境教育 

幅広い分野をつなぐ総合的・計画的な対策 
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第３章 計画の目標 

 

３－１ 世田谷区のめざす将来像 

 

 

 

 

 

地球温暖化に起因する強力な台風や集中豪雨の頻発、その被害は年々深刻化しています。し

かし、世界のＣＯ２排出量は、今なお増加が続いており、今後も、極端な高温や大雨が発生す

る可能性がより高くなるとされるなど、気候変動問題は、気候危機と呼ぶべき非常事態に直面

しています。 

将来を担う世代に、みどりに恵まれた良好な環境を引き継いでいくため、区民、事業者、区

をはじめあらゆる主体が一丸となって、地球温暖化の緩和と適応に取り組んでいくことが必

要です。 

そのために、これまで以上に省エネルギー・エネルギーの効率的な利用に取り組むとともに、

太陽光をはじめとする自然の力を活かして生み出される再生可能エネルギーの利用を拡大し

ます。これらの取組みによってＣＯ２排出量実質ゼロをめざしながら、健康で快適に暮らせる

住まい、みどり豊かで歩いて暮らせるまちなど、より豊かな暮らしを実現していきます。 

同時に、自然が有する多様な機能を賢く活用し、持続的で魅力あるまちづくりを進める取組

みであるグリーンインフラを取り入れ、気候変動に対する強さとしなやかさをもったまちを

つくります。 

国や東京都の施策と連携を図りながら、区民、事業者、区の協働によりこれらの取組みを進

め、脱炭素社会を構築していきます。そして、持続可能な発展を実現し、良好な環境を次世代

に引き継いでいきます。 

 

～小さなエネルギーとまちのみどりで豊かに暮らす ～ 

持続可能な未来につなげるまち せたがや 
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３－２ 総量削減目標 

  

 2018年に公表されたＩＰＣＣ「1.5℃特別報告書」では、「温暖化の影響は 1.5℃の上昇でも大

きいが２℃になると更に深刻になり、1.5℃未満の抑制が必要であること」、「気温上昇を止める

ためには、2030 年までにＣＯ２排出量を半減し、2050 年頃までに正味ゼロとする必要があるこ

と」が示されました。2021年 10月から 11月にかけて開催されたＣＯＰ26においては、1.5℃目

標に向かって世界が努力することが合意されました。 

 国内では、2021 年５月に改正された「地球温暖化対策の推進に関する法律」において、2050

年までの脱炭素社会の実現が基本理念として法に位置付けられました。また、2021年 10月に閣

議決定された国の新たな地球温暖化対策計画において、「2030 年度において、温室効果ガスを

2013年度から 46％削減することを目指す。さらに、50％の高みに向け、挑戦を続けていく。」と

いう目標が示されました。 

 また、区は、国に先駆けて 2020年 10月 16日に行った「世田谷区気候非常事態宣言」におい

て、2050年までにＣＯ２排出量実質ゼロをめざすことを表明しました。 

 これらの経緯を踏まえ、本計画においては、長期目標を 2050年までに温室効果ガス排出量実

質ゼロとし、その達成に向けた中間段階の目標として 2030年度までの中期目標を設定します。 

（１）長期目標 

 

 

 

 気候危機の状況を脱し、次世代に良好な環境を引き継いでいくため、2050 年までに温室

効果ガス排出量を実質ゼロにします。【達成すべき目標】 

 あわせて、区民・事業者・区が一体となって対策を積み上げ・深堀りしていくことにより

達成する、野心的な目標として、2045 年までに温室効果ガス排出量実質ゼロを達成するこ

とをめざします。【野心的な目標】 

  

3,238

1,389

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2013

年度

2030

年度

2050

年度

(千t-CO2）

2013年度比

▲57.1％
実質

ゼロ

達成すべき 

目標 
2050 年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロにします。 
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「実質ゼロ」とは 

 

温室効果ガスまたはＣＯ２排出の「実質ゼロ」は、「排出量から吸収量と除去量を差し引

いた合計をゼロにする」ことを意味します。 

エネルギー利用の効率化、再生可能エネルギー等の導入を徹底しても、排出を完全にゼ

ロに抑えることは現実的に困難です。このため、排出せざるを得なかった量から、森林な

どによる吸収量、ＣＯ２を回収・貯留する技術などによる除去量を差し引いて、合計を実質

的にゼロにすることをめざすものです。 

世田谷区では 2032 年に区内のみどり率 33％の達成をめざす「世田谷みどり 33」を中心

に、みどりの保全・創出に取り組んでいます。こうした取組みによる吸収量の拡大は、

「実質ゼロ」達成に貢献するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みどりによるＣＯ２吸収 

樹木は、光合成によって吸収した大気中のＣＯ２を体内にセルロースの形で固定すること

で成長します。 

区内には、国分寺崖線沿いの樹林地、社寺林、屋敷林、公園、街路樹など、様々な場所に

樹木が育つみどりの環境があります。これらのみどりによるＣＯ２吸収量は、年間約 14,000

ｔ-ＣＯ２
※１と試算されます。これは、約 4,880 世帯分※２（区内世帯数の約１％）の年間Ｃ

Ｏ２排出量に相当します。 

※１ 「地球温暖化対策計画における対策の削減量の根拠」

において、2030 年度に整備面積 85 千 ha の吸収量が

124 万ｔ-ＣＯ２と設定されていることから、樹木被覆

地 1ha 当たりの吸収量を 14.59ｔ-ＣＯ２と想定し、区内

の樹木被覆地面積 963.19ha（2021 年）を乗じて算出 

※２ ※１の算出結果を世帯当たり排出量 2.88ｔ-ＣＯ２（環境

省「令和２年度家庭部門のＣＯ２排出実態統計調査」よ

り）で割って算出  

排出 

吸収・除去 

排出 

吸収・除去 

排出量と 

吸収・除去量の

差し引きゼロ 

＝実質ゼロ 

現在 2050年 

排出 

エネルギー利用の効率化、 

再生可能エネルギー等の導入の徹

底による排出削減 

コラム 

みどりの吸収量 
年間 

約 14,000t-CO2 

約 4,880 世帯分 
の排出量に相当 
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（２）中期目標［2030 年度］ 

 脱炭素社会の実現に向けては、省エネルギー化とエネルギーの効率的利用によって使うエ

ネルギーを減らしていくと同時に、再生可能エネルギー等の利用を拡大し、エネルギーの脱炭

素化を進めていくことが必要です。 

 そのため、本計画においては、中期目標として、温室効果ガス排出量（７ガス全体）及び区

民や事業者の取組みの努力が反映されるＣＯ２排出量の削減目標を掲げるとともに、エネルギ

ー消費量、再生可能エネルギーの利用に関する目標を併せて設定します。 

 

①温室効果ガス排出量（７ガス全体） 

 

 

 

 

 

 

国や都が示す 2030 年度の温室効果ガス排出量削減目標を踏まえたうえで、2030年度の世田

谷区における温室効果ガス排出量の将来予測に、電力排出係数の改善、現時点で想定し得る国

等による対策効果、ＣＯ２以外の温室効果ガスの削減を積み上げ、さらに、区が独自に追加し

実施する対策の効果を加えて、2013年度比 57.1％の削減をめざします。【達成すべき目標】 

さらに今後、時勢を捉え、新規施策の実施や既存施策の拡充を継続的に推し進めることで達

成する目標として、2013年度比 66％の削減を掲げます。【野心的な目標】 

 

 

図 温室効果ガス排出量（７ガス全体）の削減目標 

 

  

3,238

1,389
1,101

234

749

696

170

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2013

年度

2030

年度

(千t-CO2）

現状すう勢ケースに国の計画する電力排出係数を

見込んだ削減 ▲866千ｔ-ＣＯ２

想定され得る国等の対策効果 ▲749千ｔ-ＣＯ２
ＣＯ２の削減量（▲512千ｔ-ＣＯ２）

ＣＯ２以外の温室効果ガス削減量（▲237千ｔ-ＣＯ２）

区が独自で追加し実施する対策の効果▲234千ｔ-ＣＯ２

2013年度比

▲57.1％

2013年度比

▲66％

2030年度

さらなる挑戦

2030年度2013年度

達成すべき 

目標 

2030 年度において、2013 年度比で 57.1％削減を 
めざします。 

野心的な目標 
さらなる挑戦として、2013 年度比で 66％削減を 
掲げます。 
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区全体で 2013 年度比 57.1％の削減を実現するための部門別目標として、産業部門 48％削

減、家庭部門 69％削減、業務その他部門 56％削減、運輸部門 69％削減、廃棄物部門 3％削減

の達成をめざします。 

 

 

図 部門別の削減目標 

  

90 47

1,463

449

858

380

567

175

103

100

156

238

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2013年度 2030年度

（千ｔ-CO2）

その他（CH4等）

廃棄物部門

運輸部門

業務その他部門

家庭部門

産業部門

CO2

3,238

1,389

産業部門 ▲48％

業務その他部門 ▲56％

家庭部門 ▲69％

運輸部門 ▲69％
廃棄物部門 ▲ 3％
その他ガス 52％
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②ＣＯ２排出量 

 

 

 

ＣＯ２排出量は、世田谷区において温室効果ガス排出量の大半を占めることから、本計画の

削減目標として設定します。 

 

 

③エネルギー消費量 

 

 

 

  エネルギー消費量は、数値が変動する電力排出係数（p.29 参照）の影響を受けず、区民や

事業者の努力と成果を正しく評価することができるため、本計画の削減目標として設定しま

す。 

 

④再生可能エネルギーの導入に関する目標 

 

 

 

*「世田谷区環境に関する区民意識・実態調査」の有効回答者のうち、「再生可能エネルギーを利用している」と

回答した人の割合 

 

 

 

 

省エネルギーと再生可能エネルギーの相乗効果 

 ＣＯ２排出量削減は、省エネルギーと再生可能エネルギーを組み合わせることで、相乗効

果が生まれます。 

 同じ削減量をめざすとき、エネルギーを使う側とつくる側が協力すれば、少ないコストで

大きな効果を生み、目標を達成することができます。 

 

 

 

  

達成すべき 

目標 

達成すべき 

目標 

コラム 

エネルギー需要 

約 70％削減 

エネルギーの脱炭素化 

約 70％改善 

省エネルギー 再生可能エネルギー 

対策後のエネルギー消費量* 

0.3 

対策後の排出係数* 

0.3 

 

対策後の排出量* 

約 0.1 

ＣＯ２排出量 

*対策前を１としたときの対策後の値 

90％削減 

2030 年度において、2013 年度比で 62.6％削減を 
めざします。 

2030 年度において、2013 年度比で 40.7％削減を 
めざします。 

達成すべき 

目標 

2030 年度において、再生可能エネルギーを利用して 
いる区民の割合*５０％をめざします。 
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３－３ 個別削減目標 

 

世田谷区の温室効果ガス排出量を着実に削減していくため、排出特性を踏まえた指標と目標

を設定します。 

具体的には、区全体のＣＯ２排出量に占める割合が最も高い家庭部門に着目し、家庭での１人

当たりＣＯ２排出量及び１人当たりのエネルギー消費量を指標とし、電気、ガスなどのエネルギ

ー消費の削減を促していきます。 

 

［家庭部門の個別目標］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

達成すべき 

目標 

2030 年度において、 

・家庭での１人当たりのＣＯ２排出量を 

2013 年度比で 71.0％削減 

・家庭での１人当たりのエネルギー消費量を 

2013 年度比で 45.1％削減 

をめざします。 
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家庭でのＣＯ２排出・エネルギー消費削減に向けた取組み 

 2020年度における世帯当たりの年間ＣＯ２排出量（電気、ガス、灯油の合計）は 2.88ｔ-

ＣＯ２です（環境省「令和２年度 家庭部門のＣＯ２排出実態統計調査」）。 

 ＳＴＥＰ１～ＳＴＥＰ３の対策を積み重ねることで、約 70％の排出量を削減できます。 

 

  

コラム 
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家庭でのエネルギー消費の削減に向けた取組み（例） 

■エネルギー消費の削減に向けた取組みの効果 

 
取組み 

省エネ効果 

（年間） 

家計の節約 

（年間） 

ＣＯ２削減量 

（年間） 

リ
ビ
ン
グ
ル
ー
ム 

冷房時の室温は 28℃を目安にする 電気 30.2kW 800 円 14.8kg 

冷房の使用時間を１日１時間減らす 電気 18.8kW 500 円 9.2kg 

暖房時（エアコン）の室温は 20℃を目安にする 電気 53.1kW 1,410 円 26.0kg 

暖房（エアコン）の使用時間を１日１時間減らす 電気 40.7kW 1,080 円 19.9kg 

フィルターをこまめに掃除する（月２回程度） 電気 32.0kW 850 円 15.6kg 

電気カーペットは広さにあった大きさにする 電気 89.9kW 2,380 円 44.0kg 

電気カーペットの設定温度は「強」から「中」にする 電気 186.0kW 4,930 円 91.0kg 

こたつの設定温度を低めにする 電気 49.0kW 1,300 円 24.0kg 

テレビ画面は明るすぎないように設定する 電気 27.1kW 720 円 13.3kg 

白熱電球(54Ｗ)をＬＥＤ電球（8Ｗ）に交換する 電気 92.0kW 2,440 円 45.0kg 

照明の使用時間を 

１日１時間減らす 

白熱電球 (消費電力 54Ｗ) 電気 19.7kW 520 円 9.6kg 

蛍光灯  (消費電力(12Ｗ) 電気 4.4kW 120 円 2.2kg 

ＬＥＤ電球((消費電力 8Ｗ) 電気 2.9kW 80 円 1.4kg 

モップや雑巾を使って掃除機をかける時間を減らす 電気 16.4kW 430 円 8.0kg 

パソコンを使う時間を

１日１時間減らす 

デスクトップ 電気 31.6kW 840 円 15.5kg 

ノート 電気 5.5kW 150 円 2.7kg 

パソコン（デスクトップ）の電源オプションの見直しをする 電気 12.6kW 330 円 6.2kg 

キ
ッ
チ
ン 

冷蔵庫は壁から適切な間隔で設置する 電気 45.1kW 1,190 円 22.1kg 

冷蔵庫は季節に合わせて設定温度を調節する 電気 6.17kW 1,630 円 30.2kg 

冷蔵庫にはものを詰め込まない 電気 43.8kW 1,160 円 21.4kg 

炊飯器の長時間保温はせず、使わないときはプラグを抜く 電気 45.8kW 1,210 円 22.4kg 

電気ポットの長時間保温はしない 電気 107.5kW 2,850 円 52.6kg 

バ
ス
・
ト
イ
レ
・
洗
面
所 

洗濯物はまとめて洗う 
電気 

水道 

5.9kW 

16.8 ㎥ 
4,190 円 14.1kg 

衣類乾燥機はまとめて使い、回数を減らす 電気 42.0kW 1,110 円 20.5kg 

こまめにシャワーを止める 
ガス 

水道 

12.8 ㎥ 

4.4 ㎥ 
2,440 円 30.7kg 

お風呂は間隔をあけずに続けて入る ガス 38.2 ㎥ 4,130 円 82.9kg 

使わないときは、電気便座のふたを閉める 電気 34.9kW 920 円 17.1kg 

電気便座の設定温度を低くする 電気 26.4kW 700 円 12.9kg 

歯磨き中、水を流しっぱなしにしない 水道 3.9 ㎥ 940 円 2.6kg 

ド
ラ
イ
ブ 

ふんわりアクセル「e スタート」 燃料 83.57ℓ 11,950 円 194.0kg 

加減速の少ない運転 燃料 29.29ℓ 4,190 円 68.0kg 

早めのアクセルオフ 燃料 18.09ℓ 2,590 円 42.0kg 

アイドリングストップ 燃料 17.33ℓ 2,480 円 40.2kg 

（参考文献） 

◇リビングルーム／キッチン／バス・トイレ・洗面所 

東京都環境局地球環境エネルギー部地域エネルギー課「家庭の省エネ対策ハンドブック 2021 年度版」 

◇ドライブ 

資源エネルギー庁「無理のない省エネ節約」

（https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/general/howto/）  
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第４章 温室効果ガス排出抑制等に関する対策・施策 

 

 温室効果ガスの排出を実質ゼロにする脱炭素社会を実現し、将来の世代も安心して暮らせ

る、持続可能な社会をつくるためには、誰もが無関係ではなく、区民、事業者、行政、教育

機関、ＮＰＯ、来街者などのあらゆる主体が対策に取り組む必要があります。 

第３章に示した区のめざす将来像の実現と、温室効果ガス排出量の削減目標の達成に向け

て、区民、事業者、区等のそれぞれが、主体的に地球温暖化の緩和と適応に向けた取組みを

進めます。区は、施策の推進を通じて区民、事業者等の行動を支え、気候危機に力を合わせ

て行動していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 区民・事業者の対策と区の施策の考え方 

 

 次ページでは、本計画の対策・施策の体系とこれに伴うＣＯ２削減量、及び関連するＳＤ

Ｇｓの目標を示しています。 

 このうち、区の施策は以下６つの柱により構成します。 

 

 

 

 

 

 

 

また、本章に記載の区の施策を、さらに拡充・強化することに加え、今後の社会情勢など

を踏まえた新規施策の導入・実施により、区のめざす将来像の実現や温室効果ガス排出量の

削減目標の達成をより現実的なものとしていきます。そのために必要な財源の安定的・継続

的な確保に向けては、「世田谷区気候危機対策基金」等を活用していきます。 

 

区民の対策 事業者の対策 

区の施策 

ライフ 

スタイル 

再生可能 

エネルギー みどり 

住まい・ 

建物づくり 

３Ｒ 

行動 

ビジネス 

スタイル 

グリーン

インフラ 省エネルギー

化 

地域間 

連携 

まち 

づくり 

移動 

暑熱 

対策 

環境 

学習 

 施策の柱Ⅰ 区民の取組み支援 

 施策の柱Ⅱ 事業者の取組み支援 

 施策の柱Ⅲ エネルギーの脱炭素化 

 施策の柱Ⅳ 脱炭素で持続可能なまちづくり 

 施策の柱Ⅴ 地球温暖化適応策の推進 

 施策の柱Ⅵ 区役所の率先行動 
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施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

この計画では、地球温暖化緩和策と適応策によって取組みを構成しています。

適応策は、区民の取組みの方針Ⅰ－１③、事業者の取組みの方針Ⅱ－１③、

区の取組みの「Ⅴ地球温暖化適応策の推進」などにより構成しています。 

64



49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65



50 

４－１ 区民の取組み 

 

取組み方針Ⅰ－１ 脱炭素型ライフスタイルへの転換 

 「住宅都市せたがや」においては、区民一人ひとりのライフスタ

イルが脱炭素型に転換することが欠かせません。 

家庭からのＣＯ２排出量の削減に向け、一人ひとりが日常生活に

おける省エネルギー行動並びに脱炭素に役立つ様々な活動の実践、

気候変動への適応に努めます。また、脱炭素社会の実現に役立つ

様々な活動に参加することで、地球温暖化対策、脱炭素社会、持続

可能な社会への意識を高めます。 

 

取組み 取組みメニュー 

①省エネルギー

行動の実践 

○省エネルギーに関するリーフレット、ホームページなどを参考にして、

省エネルギー行動に取り組む。 

○スマートメーターなどエネルギー消費量の「見える化」、家電製品等の省

エネルギーモードを活用して、無駄なエネルギーを使わないようにする。 

○ウォームシェア、クールシェア、クールチョイス運動に参加し、省エネ

ルギーに努める。 

○自転車や公共交通の利用に努める。 

○車を運転するときは、エコドライブを心掛ける。 

○自家用車買い替え時には、走行時にＣＯ２等の排出ガスを出さないＺＥＶ

（電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車）を選

ぶ。 

○カーシェアリングを活用して、必要なときに必要な分だけ自動車を利用

する。 

○輸送距離の短い、近隣で採れた農産物、旬の食材を利用する。 

②脱炭素に役立

つ様々な活動

の実践 

○地球温暖化問題をはじめとする環境問題に関心を持ち、環境情報の収集

に努める。 

○プラスチック・スマートの取組みに努める。 

○人・社会・地域・環境に配慮した商品やサービスを購入するエシカル消

費を心掛ける。 

○環境学習や環境保全活動等に参加する。 

○自然エネルギー活用による自治体間ネットワーク会議等により、再生可

能エネルギーを利用する自治体・団体・事業者等との連携支援を進める。 

○まちづくりを話し合う場への参加などを通じて、地域で協働して地球温

暖化対策を進める。 

○資金の運用、投資の際は、持続可能な社会の形成に役立つよう、ＥＳＧ

投資の考え方も参考に運用先などを選択する。 

○環境保全、みどりの保全・創出などに役立つ基金への寄付に努める。 

ＣＯ２削減量 

（千 t-CO2） 

国・都・

区の対策 

区の独自

の対策 

7.1 1.8 
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取組み 取組みメニュー 

○マイバッグやマイボトルを利用する、過剰包装を断る、使い捨ての容器・

ストロー等のプラスチック製品の利用を減らすなど、ごみを発生させな

い消費行動を実践する。 

○食べものを「買いすぎない」「作りすぎない」「食べきる」を心掛け、食

品ロスの削減に努める。 

○生ごみの水切り等による減量化を進める。 

○資源とごみの分別を徹底する。 

○地域で行われる古紙、缶、古着・古布等の資源回収に協力する。 

○公共施設や店舗でのペットボトル、発泡トレイ、紙パック、廃食用油、

小型家電等の資源回収に協力する。 

③気候変動への

適応 

○夏季に熱中症予防対策をとる（日陰の利用、日傘や帽子の使用、こまめ

な水分・塩分の補給、エアコンや扇風機を使った室温の調節など）。 

○蚊などの生物が媒介する感染症について情報収集に努める。 

○洪水・内水氾濫ハザードマップを活用して自宅周辺の地理や避難所の位

置を確認するなど、日ごろから水害に備える。 
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取組み方針Ⅰ－２ 住まいの省エネルギー化、再生可能エネルギー等の利用拡大 

 家庭からのＣＯ２排出量の削減に向け、住まいの省エネルギー化・

省エネルギー機器の導入によって、エネルギーを効率よく利用する

とともに、太陽光をはじめとする再生可能エネルギーの利用を進め、

エネルギーの脱炭素化に取り組みます。併せて、緑化や木材利用を

進め、脱炭素に役立ちながら快適で健康的な、住み心地の良い住ま

いづくりを進めます。 

 

取組み 取組みメニュー 

①住まいの省エ

ネルギー化・

省エネルギー

機器の導入 

○新築時・改築時には、省エネルギー住宅、環境配慮型住宅、ＺＥＨ（ネ

ット・ゼロ・エネルギーハウス）、ＬＣＣＭ住宅（ライフ・サイクル・カ

ーボン・マイナス住宅）を建築する。 

○窓の改修・遮熱化（高断熱サッシや複層ガラスの導入、遮熱フィルムの

設置等）、壁面などの断熱化等、建物の断熱化を行う。 

○自然の風や光を活かした通風・採光の確保等により、住宅の省エネルギ

ー性能を高める。 

○ＨＥＭＳ（住宅エネルギー管理システム）を導入して、エネルギーの「見

える化」を利用し、エネルギー利用の最適化を図る。 

○賃貸住宅を選ぶ際は、高断熱サッシや複層ガラスが設置されているなど

断熱性に優れた住宅の選択に努める。 

○省エネルギー診断を受ける。 

○省エネ型の照明や給湯器への交換、古いエアコンや冷蔵庫等の更新、家

庭用燃料電池・蓄電池の導入等、高効率で環境性能の高い機器等を導入

する。 

○家電製品の買い替え時には、省エネルギーラベルを確認して、地球温暖

化への影響の少ないものを選ぶ。 

②再生可能エネ

ルギーの導入 

○「せたがや版ＲＥ１００」に賛同し、再生可能エネルギーに対する理解・

利用拡大を進める。 

〇太陽光発電、太陽熱利用設備や、蓄電池（電気自動車も含む）を自宅に

設置する等、再生可能エネルギーを生活に取り入れる。 

〇電力販売業者を選ぶ際には、再生可能エネルギー由来の電力メニューを

選択するように努める。 

③みどり豊かな

住まいづくり

等 

○新築時・改築時には、敷地内のみどりを保全・創出する。 

○敷地内や建物の屋上、壁面の緑化、生垣設置など、住宅の緑化を行う。 

○みどりのカーテンの設置、打ち水等の生活の工夫により、エネルギーの

消費を抑制する。 

○住宅の構造材、内装や家具などへの国産木材の活用に努める。 

○雨水タンクや雨水貯留浸透施設を設置する。 

  

ＣＯ２削減量 

（千 t-CO2） 

国・都・

区の対策 

区の独自

の対策 

283.3 140.1 
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４－２ 事業者の取組み 

 

取組み方針Ⅱ－１ 脱炭素型ビジネススタイルへの転換 

 事業者からのＣＯ２排出量の削減に向け、事業活動と地球温暖化

問題との関わりを認識し、日常の事業活動において省エネルギー行

動の実践や気候変動への適応に努めます。 

 また、ＳＤＧｓやＥＳＧ（環境・社会・ガバナンス）の取組みを

通じて、脱炭素の推進や環境負荷軽減につながる取組みをビジネス

に活かすことを実践するとともに、従業員の教育・普及啓発、地域

の環境保全活動への参加・協力に取り組みます。 

 

取組み 取組みメニュー 

①省エネルギー

行動の実践 

○国が実施する「クールチョイス」に対する取組みに賛同し、環境負荷の

少ないビジネススタイルへの転換を進める。 

○区や都、クールネット東京等のホームページに掲載された事業所の省エ

ネルギーに関する情報等を参考にして、省エネルギー行動に取り組む。 

○スマートメーターなどエネルギー消費量の「見える化」、ＯＡ機器等の省

エネルギーモードを活用して、無駄なエネルギーを使わないようにする。 

○クールビズ、ウォームビズを推進する。 

○業務における公共交通、自転車、カーシェアリングの利用を推進する。 

○エコドライブを実践する。 

○事業活動には、ＺＥＶを利用する。 

○環境マネジメントシステムなどの取組みを推進する。 

②脱炭素に役立

つ様々な活動

の実践 

○職場における環境教育を実践する。 

○地域社会の一員として、地域で行われる環境学習や環境に関わる地域活

動（美化・緑化・リサイクル活動等）に参加する。 

○従業員に対する社内研修会などを通じ、再生可能エネルギーへの理解を

深める。 

○職場において働き方改革を推進する。 

○東京商工会議所世田谷支部、世田谷区商店街連合会等の連携によるごみ

の夜間収集に参加する。 

○脱炭素に役立つサービスの提供、共同配送による輸送の効率化など、消

費者・取引先との理解・協力の上で脱炭素型のビジネスを展開する。 

○ＣＯ２排出量を削減したうえで、カーボンオフセットを活用する。 

○企業の環境報告書やＥＳＧ報告書、ホームページ等を通じて、製品やサ

ービス、事業活動に関わる環境情報を提供する。 

○「グリーン購入法」に適合した商品、エシカル消費に配慮した商品・サ

ービスの購入・販売・提供に努めることで、脱炭素に役立つ消費行動を

促進する。 

○ＥＳＧに配慮した経営に取り組む。 

○コロナ禍からの経済回復に向けて行われる投資、支援を、環境に配慮し

ＣＯ２削減量 

（千 t-CO2） 

国・都・

区の対策 

区の独自

の対策 

0.4 

事業者の取組
み方針Ⅱ-２
（p.55）、 
区の施策Ⅳ-2
（p.68）に
含む 
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取組み 取組みメニュー 

た経営につながる取組みに活用するグリーンリカバリーを実践する。 

○商品の設計・製造・流通・販売の各段階において、簡易包装、レジ袋削

減、量り売り、使い捨て容器・食器の削減等、ごみの発生抑制に努める。 

○プラスチックごみの削減に向け、プラスチック使用量の少ない製品設計、

代替素材の使用に努める。 

○資源・製品の価値の最大化、資源消費の最小化、廃棄物の発生抑止等を

目指すサーキュラーエコノミー（循環経済）の視点を取り入れた事業活

動に努める。 

○賞味期限の延長・年月表示化、過剰生産の抑制（製造業）、売り切り、配

送時の汚・破損削減、小容量販売、ばら売り（卸・小売業）、調理ロスの

削減、食べ切り運動の呼びかけ、提供サイズの調整（外食産業）などに

取り組み、食品ロス削減に努める。 

○区の事業系リサイクルシステムを利用する。 

○店舗での自主的な資源回収に取り組む。 

③気候変動への

適応 

○職場の熱中症予防対策に努める。 

○気温上昇等による消費者の嗜好の変化や原材料価格の変化などを想定し

た商品開発や販売戦略に取り組む。 

○洪水・内水氾濫ハザードマップによるリスクの確認、洪水等の災害発生

を想定した業務継続計画の策定など、台風・大雨による風水害に備える。 
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取組み方針Ⅱ－２ エネルギーの効率的利用・再生可能エネルギー等の利用拡大 

 事業所（オフィス、店舗等）からのＣＯ２排出の削減に向けて、

ＺＥＢ（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）の実現、断熱性能の向

上等による建築物の省エネルギー化、設備機器の高効率化、エネル

ギー管理の最適化の推進に努めます。 

 また、太陽光発電設備の設置や再生可能エネルギーでつくられた

電力の調達等により、事業運営で消費する電力に再生可能エネルギ

ーを活用します。 

 

取組み 取組みメニュー 

①建物の省エネ

ルギー化・省

エネルギー機

器の導入 

○建物の建築時・改築時には、建物のＺＥＢの実現に努める。 

○窓の改修・遮熱化（高断熱サッシや複層ガラスの導入、遮熱フィルムの

設置等）、壁面などの断熱化等、建物の断熱化を行う。 

○自然の風や光を活かした通風・採光の確保等により、事業所の建物の省

エネルギー性能を高める。 

○ＢＥＭＳ（ビルエネルギー管理システム）を導入して、運転管理の最適

化を図る。 

○ＢＥＬＳ（建築物省エネルギー性能表示制度）、ＣＡＳＢＥＥ（建築物環

境性能評価システム）等により環境性能の評価を受ける。 

○省エネルギー診断やエコ・チューニングを受けて、施設改修やエネルギ

ー管理の改善に努める。 

○省エネ型照明や空調設備、高効率給湯器やボイラー等への交換など、高

効率で環境性能の高い機器等の導入に努める。 

○業務用・産業用燃料電池を導入する。 

②再生可能エネ

ルギーの導入 

○「せたがや版ＲＥ１００」に賛同し、再生可能エネルギーに対する理解、

利用拡大に努める。 

○太陽光発電、太陽熱利用設備や、蓄電池（電気自動車も含む）を事業所

に設置する等、再生可能エネルギーを事業活動に取り入れる。 

○電力販売業者を選ぶ際は、再生可能エネルギー由来の電力メニューを選

択するように努める。 

○自社の事業の中で、省エネルギー化や再生可能エネルギーの利用拡大な

ど脱炭素に役立つ製品やサービスの開発、普及に努める。 

③事業所の緑化

等 

○敷地内や建物の屋上、壁面の緑化等を行う。 

○建物の建築時・増改築時には、敷地内のみどりを保全・創出する。 

○みどりのカーテンの設置、打ち水等の工夫により、エネルギーの消費を

抑制する。 

○建物の構造材、内装や什器などへの国産木材の活用に努める。 

  

ＣＯ２削減量 

（千 t-CO2） 

国・都・

区の対策 

区の独自

の対策 

109.1 41.0 

 

71



56 

４－３ 区の取組み（施策） 

 

施策の柱Ⅰ 区民の取組み支援 

 

施策Ⅰ－１ 脱炭素型ライフスタイルへの転換促進 

 家庭部門等からのＣＯ２排出量を削減するため、脱炭素型ライフ

スタイルへの転換につながる情報発信、普及啓発を進めます。また、

省エネルギー行動の効果の「見える化」によって行動を促進します。 

 

 
 
 
 
 

取組み 取組みの内容 担当課 

①脱炭素に役立つ

ライフスタイル

に関する情報発

信 

国等の補助金など各種支援制度や効果的な取

組み事例の紹介（セミナーの実施等） 
環境・エネルギー施策推進課 

ホームページやＳＮＳ、広報紙等による啓発情

報の充実☆ 
環境・エネルギー施策推進課 

クールチョイス運動の推進（省エネ製品への買

換え、シェアリングサービスの利用、エコドラ

イブ等）☆ 

環境・エネルギー施策推進課 

②見える化等を活

用した省エネル

ギー行動の支援 

省エネ行動による環境面、経済面の効果のＰＲ 環境・エネルギー施策推進課 

省エネポイントアクションの活用等、家庭での

ＣＯ２排出削減の取組み支援の拡充 
環境・エネルギー施策推進課 

省エネポイントアクションの取組みを活用し

た、エネルギー消費量の継続的なモニタリング 
環境・エネルギー施策推進課 

家庭向け省エネ診断の情報提供 環境・エネルギー施策推進課 

ＨＥＭＳの普及啓発 環境・エネルギー施策推進課 

③ごみの発生抑制

への支援 

「世田谷プラスチック・スマートプロジェク

ト」を通じたプラスチックごみの発生抑制等に

関する普及啓発 

環境保全課 

清掃・リサイクル部事業課 

ごみの発生抑制に関する普及啓発と取組み支

援（資源回収の促進、区民主体の資源回収の支

援、生ごみの減量促進） 

清掃・リサイクル部事業課 

食品ロスの削減☆ 清掃・リサイクル部事業課 

プラスチック使用製品の分別回収の検討 清掃・リサイクル部事業課 

④地域団体等の活

動支援・協働 

地域の美化・緑化・リサイクル活動等の支援 

各総合支所地域振興課 

みどり政策課 

環境保全課 

ＮＰＯ団体等が取り組む環境活動の促進 
環境・エネルギー施策推進課

市民活動推進課 

注：☆は p.49 の「ＣＯ２削減量」の「区の独自の対策」に該当する取組みの内容の代表的な項目  

※担当課名は 2022 年４月１日時点 

ＣＯ２削減量 

（千 t-CO2） 

国・都・

区の対策 

区の独自

の対策 

区民の取組み方針Ⅰ-１ 
（p.50）、 
区の施策Ⅳ-2（p.68）に含む 
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施策Ⅰ－２ 住まいの省エネルギー化、再生可能エネルギー等の利用促進 

住宅の断熱性能の向上、家電や給湯等の設備機器の高効率化、再

生可能エネルギー等の導入を促進するとともに、緑化等自然を活か

した工夫を取り入れることで、小さなエネルギーで快適に暮らせる

住まいづくりを促進します。 
 
 

取組み 取組みの内容 担当課 

①住まいの省エネ

ルギー化・省エネ

ルギー機器の導

入促進 

マンション環境性能表示の促進等、賃貸住宅の

環境性能の向上 
環境・エネルギー施策推進課 

国や東京都などの住宅の省エネルギーの支援

策に関する情報提供 
環境・エネルギー施策推進課 

マンション管理組合などを対象とする省エネ

セミナー等の開催 

環境・エネルギー施策推進課 

居住支援課 

環境に配慮した住宅リノベーションの推進☆ 環境・エネルギー施策推進課 

ＨＥＭＳの普及啓発〔再掲〕 環境・エネルギー施策推進課 

新築戸建住宅のＺＥＨ化に向けた省エネルギ

ー・再生可能エネルギー導入の啓発 
環境・エネルギー施策推進課 

区営住宅等の省エネルギー化改修・建替 住宅管理課 

家庭における省エネルギー機器の普及促進☆ 環境・エネルギー施策推進課 

家庭用燃料電池の普及促進☆ 環境・エネルギー施策推進課 

②再生可能エネル

ギーの導入促進 

住宅用再生可能エネルギー利用設備、蓄電池の

情報提供、国や東京都の補助制度等の情報提供 
環境・エネルギー施策推進課 

環境配慮型住宅リノベーション推進事業によ

る再生可能エネルギー機器等の設置促進☆ 
環境・エネルギー施策推進課 

せたがや版ＲＥ１００の普及促進☆ 環境・エネルギー施策推進課 

再生可能エネルギー由来電力の普及促進☆ 環境・エネルギー施策推進課 

新築戸建住宅のＺＥＨ化に向けた省エネルギ

ー・再生可能エネルギー導入の啓発〔再掲〕 
環境・エネルギー施策推進課 

卒ＦＩＴ電力の有効活用につながる蓄電池導

入・ＥＶリフォーム（Ｖ２Ｈ機器の導入）支援 
環境・エネルギー施策推進課 

③みどり豊かな住

まいづくり等の

促進 

緑のカーテンの普及促進 みどり政策課 

緑化助成による屋上・壁面緑化等の支援☆ みどり政策課 

雨水貯留浸透施設・雨水タンクの設置の促進 豪雨対策・下水道整備課 

国産木材の利用促進に関する普及啓発 環境・エネルギー施策推進課 

④脱炭素に役立つ

住宅に関する普

及啓発 

住まい・まち学習セミナー、深沢環境共生住宅

等環境共生モデル住宅を通じた情報提供 

環境・エネルギー施策推進課 

居住支援課 

住宅管理課 

新築戸建住宅のＺＥＨ化に向けた省エネルギ

ー・再生可能エネルギー導入の啓発〔再掲〕 
環境・エネルギー施策推進課 

国や東京都等による環境に配慮した住宅、ＺＥ

Ｈの促進に向けた各種支援制度に関する情報

提供 

環境・エネルギー施策推進課 

注：☆は p.49 の「ＣＯ２削減量」の「区の独自の対策」に該当する取組みの内容の代表的な項目 

  

ＣＯ２削減量（千 t-CO2） 

国・都・

区の対策 

区の独自

の対策 

区民の取組み方針Ⅰ-２
（p.52）に含む 
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太陽光発電と電気自動車 

太陽光発電設備は、ＣＯ２削減に大きく貢献することに加え、停電時でも電気を使うこと

ができるという利点があります。 

最近では、太陽光発電と電気自動車を組み合わせ、電気自動車を蓄電池として機能させる

ことで、太陽光でつくった電気を家庭で有効利用する「Ｖ２Ｈ」（Vehicle to Home；車から

家へ）というシステムが注目されています。 

Ｖ２Ｈでは、昼間に太陽光で発電した余剰電力を電気自動車に貯め、夜間に家庭用電源と

して利用することで光熱費の削減ができます。また、充電された電気自動車は災害時などに

非常用電源として利用することも可能で、３～４日程度、普段に近いかたちの使い方ができ

るといわれています。 

 
図 Ｖ２Ｈの仕組み 

 

 

省エネＤＩＹ 

家庭部門のエネルギー消費量や温室効果ガス排出量をさらに削減していくためには、断

熱性の向上を中心とした住宅の省エネルギー化が欠かせません。その方法の一つが「省エネ

ＤＩＹ」です。窓に貼る断熱シートや断熱テープ、床に敷くコルクマットなど、ホームセン

ターで購入できる資材を使って簡単で手軽にでき、賃貸住宅でも取り入れることができま

す。 

省エネＤＩＹには、省エネ

ルギーによる光熱費の節約

に加え、窓の結露防止や冬場

のヒートショックの防止な

どの効果もあり、快適な住ま

いづくりにつながります。 

 

 

図 省エネＤＩＹの例 

コラム 

貯めた電気を使う 

夜間 発電 

貯める 

昼間 

コラム 
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施策Ⅰ－３ 環境教育・環境学習 

次世代を担う子ども、若者が、環境教育・環境学習を通じて、気

候危機、地球温暖化の問題を学ぶ場や機会を充実させていきます。 

また、環境をはじめ地域や社会に配慮した消費行動を促していき

ます。 

 
 

取組み 取組みの内容 担当課 

①気候危機を担う

次世代の人材育

成 

若者が主体となった啓発事業の推進（若者環境

フォーラムの開催、環境出前授業の実施） 

環境・エネルギー施策推進課 

教育研究・研修課 

地域の多様な人材による環境教育・環境学習の

取組み支援（環境イベント、学校エコライフ活

動等） 

教育指導課 

環境・エネルギー施策推進課 

家庭教育における環境、気候危機に関する意識

啓発の促進 
生涯学習・地域学校連携課 

健康村里山自然学校における自然体験 
区民健康村・ふるさと・交流

推進課 

②学校等における

環境教育・環境学

習 

区民、事業者、区内大学等の連携による環境学

習情報の収集及び提供 

教育指導課 

環境・エネルギー施策推進課 

学校エコライフ活動の推進 教育指導課 

みどりの出前講座の実施 みどり政策課 

みどりに関する普及啓発（「そだてようみどり

の世田谷」の配布） 
みどり政策課 

国分寺崖線に関する小学生の学習の推進 教育指導課 

ごみ減量やリサイクル促進に関する環境学習

の実施 
清掃・リサイクル部事業課 

③環境意識の醸成 

エシカル消費に関する普及啓発 消費生活課 

消費者カレッジ（出前講座）の実施 消費生活課 

清掃・リサイクル関連施設等を活用した普及啓

発 
清掃・リサイクル部事業課 

  

ＣＯ２削減量（千 t-CO2） 

国・都・

区の対策 

区の独自

の対策 
区民の取組み
方針Ⅰ-１
（p.50）に
含む 

― 
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進捗管理指標 
 

指標 現状（2021 年度） 2030 年度の目標 

省エネポイントアクションの結果

報告者数 
570 世帯・事業所 1,394 世帯・事業所 

省エネポイントアクションで省エ

ネに成功した区民の人数 
443 世帯・事業所 1,029 世帯・事業所 

区民１人１日当たりのごみ排出量 536g/人・日 482g/人・日 

（2024 年度） 

家庭系食品ロス排出量（５年平均） 
10,100t 

（2019 年度） 
7,700t 

太陽光発電設備の導入件数 8,434 件 19,000 件 

環境配慮型住宅リノベーション補

助交付件数（累計） 
累計 1,688 件 累計 6,188 件 

緑化助成の件数（累計） 累計 1,651 件 
累計 2,281 件 

（70 件／年を目標） 
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施策の柱Ⅱ 事業者の取組み支援 

 

施策Ⅱ－１ 脱炭素型ビジネススタイルへの転換促進 

 業務その他部門からのＣＯ２排出量を削減するため、事業者に向

け、省エネルギーの取組みや支援制度等に関する情報提供や普及啓

発を進め、脱炭素型のビジネススタイルへの転換に向けた事業者の

主体的な取組みを促進します。 

 
 
 
 
 
 

取組み 取組みの内容 担当課 

①脱炭素に役立つ

事業活動や働き

方の促進 

国や東京都などの支援制度や効果的な取組み

事例の紹介 
環境・エネルギー施策推進課 

ホームページやＳＮＳ、広報紙による啓発情報

の充実☆ 
環境・エネルギー施策推進課 

省エネポイントアクション等、ＣＯ２排出量等

の「見える化」に関する従業員への普及啓発支

援 

環境・エネルギー施策推進課 

脱炭素化に役立つサービス提供など、消費者・

取引先の理解・協力の上で脱炭素型のビジネス

を推進 

環境・エネルギー施策推進課 

②見える化等を活

用した省エネル

ギー行動の支援 

アフターコロナやＳＤＧｓなど時勢を捉えた

セミナーの開催 
工業・ものづくり雇用促進課 

事業所における省エネルギーの取組み支援（省

エネポイントアクション等） 
環境・エネルギー施策推進課 

環境認証等活用支援 産業連携交流推進課 

③ごみの発生抑制

への支援 

「世田谷プラスチック・スマートプロジェク

ト」を通じたプラスチックごみの発生抑制等に

関する普及啓発 

環境保全課 

清掃・リサイクル部事業課 

ごみの発生抑制、再利用の２Ｒに関する普及啓

発 
清掃・リサイクル部事業課 

食品ロスの削減 清掃・リサイクル部事業課 

事業系リサイクルシステムの利用促進 清掃・リサイクル部事業課 

せたがやエコフレンドリーショップ（食品ロス

やプラスチックごみの削減に取組む小売店や

飲食店で認証された店舗）の利用促進 

清掃・リサイクル部事業課 

注：☆は p.49 の「ＣＯ２削減量」の「区の独自の対策」に該当する取組みの内容の代表的な項目  

ＣＯ２削減量（千 t-CO2） 

国・都・

区の対策 

区の独自

の対策 
事業者の取組
み方針Ⅱ-１ 
（p.53）、 
区の施策Ⅳ-
２（p.68）
に含む 

区の施策Ⅳ-
２（p.68）に
含む 
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施策Ⅱ－２ エネルギーの効率的利用・再生可能エネルギー等の利用促進 

 省エネルギー化と再生可能エネルギー等の利用を組み合わせ、Ｃ

Ｏ２排出量を削減していくため、事業所の建物や設備機器の省エネ

ルギー化を促進するとともに、再生可能エネルギーの導入を促進し

ます。 
 
 
 

取組み 取組みの内容 担当課 

①建物の省エネル

ギー化・省エネル

ギー機器の導入

促進 

既存建築物の省エネ改修 環境・エネルギー施策推進課 

事業所のＺＥＢの実現に向けた促進策の検討 環境・エネルギー施策推進課 

区の環境配慮制度を活用した大規模建築物の

省エネルギー化の誘導 
環境・エネルギー施策推進課 

低炭素認定建築物等の情報提供 環境・エネルギー施策推進課 

ＣＡＳＢＥＥ等の情報提供 環境・エネルギー施策推進課 

ＢＥＭＳの普及促進 環境・エネルギー施策推進課 

省エネ診断、エコ・チューニングの普及推進（業

務用ビル、大規模商業施設、医療・福祉施設等） 

環境・エネルギー施策推進課

高齢福祉課 

障害者地域生活課 

省エネルギー設備・機器の導入支援（商店街に

おける街路灯ＬＥＤ化等） 

商業課 

環境・エネルギー施策推進課 

②再生可能エネル

ギーの導入促進 

せたがや版ＲＥ１００の普及促進〔再掲〕☆ 環境・エネルギー施策推進課 

区の環境配慮制度を活用した再生可能エネル

ギー導入の誘導 
環境・エネルギー施策推進課 

事業所のＺＥＢの実現に向けた促進策の検討

〔再掲〕 
環境・エネルギー施策推進課 

事業者向けの再生可能エネルギー設備や蓄電

池等の普及啓発 
環境・エネルギー施策推進課 

再エネリバースオークションの支援 環境・エネルギー施策推進課 

金融機関と連携した低利の融資あっせん 

（太陽光発電等の設置やＥＶの購入） 

商業課 

環境・エネルギー施策推進課 

③事業所緑化等の

促進 

緑化助成による屋上・壁面緑化等の支援 みどり政策課 

区の環境配慮制度を活用した緑化等の誘導 環境・エネルギー施策推進課 

民間施設における木材利用促進 環境・エネルギー施策推進課 

注：☆は p.49 の「ＣＯ２削減量」の「区の独自の対策」に該当する取組みの内容の代表的な項目 

 

進捗管理指標 
 

指標 現状（2021 年度） 2030 年度の目標 

省エネ診断実施事業所数（累計） 累計 158 事業所 累計 293 事業所 

  

ＣＯ２削減量（千 t-CO2） 

国・都・

区の対策 

区の独自

の対策 

事業者の取組み方針Ⅱ-２
（p.55）に含む 
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施策の柱Ⅲ エネルギーの脱炭素化 

 

施策Ⅲ－１ エネルギーの地産地消 

 脱炭素社会の実現に向け、自然の力である太陽光、地中熱などの

再生可能エネルギーを活用することが重要です。また、災害対策等

の観点から、区内において再生可能エネルギーを活用した小規模分

散型のエネルギー源を確保することも有効です。 

 そのために、再生可能エネルギー活用に向けた普及啓発を進める

とともに、区有施設の活用や再生可能エネルギー等の導入を進めま

す。また、次世代を担うエネルギーとして期待されている水素エネ

ルギーの普及啓発に取り組みます。 
 

取組み 取組みの内容 担当課 

①再生可能エネル

ギー活用に向け

た普及啓発 

区民、事業者への再生可能エネルギー活用に向

けた普及啓発、環境学習・環境教育 

環境・エネルギー施策推進課

教育指導課 

再生可能エネルギー電力の購入の普及啓発☆ 環境・エネルギー施策推進課 

都等と連携した再生可能エネルギーにより発

電された電力の購入キャンペーンの展開（「み

んなでいっしょに自然の電気」等） 

環境・エネルギー施策推進課 

新築戸建住宅のＺＥＨ化に向けた省エネルギ

ー・再生可能エネルギー導入の啓発〔再掲〕 
環境・エネルギー施策推進課 

②再生可能エネル

ギーの地産地消

の拡大 

世田谷区みうら太陽光発電所の運営と活用 環境・エネルギー施策推進課 

公共施設の「屋根貸し」による太陽光発電事業

の実施 

環境・エネルギー施策推進課 

各施設所管課 

公共施設における太陽光発電設備等の設置事

業（ＰＰＡモデル：太陽光発電の第三者所有モ

デル） 

環境・エネルギー施策推進課 

教育環境課 

災害対策課 

公共施設マネジメント課 

③開発事業等に伴

う再生可能エネ

ルギーの導入促

進 

区の環境配慮制度を活用した再生可能エネル

ギー導入の誘導〔再掲〕 
環境・エネルギー施策推進課 

区の環境配慮制度を活用した大規模建築物の

評価制度の実施、評価結果の区民への積極的な

周知 

環境・エネルギー施策推進課 

事業所のＺＥＢの実現に向けた促進策の検討

〔再掲〕 
環境・エネルギー施策推進課 

商業施設・住宅等におけるＰＰＡモデルの促

進 
環境・エネルギー施策推進課 

④水素エネルギー

の普及啓発 

区内における水素供給体制の整備促進 

（水素ステーションの運営・誘致・支援等） 
環境・エネルギー施策推進課 

燃料電池自動車等を活用した啓発 環境・エネルギー施策推進課 

他自治体と連携した情報提供 環境・エネルギー施策推進課 

注：☆は p.49 の「ＣＯ２削減量」の「区の独自の対策」に該当する取組みの内容の代表的な項目  

ＣＯ２削減量（千 t-CO2） 

国・都・

区の対策 

区の独自

の対策 

区民の取組み方針Ⅰ-２
（p.52）、 
事業者の取組み方針Ⅱ-２
（p.55）に含む 
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施策Ⅲ－２ 様々な主体の連携による再生可能エネルギーの利用拡大 

 住宅都市である世田谷区では、区内での再生可能エネルギーの創

出には限りがあります。このため、再生可能エネルギーの資源を豊

富に備えている自治体との連携と交流を進め、区内での自然エネル

ギーの活用と資源を有する地域の活性化につなげていきます。また、

せたがや版ＲＥ１００の普及により、再生可能エネルギーの利用拡

大に取り組む機運を高めていきます。 
 

取組み 取組みの内容 担当課 

①自治体間連携の

推進 

自治体間ネットワーク会議の開催による新た

な自治体連携に向けた検討及び区の取組みの

情報発信 

環境・エネルギー施策推進課 

交流自治体との連携による自然エネルギーの

利用拡大 
環境・エネルギー施策推進課 

②再生可能エネル

ギーの導入促進 

せたがや版ＲＥ１００の普及促進〔再掲〕☆ 環境・エネルギー施策推進課 

せたがや版ＲＥ１００に賛同した区民・事業者

の取組み事例の紹介☆ 
環境・エネルギー施策推進課 

注：☆は p.49 の「ＣＯ２削減量」の「区の独自の対策」に該当する取組みの内容の代表的な項目 

 

進捗管理指標 
 

指標 現状（2021 年度） 2030 年度の目標 

太陽光発電設備の導入件数〔再掲〕 8,434 件 19,000 件 

他自治体との連携による再生可能

エネルギーの利用促進（累計） 
累計 5 自治体 累計 12 自治体 

他自治体との連携による再生可能

エネルギーの買取総量 
約 300 万 kWh 約 1,000 万 kWh 

せたがや版ＲＥ１００への賛同登

録数（累計） 
累計 224 累計 700 

 

 

交流自治体との自然エネルギーによる連携 

世田谷区では、これまで、群馬県川場村や長野県、青森県弘前市、新潟県十日町市、新潟

県津南町と連携し、電力供給の仕組みづくりを進めています。交流自治体で発電された電力

は、小売電気事業者を通じて、区内のご家庭や事業所、公共施設に売電されています。 

 

 

    

 

  

ＣＯ２削減量（千 t-CO2） 

国・都・

区の対策 

区の独自

の対策 

区民の取組み方針Ⅰ-２
（p.52）、 
事 業 者 の 取 組 み 方 針 Ⅱ - ２
（p.55）に含む 

 

コラム 

売電 電力 

供給 

小
売
電
気
事
業
者 
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施策の柱Ⅳ 脱炭素で持続可能なまちづくり 

 

施策Ⅳ－１ エネルギーを賢く使うまちづくり 

 家庭や業務その他部門からのＣＯ２排出量の一層の削減に向け、

エネルギーを賢く使うまちづくりの実現に向けた検討を進めます。 

 

 

 

 
 
 
 

取組み 取組みの内容 担当課 

①エネルギーを賢

く使うまちづく

り 

脱炭素先行地域の設定に向けた検討 
環境計画課 

環境・エネルギー施策推進課 

再開発など街づくりの取組みを契機とした地

域冷暖房、建物間融通等の導入促進 
都市計画課 

区の環境配慮制度を活用した再生可能エネル

ギー導入の誘導〔再掲〕 
環境・エネルギー施策推進課 

区の環境配慮制度を活用した大規模建築物の

評価制度の実施、評価結果の区民への積極的な

周知〔再掲〕 

環境・エネルギー施策推進課 

 

  

ＣＯ２削減量（千 t-CO2） 

国・都・

区の対策 

区の独自

の対策 
区民の取組み
方針Ⅰ-２
（p.52）、事
業者の取組み
方針Ⅱ-２
（p.55）に
含む 

― 
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脱炭素先行地域 

脱炭素先行地域は、国と地方が協働・共創して 2050 年までのカーボンニュートラルを実

現するために開催された「国・地方脱炭素実現会議」で決定した「地域脱炭素ロードマップ」

の取組みの一つです。 

「地域脱炭素ロードマップ」によると、脱炭素先行地域とは、2050 年カーボンニュート

ラルに向けて、民生部門（家庭部門及び業務その他部門）の電力消費に伴うＣＯ２排出の実

質ゼロを実現し、運輸部門や熱利用等も含めてそのほかの温室効果ガス排出削減について

も、国全体の 2030 年度目標と整合する削減を地域特性に応じて実現する地域です。 

地域で利用するエネルギーの大半が、輸入される化石資源に依存している中、地域の企業

や地方自治体が中心になって、地域の雇用や資本を活用しつつ、地域資源である豊富な再エ

ネポテンシャルを有効利用することで、地域の経済収支の改善につながることが期待され

ています。 

 

 

脱炭素先行地域のイメージ（住宅街・団地（戸建て中心）の地域） 

出典：「地域脱炭素【ロードマップ概要】」（国・地方脱炭素実現会議） 

  

コラム 
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エコディストリクト 

エコディストリクト（「EcoDistricts」。直訳すると「エコな地区」）は、「環境」というグ

ローバルな課題に、「地区スケールの都市再生」というローカルな取組みを通じて応えてい

こうとする取組みで、アメリカのポートランド市から始まりました。 

例えば、エネルギーの面的利用やカーシェアリングといった取組みは、住宅１軒ごとでは

取り組むことが難しく、自治体全体で取り組むには合意形成や仕組みづくりに時間がかか

ります。そこで、そうした取組みを、住民参加による地区スケールのまちづくりを通じて実

現していくことで、持続可能な都市づくりにつなげていこうとするものです。 

 

参考文献：「米国の EcoDistricts の取組みと日本のエリアマネジメント・地域熱供給」（一般社団法人 日本熱供

給事業協会「熱供給」vol.108） 

 

  

コラム 
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施策Ⅳ－２ 脱炭素に役立つ移動しやすい都市づくり 

 人々の移動に伴って発生するＣＯ２排出量を削減していくため、

公共交通や自転車、徒歩で移動しやすい都市づくりを進めます。ま

た、道路交通の円滑化や、走行時にＣＯ２をほぼ排出しないＺＥＶ

の普及促進、利用環境の整備等を進め、自動車の利用に伴うＣＯ２

排出量を削減していきます。 
 

取組み 取組みの内容 担当課 

①公共交通の利用

環境の整備 
コミュニティバスの導入促進 交通政策課 

②ウォーカブルな

まちづくり・自転

車利用の促進 

ウォーカブルな取組みの推進 都市計画課 

自転車シェアリングの普及促進☆ 交通安全自転車課 

自転車走行環境の整備☆ 交通安全自転車課 

③環境に負荷をか

けない自動車利

用の促進とＺＥ

Ｖのインフラ整

備 

開かずの踏み切り解消、道路と鉄道の連続立体

交差化の促進 
交通政策課 

交通渋滞の緩和、交通流の円滑化 道路計画課 

カーシェアリングの啓発 環境・エネルギー施策推進課 

ＺＥＶの普及、利用の促進☆ 環境・エネルギー施策推進課 

電気自動車充電設備設置の促進☆ 環境・エネルギー施策推進課 

④脱炭素に役立つ

交通に関する区

民への普及啓発 

公共交通、自転車利用に関する啓発活動☆ 

交通政策課 

交通安全自転車課 

環境・エネルギー施策推進課 

脱炭素に役立つ交通の啓発活動 

交通政策課 

交通安全自転車課 

環境・エネルギー施策推進課 

注：☆は p.49 の「ＣＯ２削減量」の「区の独自の対策」に該当する取組みの内容の代表的な項目 

  

ＣＯ２削減量（千 t-CO2） 

国・都・

区の対策 

区の独自

の対策 

112.0 50.8 
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施策Ⅳ－３ ＣＯ２の吸収策としてのみどりの保全・創出 

 脱炭素社会構築への視点からは、みどりの保全・創出は、ＣＯ２の吸収量の拡大につながりま

す。また、みどりにはその他にも、雨水の貯留・浸透、ヒートアイランド現象の緩和など、多面

的な機能を持っているため、地球温暖化適応策にも役立ちます。 

 
 

取組み 取組みの内容 担当課 

①街づくりを通じ

たみどりの保全・

創出と公園・緑地

の整備 

緑化助成制度を活用した緑地の保全・創出 みどり政策課 

各種制度を活用した樹木・樹林地の保全 みどり政策課 

みどりの計画書・緑化地域制度による新築・増

改築時のみどりの保全・創出 
みどり政策課 

地区計画、緑地協定による緑化の推進 

街づくり課 

都市計画課 

みどり政策課 

公園・緑地の整備、維持管理 
みどり政策課 

公園緑地課 

再生水辺空間の維持管理 

公園緑地課 

工事第一課 

工事第二課 

道路の緑化・維持管理 

土木計画調整課 

工事第一課 

工事第二課 

公園緑地課 

②農地の保全・活用 

区民農園の整備 都市農業課 

体験農園、ふれあい農園の整備 都市農業課 

農業者への支援（世田谷区認定・認証農業者補

助制度） 
都市農業課 

世田谷産農産物「せたがやそだち」の販路拡大、

周知 
都市農業課 

 

 

進捗管理指標 
 

指標 現状（2021 年度） 2030 年度の目標 

次世代自動車の普及率 19.1％ 66.3％ 

みどり率 25.18％ 29.00％ 

農地面積※1 79.06ha 

（2021 年 8 月 1 日時点） 
71ha※2 

※1 経営農地面積の 10a 以上の農家を対象に集計している。 

※2 減少を抑制する目標。  
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施策の柱Ⅴ 地球温暖化適応策の推進 

 地球温暖化による気候変動によって、すでに表れている集中豪雨や猛暑の頻発などの影響に

よる被害を防ぐための「適応策」に取り組むことで、区民が安心・安全に生活できる社会やまち

づくりに寄与します。 

 

施策Ⅴ－１ 豪雨対策・ヒートアイランド対策（グリーンインフラ）等 

 頻発する集中豪雨による水害を軽減するため、東京都と連携・調整してインフラ整備を推進し

ます。また、グリーンインフラを取り入れ、みどりを活かした豪雨等の防災・減災対策やヒート

アイランド対策を進めます。 
 

取組み 取組みの内容 担当課 

①豪雨対策、風水害

対策の推進 

東京都との連携による、河川・下水道の整備の推

進 
豪雨対策・下水道整備課 

流域対策（雨水流出抑制）の強化 豪雨対策・下水道整備課 

雨水貯留浸透施設・雨水タンクの設置の促進〔再

掲〕 
豪雨対策・下水道整備課 

グリーンインフラを取り入れた施設整備 

工事第一課 

工事第二課 

公園緑地課 

施設営繕第一課 

施設営繕第二課 

無電柱化の推進 

土木計画調整課 

工事第一課 

工事第二課 

洪水ハザードマップの周知 災害対策課 

避難所の運営体制強化 災害対策課 

②ヒートアイラン

ド対策の推進 

遮熱性舗装の整備 

土木計画調整課 

工事第一課 

工事第二課 

緑地や農地の保全、緑化の推進 
みどり政策課 

都市農業課 

国分寺崖線の保全 みどり政策課 

③グリーンインフ

ラの普及啓発 

グリーンインフラライブラリーによる情報発信 豪雨対策・下水道整備課 

グリーンインフラの評価基準の作成 豪雨対策・下水道整備課 
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施策Ⅴ－２ 区民の健康を守る取組みの推進 

 気候変動によって、真夏日・猛暑日の増加や、感染症を媒介する生物の分布域の変化が生じて

います。区民の健康を守る対策として、熱中症対策、感染症予防に関する普及啓発を進めます。 
 

取組み 取組みの内容 担当課 

①熱中症対策の 

推進 

熱中症の予防方法の周知、高齢者への啓発強化 健康企画課 

外出時に休憩、水分補給できる場所の確保・周知 健康企画課 

木陰の創出、ベンチ頭上・バス停・学校プールへ

の屋根の設置 

公園緑地課 

土木計画調整課 

交通政策課 

教育環境課 

②感染症予防に関

する普及啓発 

蚊等が媒介する感染症に関する情報提供、蚊の発

生防止対策に関する普及啓発 

生活保健課 

感染症対策課 

 

進捗管理指標 
 

指標 現状（2021 年度） 2030 年度の目標 

流域対策による雨水流出抑制量 56.6 万㎡（累積） 75.8 万㎡（累積）※1 

みどり率〔再掲〕 25.18％ 29.00％ 

農地面積※2〔再掲〕 
79.06ha 

（2021 年 8 月 1 日時点） 
71ha※3 

※1 世田谷区豪雨対策行動計画（改定）の 2037 年度の目標対策量から推計。 

※2 経営農地面積の 10a 以上の農家を対象に集計している。 

※3 減少を抑制する目標。  
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施策の柱Ⅵ 区役所の率先行動 

 

施策Ⅵ－１ 脱炭素に向けた基盤整備 

 区内最大級の事業者として、公共施設への再生可能エネルギー電

力の導入・利用による創出、公用車のＺＥＶ化、ＤＸ（デジタル・

トランスフォーメーション）による業務効率化に率先して取り組み

ます。 

 
 
 

取組み 取組みの内容 担当課 

①再生可能エネル

ギー電力の導入 

公共施設における再生可能エネルギー電力の

導入・利用 

環境・エネルギー施策推進課 

公共施設マネジメント課 

環境に配慮した電力調達契約の実施 環境・エネルギー施策推進課 

②公用車のＺＥＶ

化 

電気自動車等ＺＥＶの導入 
環境・エネルギー施策推進課 

経理課 

ＺＥＶの活用による普及啓発 環境・エネルギー施策推進課 

急速充電設備等、ＺＥＶの充電インフラの導入 
環境・エネルギー施策推進課 

各施設所管課 

③ＤＸの推進 
モバイル端末導入、各種手続きのオンライン化

等によるペーパーレス化の推進 
DX 推進担当課 

 

 

施策Ⅵ－２ 公共施設整備・維持管理における脱炭素の推進 

 公共施設の整備、維持管理において省エネルギー化と再生可能エ

ネルギーの活用を両輪として進めます。また、グリーンインフラを

取り入れた緑化や雨水貯留浸透などに取り組み、環境負荷の少ない

持続可能な施設運営をめざします。 

 
 
 

取組み 取組みの内容 担当課 

①公共施設の整備

（新築・改築）に

おける省エネル

ギー化・再生可能

エネルギー設備

の導入 

公共施設省エネ指針に基づく、省エネ設計の施

設づくり 

施設営繕第一課 

施設営繕第二課 

環境・エネルギー施策推進課 

再生可能エネルギーの設備等の導入 

公共施設マネジメント課 

施設営繕第一課 

施設営繕第二課 

環境・エネルギー施策推進課 

公共施設のＺＥＢの実現に向けた計画立案 

公共施設マネジメント課 

施設営繕第一課 

施設営繕第二課 

ＣＯ２削減量（千 t-CO2） 

国・都・

区の対策 

区の独自

の対策 
事業者の取組
み方針Ⅱ-２
（p.55） 
に含む 

― 

 

ＣＯ２削減量（千 t-CO2） 

国・都・

区の対策 

区の独自

の対策 
区の施策Ⅳ-
２（p.68）
に含む 

― 
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取組み 取組みの内容 担当課 

②公共施設の維持

管理における省

エネルギー化・再

生可能エネルギ

ー設備の導入 

照明の高効率化 

公共施設マネジメント課 

施設営繕第一課 

施設営繕第二課 

省エネ型高効率機械設備（空調機器・熱源・受

電設備等）への更新 

施設営繕第一課 

施設営繕第二課 

環境・エネルギー施策推進課 

ＥＳＣＯ事業※の推進 公共施設マネジメント課 

環境マネジメントシステム「ＥＣＯステップせ

たがや」に基づく取組みの推進 
環境・エネルギー施策推進課 

公共施設における積算電力計（例：スマートメ

ーター）を活用したエネルギーの見える化の推

進検討 

環境計画課 

環境・エネルギー施策推進課 

公共施設マネジメント課 

③公共施設の緑化・

ヒートアイラン

ド対策・水循環の

推進 

敷地や建物の緑化 

みどり政策課 

公園緑地課 

施設営繕第一課 

施設営繕第二課 

教育環境課 

道路の緑化・維持管理〔再掲〕 

土木計画調整課 

工事第一課 

工事第二課 

公園緑地課 

雨水利用設備による水資源の有効利用 

施設営繕第一課 

施設営繕第二課 

環境・エネルギー施策推進課 

雨水貯留浸透施設の設置と適切な管理 

工事第一課 

工事第二課 

施設営繕第一課 

施設営繕第二課 

教育環境課 

遮熱性舗装の整備 

土木計画調整課 

工事第一課 

工事第二課 

「公共建築物等における木材利用推進方針」に

基づく木材利用の推進 

環境・エネルギー施策推進課 

公共施設マネジメント課 

④環境と調和し環

境負荷の少ない

持続可能な本庁

舎等整備 

本庁舎等整備の推進 
庁舎管理担当課 

庁舎建設担当課 

※Energy Service Company ビルや工場の省エネルギー化に必要な、「技術」・「設備」・「人材」・「資金」などのす

べてを包括的に提供するサービス。 
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施策Ⅵ－３ 職員による環境配慮行動の推進 

 区役所の取組みの担い手である職員の環境意識を高め、脱炭素化

に向けた行動を推進していきます。 

 

 

 
 
 

取組み 取組みの内容 担当課 

①職員への意識啓

発 
環境に関する職員研修の効果的・効率的な実施 

環境計画課 

環境・エネルギー施策推進課 

研修担当課 

②職員の行動推進 

環境マネジメントシステム「ＥＣＯステップせ

たがや」の取組み推進 

環境・エネルギー施策推進課 

各課 

「世田谷プラスチック・スマートプロジェク

ト」を通じたプラスチックごみの発生抑制等に

関する行動推進 

環境保全課 

清掃・リサイクル部事業課 

公共施設における積算電力計（例：スマートメ

ーター）を活用したエネルギーの見える化の推

進検討〔再掲〕 

環境計画課 

環境・エネルギー施策推進課 

公共施設マネジメント課 

 

 

進捗管理指標 
 

指標 現状（2021 年度） 2030 年度の目標 

公共施設への再生可能エネルギー

電力の導入率 

17.60％ 

（2020 年度） 
50.00％ 

公用車におけるＺＥＶの導入割合 
6.8％※１ 

（2022 年 4 月 1 日時点） 
59.4％ 

区役所全体のエネルギーの削減（平

成 21 年度比） 

9.3％削減 

（2020 年度） 

18.6％以上削減※２ 

（2023 年度） 

※１ 特殊車両は除く。 

※２ 2024 年度を始期とする第６期世田谷区役所温暖化対策実行計画で、2024 年度以降の目標値を設

定する予定。 

 

  

ＣＯ２削減量（千 t-CO2） 

国・都・

区の対策 

区の独自

の対策 
事業者の取組
み方針Ⅱ-１
（p.53）に
含む 

― 

 

90



75 

４－４ 重点施策 

 

脱炭素社会の実現に向け、国や東京都では、2030 年度までに重視する取組みとして、業務・

産業部門と家庭部門からのＣＯ２排出量の大部分を排出する住宅や建築物の省エネルギー性能

を高めることを挙げています。再生可能エネルギーの主力電源化と移動の脱炭素化（ＥＶ等）の

同時達成をめざすことも、主要な課題の一つとなっています。 

また、緩和策と適応策を両輪として進め、気候変動の影響によるリスクを最小化していくこと

も求められています。 

さらに、これらの取組みを進めていくために、気候変動が社会・経済や日々の生活に関わる問

題であることをあらゆる主体が認識し、行動を変えていくことが必要とされています。 

このような背景を念頭に、次のポイントを踏まえ、重点的に取り組む施策を整理しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点施策 具体的な内容 

重点

１ 

住まい 

・建物 

環境に配慮した住

まいや建物の促進 

・環境に配慮した住宅の推進 

・家庭用燃料電池の普及促進 

・公共施設のＺＥＢの推進 

重点

２ 
車 

ＺＥＶの利用促進

とインフラ整備 

・ＺＥＶの普及、利用の促進 

・ＥＶ充電設備等設置の促進 

・公用車のＺＥＶ化 

重点

３ 
廃棄物 ごみ減量の推進 

・区民・事業者の２Ｒ（「リデュース」、「リユース」）行

動の促進 

・食品ロスの削減 

・プラスチック使用製品の分別回収の検討 

重点

４ 
みどり 

グリーンインフラ

の保全・活用促進 

・グリーンインフラに係る補助制度の拡大 

・みどりなどの自然の持つ様々な機能を有効に活用するグリ

ーンインフラの保全・推進 

重点

５ 

行動 

支援 

脱炭素に役立つ行

動変容への支援 

・省エネポイントアクションの拡充 

・せたがや版ＲＥ１００の普及促進 

・再生可能エネルギー電力の購入の普及促進 

・次世代の人材育成 

  

・世田谷区の地域特性に合うもの 

・温室効果ガス削減効果が大きいもの 

・区民への地球温暖化対策 PR 効果が大きいもの 

・区民・事業者が、自主的かつ区と協働・連携して取り組めるもの 

・地球温暖化対策以外の分野にも好影響を与えるもの 

・気候変動適応策となるもの 

重点施策選定のポイント 
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重点１ 住まい・建物  環境に配慮した住まいや建物の促進 

住宅や建築物の脱炭素化を進めるため、国は、建築物省エネ法を通じて、新築の住宅・建物

の省エネルギー基準への適合義務化、誘導基準の引上げ、省エネルギー基準の段階的引き上げ

を進めています。また、東京都では、「減らす・創る・貯める」（ＨＴＴ）の観点から、建物に

おけるエネルギー使用の効率化、使用するエネルギーの脱炭素化、蓄電池等によるエネルギー

の有効活用を推進しています。 

世田谷区では、次の取組みにより、既存の住宅・建物を中心に、住宅機能の維持向上と省エ

ネルギー性能の向上や再生可能エネルギー利用を促進します。 

●環境に配慮した住宅の推進 

区民が所有する住宅を対象とした補助制度を通じ、外壁や屋根、窓の断熱などの改修工

事及び太陽光発電設備や家庭用燃料電池、高効率給湯器などのＣＯ２排出削減のための省

エネルギー・創エネルギー機器の設置を支援します。 

●公共施設のＺＥＢの推進 

ＺＥＢ認証を目指す公共建築物の設計、認証手続きへの支援や、中長期的な保全改修に

合わせたＣＯ₂削減手法の提案等の支援を通じ、公共施設のＺＥＢを推進します。また、

「世田谷区公共施設等総合管理計画」の見直しに合わせ、公共施設のＺＥＢ化に向けた整

備内容、費用等を位置付けることについて、検討を進めます。 

 

 

重点２    車     ＺＥＶの利用促進とインフラ整備 

移動に伴い発生するＣＯ₂削減対策の一つとして、国では、エネルギー効率に優れる次世代

自動車（ＥＶ、ＦＣＶ、ＰＨＶ、ＨＶ等）の普及拡大を推進しています。東京都では、2050年

のあるべき姿として、都内を走る全自動車のＺＥＶ（ＥＶ、ＦＣＶ、ＰＨＶ）化を掲げていま

す。 

世田谷区では、区民、事業者によるＺＥＶの利用を促進するため、次の取組みを進めます。 

●ＺＥＶの普及、利用の促進 

より効果的なＺＥＶの普及利用促進策の検討を進めるともに、区有施設等におけるＥ

Ｖの公共用急速充電器の設置や移動式水素ステーション運用などのこれまでの取組みに

ついても継続して進めます。 

●公用車のＺＥＶ化 

「公用車の管理運営に係る基本方針」に基づき、公用車の老朽化に伴う更新にあたって

は、調達方法を購入からリースに切り替え、財政負担の平準化を図りながら、計画的にＥ

Ｖ等への転換を進めます。  
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重点３   廃棄物    ごみ減量の推進 

 国や東京都では、大量生産・大量消費・大量廃棄型の資源利用のあり方を見直し、気候変動

問題や天然資源の枯渇などの環境問題にも対応するため、プラスチックをはじめとする廃棄

物等の発生抑制、資源や製品等の再使用・再生利用などによる資源循環を更に促進しています。 

 世田谷区においても、２Ｒによるごみの減量を推進するとともに、取組みを行ってもなお排

出される不用な「もの」について可能な限り資源としての有効活用を進めます。 

●区民・事業者の２Ｒ（「リデュース」、「リユース」）行動の促進 

区民・事業者に不用な「もの」を出さない暮らしや事業活動への転換、マイバッグ利用

やプラスチック包装の少ない商品の導入・選択などを働きかけます。また、さらなる分別

と排出ルールの徹底を図ることで、リサイクル可能な資源を有効活用し、限りある天然資

源の循環に取り組みます。 

●食品ロスの削減 

「食品ロス削減推進計画」に基づき、フードドライブの実施やせたがやエコフレンドリ

ーショップの登録店舗拡大など、食品ロス削減に向けた取組みを進めます。 

●プラスチック使用製品の分別回収の検討 

「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の施行を踏まえ、家庭から排出

される使用済みプラスチック使用製品の分別収集・再商品化のあり方や、収集体制、中間

処理施設の確保等について調査・検討を進めます。 

 

重点４   みどり    グリーンインフラの保全・活用促進 

 国内において、みどりなどの自然が持つ雨水の貯留・浸透、流出抑制、水質浄化、地下水涵

養、温度上昇抑制効果、大気浄化、心身の健康への寄与などの様々な機能を持続可能で魅力あ

る地域づくりに活かす取組みが進んでいます。東京都においても、防災・減災等に寄与するグ

リーンインフラの一つとして、レインガーデンの整備や建築物等の敷地における雨水浸透の

取組みを推進するとしています。 

 世田谷区においても、グリーンインフラの活用に向け、次の取組みを進めます。 

●グリーンインフラに係る補助制度の拡大 

グリーンインフラの活用を促進するため、緑化に関わる各種助成制度について、対象範

囲の拡大、助成メニューの拡充などを検討し、より使いやすく実効性の高い制度としてい

きます。 

●みどりなどの自然の持つ様々な機能を有効に活用するグリーンインフラの保全・推進 

樹林地や緑地の保全を図るとともに、公園などの整備、改修の機会を捉え、グリーンイ

ンフラの考えに基づく施設整備に取り組みます。  

93



78 

重点５  行動支援    脱炭素に役立つ行動変容への支援 

 脱炭素社会の実現に向け、国や東京都では、地球温暖化対策に関する情報提供、協力への機

運の醸成、環境教育・環境学習を通じて、地球温暖化に対する一人ひとりの理解と行動変容を

促進しています。 

 このような流れを受け、世田谷区においても区民、事業者の行動促進、次世代の人材育成に

取り組みます。 

●省エネポイントアクションの拡充 

夏季や冬季の省エネなどエネルギー使用量が増加する季節に応じたコースや、再生可

能エネルギーの利用拡大につながる環境性の高い電力メニューへの切り替えを促進する

ためのコースを新設するなど、省エネポイントアクション事業の参加コース及び参加人

数の拡充をします。 

●せたがや版ＲＥ１００の普及促進 

公募により選定した「せたがや版ＲＥ１００」ロゴマークを、

省エネルギーをはじめとした様々な環境啓発物に使用して、「せた

がや版ＲＥ１００」の普及を促進します。 

 

 

●再生可能エネルギー電力の購入の普及促進 

再生可能エネルギー未利用の家庭や施設を対象に、小売電気事業者による再エネメニ

ューや他自治体との連携による電力の選択及び太陽光パネルの導入補助の促進、また、公

共施設においても再生可能エネルギー電力導入を拡大するなど、電力契約等において再

生可能エネルギーの導入を進めます。 

●次世代の人材育成 

オンラインイベントやリアルイベントの実施を通して、若者による情報発信や団体交

流を促進します。また、学校や個人が取り組むエコ活動の表彰や発表する場の提供により

活動を支援し、次世代の人材育成につなげます。 
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第５章 計画の推進、進捗管理 

 

５－１ 計画の推進体制 

 

区民・事業者と区が連携・協働・共創し、地域が一体となって地球温暖化対策を進めるため、

以下の体制により計画を推進します。 

 

（１）区民・事業者・区の連携・協働・共創 

区民は日常生活における取組みを、事業者は事業活動における取組みを進めます。 

区は、区民・事業者の取組みを促進するため、本計画に挙げた区の取組み（施策）を通じて区

民、事業者への情報提供等の支援を進めるとともに、区民・事業者と連携・協働・共創し、政策

提案を受けながら、地域の活性化や地域課題の解決に役立つ環境、社会、経済の統合的な取組み

を進めます。また、区内最大級の事業所として区役所による率先行動を実践します。 

 

（２）環境審議会 

有識者及び区民委員等で構成する環境審議会に、温室効果ガス排出量や取組みの状況を適宜

報告し、助言を得ながら取組みを進めます。 

 

（３）庁内の推進体制 

本計画に基づく地球温暖化対策を区役所全体で推進していくため、「気候危機対策会議」等に

おいて庁内の総合調整を図り、全庁的に対策を進めます。 

また、各所管部においては具体的施策ごとに実行のための計画の作成等を行い、計画的かつ着

実な実施に努めます。 

 

（４）他自治体等との連携 

再生可能エネルギーの普及拡大に向けた「自然エネルギー活用による自治体間ネットワーク

会議」の開催、「自然エネルギー（電力）の自治体間連携」等を通じて、自治体間連携の取組み

を進めます。 
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計画の推進体制 

 

 

  

区 民 

日常生活における 
取組み推進 

事業者 

事業活動における 
取組み推進 

区 

区民・事業者の取組み支援、 
仕組みやルールづくり、 
区役所による対策の実施 環境審議会 

・本計画の策定や見直
しに関する審議 

・施策の展開にあたっ
ての区長への助言 

・本計画の進捗状況に
関する総合的な視点
からの評価 

気候危機対策会議 

関係部署 

総合調整 

地域が一体となった 
地球温暖化対策の 

推進 

連携・協働・共創 

連携・協働・共創 連携・協働・共創 

政策提案 政策提案 

 
国・東京都・ 

その他自治体等 

・情報交換・意見交換 
・広域的な課題の状況

把握 
・課題解決に向けた緊

密な連携・協働 
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５－２ 計画の進捗管理 

 

目標の達成に向け、対策の主体である区民、事業者、区がそれぞれ実施状況を適切に把握しな

がら、計画の立案（Plan）、取組みの実行（Do）、点検（Check）、見直し（Action）を継続してい

きます。 

本計画全体の目標（総量削減目標、個別削減目標）については、「特別区の温室効果ガス排出

量」（オール東京 62市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」）により、温室

効果ガス排出量等の推移を把握し、結果について公表するとともに、気候危機対策会議及び環境

審議会に報告します。 

 

（１）区民・事業者の取組みの進捗管理 

本計画の目標達成には、区民・事業者の継続的な取組みが不可欠です。 

区民、事業者の取組みについては、区全体の温室効果ガス排出量やエネルギー使用量のほか、

アンケート調査や省エネポイントアクション等の取組みを通じて区が収集、蓄積したデータ

についても、「見える化」を通じて区民、事業者へ還元することで、行動促進につなげていき

ます。また、より効果的なデータを収集するための手法（モニタリング等）についても研究を

進めます。 

 

（２）区の取組み（施策）の進捗管理 

区の各取組み（施策）については、施策の実績を適切に把握するために設定した進捗管理指

標に基づき、実施状況を点検します。 

さらに、点検結果と評価に応じて対策を検討し、取組み内容の継続的な改善を図ります。ま

た、気候危機対策会議及び環境審議会に適宜報告します。 
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資料１ 計画策定の経緯 

 

（１）検討体制 

 本計画の策定にあたっては、世田谷区気候危機対策会議設置要綱に基づく世田谷区気候危

機対策会議、地球温暖化対策地域推進計画幹事会設置要綱に基づく幹事会を設置して検討を

行いました。また、計画に記載すべき事項のうち、特に重要な事項や、計画の素案、案につい

ては、区民・事業者を含めた専門的見地を持つ委員で構成される区の環境審議会において意見

を聴取したうえで、計画策定を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）世田谷区環境審議会及び庁内会議における検討の経緯 

時期 会議名称 検討内容 

2020 年 11 月 16 日 環境審議会 ・フリーディスカッション 

2021 年 ２月 18 日 環境共生推進会議※ ・計画の見直しについて 

 ７月 13 日 環境審議会 ・計画の見直しについて（諮問） 

 ９月１日 気候危機対策会議設置  

 11 月４日 気候危機対策会議 
・温室効果ガスの排出削減に関する検討

（案）について 
 11 月 18 日 環境審議会 

 11 月 24 日 気候危機対策会議 

2022 年 １月 13 日 気候危機対策会議 
・計画の骨子案について 

 １月 14 日 環境審議会 

 ３月 16 日 幹事会 

・計画素案（たたき台）について 

 ４月６日 気候危機対策会議 

 ４月 19 日 環境審議会 

 ４月 28 日 気候危機対策会議 

 ５月 12 日 気候危機対策会議 

 ５月 31 日 気候危機対策会議 

 ６月６日 幹事会 

・計画素案について  ６月 29 日 気候危機対策会議 

 ７月 21 日 環境審議会 

地球温暖化対策地域推進計画 幹事会（課長級） 

環境審議会 気候危機対策会議（部長級） 

区 長 

※世田谷区環境共生推進会議設置要綱に基づく庁内の会議体。令和３年８月 31 日に廃止。 
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時期 会議名称 検討内容 

2022 年 ８月３日 気候危機対策会議 
・計画素案について 

 ８月 31 日 気候危機対策会議 

 11 月２日 気候危機対策会議 

・計画案について  11 月８日 環境審議会 

 12 月６日 気候危機対策会議 

 

 

（３）区民意見の聴取等 

①若者環境フォーラム 

●概要 

日時 2021 年 10 月 30 日（土）午後３時～午後５時 

テーマ 気候危機に対して、私たち一人ひとりができること 

実施方法 オンライン（Zoom ウェビナー）による開催 

参加者数 35 名（その他、YouTube ライブにて 20 名が視聴） 

●プログラム 

１）概要説明等 

東京都市大学ＩＳＯ学生委員会、夢キャンコミュニケーター 

２）パネルディスカッション 

モデレーター：ＮＰＯ法人新宿環境活動ネット 代表理事 飯田 貴也 氏  

パネリスト：中学生・高校生・大学生 

・世田谷区立用賀中学校、千歳中学校（ＳＤＧｓベーシックプログラム実施校） 

・ＳＤＧｓ子ども勉強会プロジェクト 

・アオミドリ（希望丘青少年交流センター登録サークル） 

・Green Sophia（上智大学環境保護サークル） 

３）講評 

世田谷区長 保坂 展人 

●主な意見 

・服のリサイクルやフードロスの削減など、身近なことから取り組んでいきたい。 

・自分たちの行動がどう影響しているのか、現地を見ること、世界を知ることが大切。 

・１人の 100歩より、100人の１歩。さらに、２歩、３歩と伸ばしていきたい。 

・今回の団体同士の集まりにより、活動のモチベーションが上がった。 

・楽しみながら、環境活動の輪を広げていきたい。 

・区職員向けの環境に関する研修を充実させ、区の内側からも変わってほしい。 
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②地球温暖化対策地域推進計画見直しに関する区民ワークショップ 

●概要 

日時 2021 年 11 月 13 日（土）午前９時～午後０時 15 分 

実施方法 オンライン（Zoom）による開催 

参加者数 21 名 

●プログラム 

１）基調講演「環境をよくする地域の力」 

東京大学先端科学技術研究センター研究顧問（世田谷区環境審議会会長） 

小林 光 氏 

２）国・都・区の政策紹介 

世田谷区環境政策部環境計画課長 

３）ワークショップ（グループに分かれ討議、発表、講評 ） 

■テーマ「脱炭素社会の実現に向け、どのような仕組みや取組みがあるとよいで

しょうか。幅広く自由に意見を出してください。」 

■ワークショップでの主な意見 

○情報の見える化 

・各家庭、世帯単位でのＣＯ２排出量の見える化 

・家庭用のＣＯ２排出量計算ツールの開発 

・街のポテンシャル（特長や特色）の見える化 

○行動と効果の結びつき 

・省エネ効果と連動したポイント制度の活用 

・行動と削減量の早見表による情報提供 

○情報やヒントのマッチング 

・お金×課題×アイデアのマッチングシステムの構築 

○資金調達 

・再エネクラウドファンディングの活用 

・グリーンエネルギー債の発行 

・資金調達のためのイベントづくり 

○その他 

・区を縦断するエコな交通手段 

・古紙回収などの情報提供、認知度の向上への工夫 

・空き家を活用した緑化 
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③「世田谷区地球温暖化対策地域推進計画（素案）」に関する区民説明会 

●概要 

日時 2022 年９月７日（水）午後６時 30 分～午後８時 55 分 

実施方法 オンライン（Zoom）による開催 

参加者数 29 名 

●プログラム 

１）挨拶 

世田谷区長 保坂 展人 

２）地球温暖化対策地域推進計画（素案）の説明 

世田谷区環境政策部長 

３）質疑応答、意見交換、政策提案など 

●主な意見 

■区民への情報発信、働きかけ 

・区民が自ら学べる場や機会、学ぶためのツール（動画等）を充実してほしい。 

■区民の参画、協働 

・気候市民会議を世田谷でも開催してほしい。 

■施策・取組 

○家庭部門の対策について 

・既存の団地、マンションへの対策が極めて重要である。 

○まちづくりについて 

・歩いて楽しい街、歩く人にとってよい街づくりをめざしてほしい。 

○ＺＥＶの普及について 

・電気自動車の充電インフラ整備への支援を検討いただきたい。 

○みどり、グリーンインフラについて 

・気候変動適応の観点から、グリーンインフラの取組みは重要。従来のグリーンイ

ンフラとのハイブリッドが有効ではないか。 
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④「世田谷区地球温暖化対策地域推進計画（素案）」に対する区民意見募集 

●概要 

日時 2022 年９月 15 日（木）～10 月６日（木） 

意見提出人数 39 名（ホームページ 36 名、封書２名、持参１名） 

意見総数 123 件 

●意見の内訳 

項目 件数 

計画全般 ３件 

第１章 計画策定の基本的事項 １件 

第２章 世田谷区の温室効果ガスの排出状況 ５件 

第３章 計画の目標 40 件 

第４章 温室効果ガス排出抑制等に関する対策・施策 66 件 

第５章 計画の推進、進捗管理 ７件 

その他 １件 

合計 123 件 

 

●主な意見 

〇計画の目標関連 

・温室効果ガス排出量削減目標値の引き上げについて、26.3％から 57.1％というの

は素晴らしい。要望として、やはりもう一歩の 65％以上削減目標として、他自治

体をリードし、都や日本全体への良い刺激を与えていただきたい。 

〇エネルギー関連 

・地方の森林資源の有効活動、熱源利用による地域活性化に大きく貢献することか

ら、より積極的な地方自治体との連携によるバイオマス発電を推進する。 

・現状では、太陽光発電のパネルを設置している家がほぼ無い。世田谷区において

再エネ利用の方法は、太陽光発電を各家庭が屋根にパネルを設置して利用するこ

とだと思うが、具体的に実現する対策を示して頂きたい。 

〇住宅・建物関連 

・環境配慮型住宅リノベーションのプログラムの見直しを含む、既存住宅の省エネ

ルギー化の推進を徹底すること。 

〇ごみ減量・資源循環関連 

・即効性があるのは各家庭の生ごみの削減だと思う。現状では、ゴミを減らすイン

センティブはなく、もう少しコンポストを支援する、ゴミを減らすことへの意欲

を掻き立てる施策がないと広がらないと思う。空き地や公園にコンポスト BOXな

どを設置することも必要。 
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〇みどり関連 

・新築時は、いろいろなよい事例を実践するのに最適のタイミングである。所与の

条件下で最大のみどり率を確保するため、あらゆる手を尽くすべきだ 

〇その他 

・世田谷の課題解決に繋がる一体的な取り組みを重点として行うこと。温暖化だ

けでなく、「震災に強い街づくり」「住宅地の狭い道路での安全対策」も課題であ

る。世田谷の住宅の中心は共同集宅（特に古い団地）であり、モデル地区を指定

して、建物の省エネ・創エネ・畜エネ化と、歩行者・自転車優先道路をセットと

した一体型の街づくりを、老朽化団地の建替え時に進め、「脱炭素先進地域」の

モデルにしてはいかがか。 

・100人規模の気候市民会議を世田谷区にも設置すること。 

・計画素案第４章 温室効果ガス排出抑制等に関する対策・施策について、各項目

とも具体的で素晴らしい。あとはいかにやってもらうかの点が今後の目標を具

体化する段階で明確になるとよい。ぜひ住民を巻き込んで流れづくりをしてほ

しい。 

・施策体系に関して、地球温暖化対策は、「緩和」と「適応」に大別できること

から市民の認識を高めることが必要だと思う。計画素案に図示された取組みは

どれも大切だが、重要度が浮かび上がるような図示の仕方を工夫すべきだと思

う。個人的には、「環境教育・環境学習」こそ、最重要課題に位置付けられる

べきだと思う。「緩和」と「適応」の概念、その具体策は、全世代がその世代

なりの仕方で把握しなければならない。 

  ・区役所が使用する公用車のＥＶ化を徹底するため、2030 年に 100％ＥＶ化の年

次計画を策定し、達成度合いについて毎年公表する。 
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資料２ 世田谷区環境審議会 委員名簿 

 

 

役職等 氏  名 所  属 

会長 小林 光 東京大学大学院 総合文化研究科 客員教授 

副会長 阿部 伸太 東京農業大学 地域環境科学部 造園科学科 准教授 

学識経験者 朝吹 香菜子 国士舘大学 理工学部 理工学科 准教授 

 佐藤 真久 東京都市大学 環境学部 環境システム経営学科 教授 

 瀬沼 頼子 昭和女子大学 人間社会学部 現代教養学科 特任教授 

 谷口 裕一 一般財団法人 省エネルギーセンター 常務理事 

 村山 顕人 東京大学  大学院工学系研究科  准教授 

団体推薦 飯島 祥夫 世田谷区商店街振興組合連合会 常任理事 

 田中 敏文 公益社団法人 世田谷工業振興協会 理事 

 田中 真規子 いであ株式会社 執行役員 

 西﨑 守 世田谷区町会総連合会 副会長 

区民委員 木村 圭子 公募区民委員 

 谷合 路子 公募区民委員 

 渡部 美貴 公募区民委員 

※2022年 11月現在（役職等毎の五十音順、敬称略） 
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資料３ 温室効果ガス排出量の算定方法 

 

（１）オール東京 62 市区町村共同事業による温室効果ガス排出量の推計 

都内 62市区町村では、2007年度から、東京のみどりの保全や温暖化防止について連携・共

同して取り組むため、オール東京 62 市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェク

ト」を展開しています。 

この事業の一環として、各自治体の温暖化防止施策を展開する上で基礎情報となるＣＯ２を

含む温室効果ガス排出量について、区市町村共通の算定方法が作成され、推計結果が毎年公表

されています。 

 

（２）ＣＯ２排出量の算定対象部門及び算定方法の概要 

「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」によるＣＯ２排出量の算定対象部門、算定方法の

概要は以下のとおりです。 

 

表 算定対象部門 

部門 対象 備考 

エネルギー転換部門 

× 

電力については、発電所の所内ロス、送配電ロス等は需要家に転

嫁していること、都市ガスの精製ロスは極小さいことなどから本

部門は算定の対象としない。 

産業部門 農林水産業 ○  

鉱業 
× 

一部の市区町村にて鉱業活動が行われているが、その実態を公開情

報から得られないこと、値が極小さいことなどから対象外とする。 

建設業 ○  

製造業 ○  

民生部門 家庭 ○  

業務 ○  

運輸部門 自動車 ○ 実態に最も近い活動量である走行量を基本とする。 

鉄道 ○ データを得やすい乗降車数を基本とする。 

船舶 
× 

排出源が一部の市区町村に集中すること、市区町村が推進する施

策との関連性が極めて低いことなどから、算定の対象としない。 

航空 
× 

排出源が一部の市区町村に集中すること、市区町村が推進する施

策との関連性が極めて低いことなどから、算定の対象としない。 

その他部門 一般廃棄物 

○ 

これまでの環境省のガイドラインのように清掃工場での二酸化

炭素排出量ではなく、各市区町村における一般廃棄物の回収量を

基本とする。 

産業廃棄物 
× 

回収量、発生量ともにデータの把握が困難であるため、算出の対

象としない。 

工業プロセス 

× 

セメント製造工程等に副生される二酸化炭素が対象となるが、都

内では対象産業が極小であること、データの把握が困難なことか

ら算出の対象としない。 

吸収減 

（参考扱い） 
△ 

吸収源としては森林が対象となるため、森林が存在する一部の市

町村を算定対象とする（特別区はすべて対象外）。 
出典：オール東京 62 市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」「特別区の温室効果ガス排出量

（1990 年度～2019 年度）」  
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表 算定方法概要 

部門 
電力・都市ガス 

エネルギーの算定方法 

電力・都市ガス以外の 

エネルギーの算定方法 

産業 農業 

水産業 

農業は都のエネルギー消費原単位に活動量（農家数）を乗じる。 

水産業は島しょ地域のみの算定とし、エネルギー消費原単位に活動量（漁業生産量）

を乗じる。 

建設業 都の建設業エネルギー消費量を建築着工延床面積で案分する。 

製造業 ■電力：「電力・都市ガス以外」と

同様に算定する。 

■都市ガス：工業用供給量を計上

する。 

都内製造業の業種別製造品出荷額当たりエネ

ルギー消費量に当該市区町村の業種別製造品

出荷額を乗じることにより算出する。 

民生 家庭 ■電力：電灯使用量から家庭用を

算出する。 

■都市ガス：家庭用都市ガス給量

を計上する。 

ＬＰＧ、灯油について、世帯当たり支出（単身

世帯、二人以上世帯を考慮）に、単価、世帯数

を乗じ算出する。なお、ＬＰＧは都市ガスの非

普及エリアを考慮する。 

業務 

■電力：市区町村内総供給量のう

ち他の部門以外を計上する。 

■都市ガス：業務用を計上する。 

都の建物用途別の延床面積当たりエネルギー

消費量に当該市区町村内の延床面積を乗じる

ことにより算出する。延床面積は、固定資産

の統計、都の公有財産等都の統計書や、国有

財産等資料から算出する。 

運輸 自動車 

― 

特別区、多摩地域では、都から提供される二酸

化炭素排出量を基本とする。島しょ地域におい

ては、エネルギー消費原単位に活動量（自動車

保有台数）を乗じる。 

鉄道 鉄道会社別電力消費量より、乗降

車人員別エネルギー消費原単位を

計算し、市区町村内乗降車人員数

を乗じることにより算出する。 

2019 年度現在、貨物の一部を除き、都内にディ

ーゼル機関は殆どないため、無視する。 

一般廃棄物 ― 廃棄物発生量を根拠に算定する。 

出典：オール東京 62 市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」「特別区の温室効果ガス排出量

（1990 年度～2019 年度）」 
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資料４ 温室効果ガス削減目標の算定 

 

（１）算定プロセス 

次の手順により温室効果ガス削減目標（中期目標）を算定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）各プロセスの算定の考え方 

①温室効果ガス排出量将来推計（2030 年度現状すう勢ケース） 

（ア）2030 年度現状すう勢ケース 

現状すう勢ケースは、現状以上の対策を行わないと仮定し、人口、業務用建築物床面積、

製造品出荷額など「活動量」と呼ばれる指標が、これまでの傾向の延長で変動した場合に

見込まれる将来の排出量です。 

ＣＯ２については、部門ごとに設定した活動量の指標について、これまでの推移や区が

実施した将来人口推計を基に、2019年度から 2030年度の間の変化率を求め、排出量を推

計しました。 

それ以外の温室効果ガスについては、排出量の推移を基にトレンド予測を行いました

（推計方法の詳細は、p.33をご参照ください）。 

  

温室効果ガス排出量将来推計 
・2030 年度現状すう勢ケース 
・電力排出係数の反映 

想定され得る国等の対策効果 

区が独自で追加し実施する対策の効果 

温室効果ガス削減目標（中期目標） 

反映 

反映 
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表 現状すう勢ケースの推計結果 

 

 

 

（イ）電力排出係数の反映 

2030 年度における電力の排出係数が、国のエネルギー基本計画及び地球温暖化対策計

画が見込む水準となった場合の世田谷区の排出量を推計しました。 

具体的には、2019年度から 2030年度の電力の排出係数の減少率を算出した上で、2030

年度の電力由来のＣＯ２排出量推計値に減少率を乗じて、電力の排出係数の変動による減

少量を算出しました。2030 年度における電力由来のＣＯ２排出量の割合は 2019 年度の実

績値と同等と仮定しました。 

 

表 電力排出係数の反映 

➊ 
2030年度 

現状すう勢ケース 

➋ 
うち電力由来の 
ＣＯ２排出量 

➌ 
電力排出係数
の減少率 

➍ 
電力排出係数の減
少に伴う排出量の
減少量（➋×➌） 

➎ 
電力排出係数の
減少を反映した
排出量（➊－➍） 

3,068千 t-CO2 1,588千 t-CO2 43.8％ 696千 t-CO2 2,372千 t-CO2 

 

＜電力排出係数の減少率 算定根拠＞ 

 排出係数 出典等 

2019 年度の排出係数 

（算定・報告・公表制度に

基づく全国平均値ベース） 

0.445 

kg-CO2/kWh 

出典：温対法に基づく事業者別排出係数の算出

及び公表について －電気事業者別排出

係数－（資源エネルギー庁） 

2030 年度の全電源平均の

電力排出係数 

0.25 

kg-CO2/kWh 

出典：地球温暖化対策計画別表 

（原典：2030 年度における電力需給の見通し） 

【電源構成】 

再エネ   36～38％、水素・アンモニア１％ 

原子力   20～22％、LNG      20％ 

石炭      19％、石油等     ２％ 

電力排出係数の減少率 －43.8％  

 

  

排出量
【推計】

（千t-CO2）
構成比

排出量
増減比

産業部門 90 61 69 2.3% -23%

家庭部門 1,463 1,245 1,257 41.0% -14%

業務その他部門 858 674 812 26.5% -5%

運輸部門 567 427 353 11.5% -38%

廃棄物部門 103 121 102 3.3% -1%

計 3,081 2,528 2,593 84.5% -16%

156 262 475 15.5% 204%

3,238 2,789 3,068 － -5%

2013年度
【実績】

（千t-CO2）

2030年度
2019年度
【実績】

（千t-CO2）

CO2

部門

その他（CH4等）

合計
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②想定され得る国等の対策効果 

 ＣＯ２とそれ以外の対策に分け、国等の削減効果を算出しました。 

 ＣＯ２については、国の地球温暖化対策計画に示された対策から、世田谷区に効果が及ぶ

と考えらえる主な対策を抽出し、各対策の削減量に、各部門の活動量を示す指標の全国デー

タと世田谷区データの比率を乗じて、世田谷区に見込まれる削減効果を算出しました。 

ＣＯ２以外の温室効果ガスは、現状すう勢ケースから半減すると仮定しました。 

 

表 想定され得る国等の対策効果 

部門 対策 
対策の効果 

（千 t-CO2） 

ＣＯ２ 

産業部門 

省エネ技術・設備

の導入 

高効率空調、産業ヒートポンプ、産業用照明、

産業用モータ・インバータ、高性能ボイラー、 

コジェネレーションの導入 

3.2 

その他対策・施策 

業種間連携省エネルギーの取組推進 

燃料転換の推進 

ＦＥＭＳを利用した徹底的なエネルギー管理

の実施 

0.6 

小 計 3.8 

家庭部門 

住宅の省エネルギー化（新築、改修） 69.5 

省エネ機器の導入 

高効率給湯器、高効率照明の導入 

トップランナー制度等による機器の省エネ性

能向上 

ＨＥＭＳ・スマートメーターを利用した徹底

的なエネルギー管理の実施 

213.8 

省エネ行動の推進 
クールビズ、ウォームビズの実施徹底の促進 

家庭エコ診断 

家庭における食品ロスの削減 

7.1 

小 計 290.3 

業務その他
部門 

建築物の省エネ化（新築、改修） 38.4 

省エネ機器の導入 

業務用給湯器、高効率照明の導入 

冷媒管理技術の導入 

トップランナー制度等による機器の省エネル

ギー性能向上 

ＢＥＭＳの活用、省エネ診断等による徹底的

なエネルギー管理の実施 

66.9 

省エネ行動の推進（クールビス・ウォームビズの実施徹底の促進） 0.4 

小 計 105.7 

運輸部門 

次世代自動車の普及、燃費改善 81.1 

その他対策 
公共交通機関、自転車の利用促進 

エコドライブ（乗用車、自家用貨物車） 

カーシェアリング 
30.9 

小 計 112.0 

合 計 511.9 

その他ガス 237.3 

総 計 749.2 
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③区が独自で追加し実施する対策の効果 

区が独自に追加し実施する対策の効果算出にあたっては、国の地球温暖化対策計画にお

ける対策・施策をもとに、世田谷区の特性を考慮のうえ、推計を行いました。区の施策によ

り促進する下表の対策について、国の対策等による効果と、区が独自に追加し実施する対策

の効果を対策ごとに按分し、区実施分を算出しています  

 

表 区が独自で追加し実施する対策の効果 

部門 対策 
対策の効果 

（千 t-CO2） 

家庭部門 

住宅への家庭用燃料電池導入 82.3 

既存住宅の省エネルギー化 5.5 

屋上緑化による省エネ 2.4 

再エネ由来の電力購入の促進 49.9 

産業部門／業務その他部門 事業所における再エネ利用促進 41.0 

運輸部門 
自動車ＥＶ化 50.7 

自転車利用の促進 0.1 

廃棄物部門 食品ロス削減の推進 1.8 

合 計 233.7 
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資料５ 区における温室効果ガス排出量削減に向けた追加的な施策集※ 

 

温室効果ガス削減目標（中期目標）の検討にあたって、区が独自に追加し実施する対策の内

容については、「区における温室効果ガス排出量削減に向けた追加的な施策集（たたき台）」を

用いて、これを随時更新しながら議論を重ね、以下一覧のとおり施策を整理しました。 

なお、各施策は、区が現時点で取り組んでいる、または取り組む予定がある施策や促進策を【区

の施策・促進策】とし、今後検討を進めていく施策や促進策を【区が今後検討する施策・促進策】

として表記しています。 

 

◆施策一覧 

施策 ページ 

Ⅰ 部門ごとの施策 

家庭部門 Ⅰ－１ 住宅への家庭用燃料電池導入 98 

Ⅰ－２ 戸建住宅開口部の断熱リフォーム 98 

Ⅰ－３ 既存住宅の省エネルギー化 98 
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Ⅰ 部門ごとの施策 

＜家庭部門＞ 

Ⅰ－１ 住宅への家庭用燃料電池導入 

住宅に家庭用燃料電池を導入する。 

【区の促進策】 

・補助金等による促進 

 

 

Ⅰ－２ 戸建住宅開口部の断熱リフォーム 

既存の戸建住宅において、窓、ドアを高性能断熱窓、高性能断熱ドアにリフォームすること

で、冷暖房のエネルギー消費を抑制する。 

【区の促進策】 

・補助金等による促進、普及啓発 

 

 

Ⅰ－３ 既存住宅の省エネルギー化 

窓、床、天井、壁の断熱改修、太陽光発電設備、太陽熱利用システム、高効率な空調、給湯

機器の設置などにより省エネ基準に適合する住宅ストックの割合を向上させる。 

【区の促進策】 

・補助金等による促進、普及啓発 

・国、都等の補助金・税控除等の周知 

・卒ＦＩＴ電力の有効活用につながる蓄電池導入・ＥＶリフォーム（Ｖ２Ｈ機器の導入）

支援（※参考例参照） 

【区が今後検討する促進策】 

・金融機関と連携した融資あっせん 

・省エネ診断の実施を組み合わせることによる補助率アップ 

 

（参考）卒ＦＩＴ電力の有効活用につながる蓄電池導入・ＥＶリフォーム（Ｖ２Ｈ機器の導入） 

・卒ＦＩＴ後の余剰電力をできる限り多く自家消費できるよう、卒ＦＩＴ設備を有する区民

を対象に、蓄電池の導入、ＥＶリフォーム（Ｖ２Ｈ機器の導入）を支援する。 

・ＥＶリフォーム（Ｖ２Ｈ機器の導入）は、ＥＶやＰＨＶと自宅をＶ２Ｈ機器でつなぎ、Ｅ

Ｖ、ＰＨＶ搭載の大容量バッテリーに蓄えられた電気を、家に戻して有効活用するという

ものである。 
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出典：一般社団法人 次世代自動車振興センター（http://www.cev-pc.or.jp/what_ev/price/） 

 

 

 

Ⅰ－４ 住宅へのＨＥＭＳ導入 

住宅にＨＥＭＳを設置し、エネルギー利用の最適化を進める。 

【区の促進策】 

・普及啓発 

 

 

Ⅰ－５ 屋上緑化による省エネ 

緑化推進の一環として屋上緑化を促進し、冷房負荷の削減による消費エネルギー削減を図

る。 

【区の促進策】 

・普及啓発 

【区が今後検討する促進策】 

・屋上緑化に対する助成の拡充 

 

 

Ⅰ－６ 再エネ由来の電力購入の促進 

各世帯において再生可能エネルギーで発電した電力の購入を促進する。 

【区の促進策】 

・普及啓発（制度や補助金、各社再エネメニュー、モデルケース等の周知） 

・自治体間連携による自然エネルギー（再エネ由来）の普及啓発 

・再エネ電力メニューへの切替え支援（共同購入支援、再エネポイント設定） 
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出典：「再エネスタート」（環境省） 

（https://ondankataisaku.env.go.jp/re-start/howto/01/） 

 

 

＜産業部門／業務その他部門＞ 

Ⅰ－７ 事業所における再エネ利用推進 

産業部門、業務その他部門の事業所での再エネ電力の購入を促進する。 

【区の促進策】 

・普及啓発 

・せたがや版ＲＥ１００の普及 

【区が今後検討する促進策】 

・区の調達、業務発注における優遇措置の設定 

・金融機関と連携した融資への優遇措置の設定 

・再エネリバースオークションの支援（※参考例参照） 

 

（参考）ＭＩＮＡＴＯ再エネオークション（港区） 

・区内事業者や区民の再生可能エネルギー由来の電力への切替えを支援する取組の一つと

して、2021 年 11 月から電力リバースオークションの運営会社（株式会社エナーバンク）

と連携協定を締結し、「ＭＩＮＡＴＯ再エネオークション」を運営。 

・港区内に事業所を有する法人・個人事業主が対象で、ＭＩＮＡＴＯ再エネオークション事

務局（株式会社エナーバンク）を通じて再エネオークションを申し込んだ後、各電力会社

が提示した金額や電力プランなどを比較し、契約を検討できる。 
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出典：港区ホームページ（https://www.city.minato.tokyo.jp/chikyuondanka/minatosaieneauction.html） 

 

 

 
出典：「再エネスタート」（環境省） 

（https://ondankataisaku.env.go.jp/re-start/howto/01/） 

 

 

出典：「みんなでいっしょに自然の電気」キャンペーン（東京都）チラシより抜粋 
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＜運輸部門＞ 

Ⅰ－８ 自動車ＥＶ化 

区内を走行する自動車が、電気自動車または燃料電池自動車に転換され、電気自動車に供給

する電力、水素はすべて再生可能エネルギーに由来するものに賄われている。 

【区が今後検討する促進策】 

・公用車の原則ＺＥＶ化 

・ＺＥＶ公用車のカーシェアリング 

・太陽光発電・ＥＶセットで導入する家庭への補助、金融機関と連携した太陽光発電・Ｅ

Ｖセットで導入する事業所への融資 

 

 

Ⅰ－９ エコドライブの推進 

自家用車、事業用の車両、公用車の運転時にエコドライブを推進する。 

【区の促進策】 

・区による普及啓発 

 

 

Ⅰ－10 自転車利用の促進 

通勤や買い物等での自動車利用について、自転車利用への転換を促進する。 

【区の促進策】 

・区による普及啓発 

・自転車通行空間の整備 

・自転車シェアリングの普及促進 

 

 

＜廃棄物部門＞ 

Ⅰ－11 食品ロス削減の推進 

区民・事業者が日常生活や事業活動の中で、食費ロスの削減に向けた行動に努めることにより、

家庭や事業所から排出される食品ロスの収集・運搬・処理（廃棄）に係るエネルギーの消費と温

室効果ガスの排出量の削減につなげる。 

【区の促進策】 

・食品ロス削減に関する普及啓発 

・せたがやエコフレンドリーショップの普及促進 
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＜吸収・その他＞ 

Ⅰ－12 都市緑化による吸収【区の施策】 

緑地保全、緑化、公園整備により、都市緑化による吸収量の拡大を図る。 

 

Ⅰ－13 公共施設、民間施設における木材利用促進 

世田谷区公共建築物における木材利用推進方針の発展形として、民間建築物についても国

産木材利用を普及啓発し、利用を促進するとともに、一定規模以上の民間建築物に対し木材

利用の届出または義務付けを制度化する。 

【区が今後検討する促進策】 

 ・環境配慮制度による評価 

 

 

Ⅱ エネルギー全般 

Ⅱ－１ 太陽光発電システム導入ポテンシャルの活用（ＲＥＰＯＳ公開データの導入ポテン

シャル最大活用ケース） 

商業系建築物および住宅系建築物において、太陽光発電システムを最大限導入する。 

【区が今後検討する促進策】 

・公共・公益系施設新築・改築時の屋根への PV設置の標準化 

・最新ＰＶフィルムの設置促進補助制度 

・商業施設、住宅等におけるＰＰＡ事業（太陽光発電の第三者所有モデル）の促進・マッ

チング支援（※参考例参照） 

 

（参考）ＰＰＡモデルのマッチング支援「京都０円ソーラープラットフォーム事業」   

（京都府・京都市） 

・京都府・京都市は、住宅等への太陽光発電の導入拡大の一環として、ＰＰＡ事業のマッチ

ングを行う「京都０円ソーラープラットフォーム事業」を実施。 

・初期費用ゼロで太陽光発電設備を導入するビジネスモデルである「０円ソーラープラン」

を提供する事業者をプラットフォームに登録、府民・市民はプラットフォームを通じて希

望するプランの見積を依頼、その後、各社と直接交渉、契約を行う流れとなる。 

・住宅用「０円ソーラープラン」は、初期費用ゼロで太陽光発電設備を設置することのでき

るビジネスモデル。利用者は、ソーラー事業者から太陽光発電設備を長期間リースし、毎

月決まった料金を支払い、発電した電気を消費または電力会社に売り、契約期間終了後は、

設置した設備の無償譲渡を受けることができる。 

・京都府は、府内事業者による施工など一定の要件を満たした０円ソーラープランにより、

太陽光発電設備を導入した府民に対して最大 10万円相当額を０円ソーラー事業者から還

元する支援を実施。 
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出典：京都市ホームページ（https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000276444.html） 

 

 
出典：「再エネスタート」（環境省） 

（https://ondankataisaku.env.go.jp/re-start/howto/01/） 

 

 

 

Ⅱ－２ 建築物省エネ法（建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律）の基準上乗せ 

建築物省エネ法改正（2019 年５月）により導入された、気候・風土の特殊性を踏まえて地

方公共団体が独自に省エネルギー基準を強化できる仕組みを用い、区の条例により省エネ

ルギー基準を上乗せし、建築物の新築等に際した省エネルギー性能の向上、再生可能エネル

ギー導入を促進する。 

【区が今後検討する促進策】 

・基準上乗せのための条例制定及び運用 
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Ⅱ－３ エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスの誘致【区が今後検討する施策】 

ＶＰＰ（バーチャルパワープラント）やＤＲ（デマンドリスポンス）を用いて、一般送配電

事業者、小売電気事業者、需要家、再生可能エネルギー発電事業者といった取引先に対し、

調整力、インバランス回避、電力料金削減、出力抑制回避等の各種サービスを提供する事業

（エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネス）を誘致し、区内のエネルギーリソ

ース（太陽光発電、コージェネレーションシステム、家庭用燃料電池、蓄電池、電気自動車）

と、家庭・事業所・公共施設等をつなぎ、エネルギーの効率的な利用を促進する。 

 

（参考）ＶＰＰ（バーチャルパワープラント）のイメージ 

 
出典：資源エネルギー庁ホームページ 

（https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/advanced_systems/vpp_dr/about.html） 
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Ⅱ－４ 地域マイクログリッド（小規模電力網）の形成【区が今後検討する施策】 

区の庁舎及びその近隣にある避難所となっている区有施設（学校等）等に太陽光発電システ

ム及び非常用発電設備、蓄電池を設置するとともに、施設周辺の電力網を災害に伴う停電時

に系統電力から切り離し、公共施設に整備した発電・蓄電システムから電力を供給する。 

 

（参考）千葉県いすみ市・関電工・東京電力パワーグリッドの連携による地域マイクログリ

ッド構築事象のスキーム 

・防災拠点であるいすみ市庁舎および指定避難場所である大原中学校を中心とした約 30棟

の範囲を対象に、東京電力パワーグリッド株式会社木更津支社の系統を開閉器で区分し

た地域マイクログリッドを構築。 

・電源などエネルギー関連設備として、いすみ市庁舎に太陽光発電設備、大原中学校に太陽

光発電設備とＬＰガスエンジン発電設備、蓄電池、需給調整システム（ＥＭＳ）を設置。 

・災害時には、地域マイクログリッドを系統電力網から切り離し、太陽光発電設備等から電

力を供給。2023年２月からの運用開始をめざしている。 

 

 

出典：「地域マイクログリッド構築のてびき」（経済産業省） 
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Ⅱ－５ 100％再エネ利用型開発事業の誘導【区が今後検討する施策】 

住宅メーカー、ディベロッパーに下記のような 100％再エネ利用型のマンション建設・宅地

開発を誘導する。 

・分譲マンションの建設時に再エネ 100％の電力を供給 

・施設に設置した太陽光発電の活用・デマンドコントロール導入 

・分譲住宅開発時に、各戸に太陽光発電設備・蓄電池を設置すると同時に、住宅間での電力

融通を可能とするシステムを導入 

 

（参考）大和ハウス工業による船橋グランオアシスの取組 

・「船橋グランオアシス」では、入居者が利用する電気、共用部や街灯の電気等について、

大和ハウス工業グループの会社が管理・運営する再生可能エネルギー発電所で発電した

電気を購入（非化石証書（トラッキング付）を購入）し、供給。 

・戸建住宅については、一括受電の仕組みを利用して再生可能エネルギー電力を供給すると

ともに、各戸に設置した太陽光発電システムの電力と家庭用リチウムイオン蓄電池の放

電電力を効率よく消費することで、再生可能エネルギーの活用を促進。 

 

＜戸建住宅間の電力融通のスキーム＞ 

 
出典：大和ハウス工業株式会社ホームページ 

（https://www.daiwahouse.co.jp/sustainable/eco/products/2020_9.html）  
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（参考例）スマートホーム・コミュニティ街区整備（さいたま市） 

・さいたま市では、環境負荷の低減やエネルギーセキュリティが確保され、住みやすく、住

民同士のコミュニティ醸成にも寄与する「スマートホーム・コミュニティ」の普及に向け

て、先導的モデル街区の整備に取り組んでいる。 

・浦和美園駅近傍の開発地では、埼玉県住まいづくり協議会所属の住宅事業者３社が協定を

締結し、スマートホーム・コミュニティ街区の整備を推進し、2017 年に第１期、平成 31

年に第２期の街区のまちびらきを実施。 

・第３期は、太陽光発電事業を得意とする株式会社Ｌｏｏｏｐとともに、環境省補助事業（計

画策定）の採択を受け、電力を実質再エネ 100%で供給する街区を整備。配電設備や蓄電

池、ＥＶ（電気自動車）を集約化したチャージエリアの整備、街区内で発電した電力（太

陽光）を集中管理し、自家消費率向上のために最適制御、ＥＶのカーシェアリングによる

脱炭素交通モデルの構築を行う設備機器を導入。災害等による系統停電時でも街区内の

太陽光・蓄電池・ＥＶにより継続して電力を供給できる、レジリエンスの高い街区が整備

されている。 

 

 
出典：さいたま市ホームページ掲載資料（原典：株式会社Ｌｏｏｏｐ提供資料） 
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Ⅱ－６ 卒 FIT 電力等の地産地消と地域還元【区が今後検討する施策】 

卒ＦＩＴ電力を寄付し、返礼品を入手できる、ふるさと納税型の仕組みも一部で運用されて

いる。（参考例：「えねちょ」） 

 

（参考例）卒ＦＩＴ電力の寄付を通じた地域貢献「えねちょ」 

・「えねちょ」は、卒ＦＩＴ電力を自治体が出資する地域新電力会社に寄付し、地域内で使

ってもらう仕組み。 

・地域新電力がある地域のオーナーは、「えねちょ」に参画している地域新電力を選び、卒

ＦＩＴ電力を無償で寄付する。地域によっては電力量に応じて、肉や海産物などの特産品

や地域内で使える感謝券が返礼品として贈られる。地域新電力がない地域については、

「えねちょ」運営事業者が提携する電力会社でいったん引き受けて地域に供給、寄付した

電力量に応じて厳選された地域の特産品と交換できるポイントが得られる。 

 

出典：株式会社トラストバンクホームページ（https://www.trustbank.co.jp/tbbase/local/tbbase019/） 

 

 

出典：「「とちょう電力プラン」の概要」（東京都）

https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2021/08/06/12.html  
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資料６ 語句説明 

 

【あ】 

一般廃棄物 

産業廃棄物以外の廃棄物。一般廃棄物は「ご

み」と「し尿」に分類され、「ごみ」は商店、オ

フィス、レストラン等の事業活動による「事業

系ごみ」と一般家庭の日常生活による「家庭ご

み」に分類される。 

ウォームシェア 

冬季に一人ひとりが個別に暖房を使うので

はなく、家族や友人・知人で１つの部屋に集ま

ることや、暖房を止めて暖かい場所に出かける

ことでエネルギーの節約につなげる取組み。 

エコ・チューニング 

業務用の建築物などから排出される温室効

果ガス削減のため、建築物の快適性や生産性を

確保しつつ、設備機器・システムの適切な運用

改善等を行うこと。 

エコドライブ 

温室効果ガスの１つであるＣＯ２や大気汚染

の原因となる窒素酸化物（ＮＯｘ）、粒子状物

質(ＰＭ)等を減らすため、環境に配慮して自動

車を運転すること。具体的には、急発進、急加

速をせず一定の速度での走行を心掛ける、空ぶ

かしをしない、アイドリングストップを行う等

があげられる。 

エシカル消費 

消費者それぞれが各自にとっての社会的課

題の解決を考慮したり、そうした課題に取り組

む事業者を応援しながら消費活動を行うこと。

エコ商品、リサイクル製品、資源保護等に関す

る認証がある商品など環境へのほか、障害者支

援につながる商品やフェアトレード商品、寄付

付きの商品の購入、地産地消などもエシカル消

費の一部である。 

エネルギー消費量 

原油、石炭、天然ガス等の各種エネルギーが

電気や石油製品等に形を変えて最終的に消費

者に使用されるエネルギーの量。 

エネルギー基本計画 

エネルギー政策の基本的な方向性を示すた

め、エネルギー政策基本法に基づき政府が策定

する計画。第六次計画は、「2050 年カーボンニ

ュートラル」や新たな温室効果ガス排出削減目

標の実現に向けたエネルギー政策の道筋を示

すこと、気候変動対策を進めながら、日本のエ

ネルギー需給構造が抱える課題の克服に向け、

安全性の確保を大前提に安定供給の確保やエ

ネルギーコストの低減に向けた取組みを示す

ことの２つを重要なテーマとして策定された。 

温室効果ガス 

大気を構成する気体であって、赤外線を吸収

し再放出する気体。地球温暖化対策の推進に関

する法律では、二酸化炭素、メタン、一酸化二

窒素、ハイドロフルオロカーボン類、パーフル

オロカーボン類、六ふっ化硫黄、三ふっ化窒素

の７物質を温室効果ガスとしている。 

 

【か】 

カーシェアリング 

複数の人が自動車を共同で保有して、交互に

利用すること。個人で所有するマイカーに対し、

自動車の新しい所有・使用形態を提唱。走行距

離や利用時間に応じて課金されるため、適正な

自動車利用を促し、公共交通など自動車以外の

移動手段の活用を促すとされる。自動車への過

度の依存が生んだ環境負荷の軽減や、交通渋滞

の緩和、駐車場問題の解決、公共交通の活性化

などが期待される。 

化石燃料 

石炭、石油、天然ガスなどのこと。動植物な

どの死骸が地中に堆積し、長い年月をかけて地

圧・地熱などにより変成されてできたものであ

り、人間の経済活動で燃料として用いられるも

のの総称。 
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カーボンオフセット 

自らの日常生活や企業活動等による温室効

果ガス排出量のうち削減が困難な量の全部又

は一部を、ほかの場所で実現した温室効果ガス

の排出削減や森林の吸収等をもって相殺する

(埋め合わせる)活動。 

カーボンニュートラル 

二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの

排出量から、植林、森林管理などによる吸収量

を差し引いて、合計を実質的にゼロにすること。 

カーボンフットプリント 

商品やサービスの原材料調達から廃棄・リサ

イクルに至るまでのライフサイクル全体を通

して排出される温室効果ガスの排出量をＣＯ２

換算して、商品やサービスに分かりやすく表示

する仕組みのこと。事業者と消費者の間でＣＯ

２排出量削減行動に関する「気づき」を共有す

るとともに、「見える化」された情報を用いて、

事業者がサプライチェーンを構成する企業間

で協力してさらなるＣＯ２排出量削減を推進す

ること、消費者がより低炭素な消費生活へ自ら

変革していくことをめざしている。 

環境負荷 

人の活動により環境に加えられる影響で、環

境を保全するうえで支障をきたす恐れのある

もの。工場からの排水、排ガス、家庭からの排

水、ごみの排出、自動車の排気ガス、家庭や事

業所でのエネルギー消費など、事業活動や日常

生活が与える環境への影響。 

環境マネジメントシステム 

事業者が自主的に環境保全に関する取組み

を進めるにあたり、環境に関する方針や目標等

を自ら設定し、これらの達成に向けて取り組ん

でいく「環境マネジメント」を行うための工場

や事業所内の体制・手続等の仕組み。 

気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ） 

1988 年に、国連環境計画（ＵＮＥＰ）と世界

気象機関（ＷＭＯ）により設立された機関。世

界の政策決定者に対し、正確でバランスの取れ

た科学的知見を提供し、気候変動枠組条約の活

動を支援する。５～７年ごとに地球温暖化につ

いて網羅的に評価した評価報告書を発表する

とともに、適宜、特別報告書や技術報告書、方

法論報告書を発表している。 

クールシェア 

夏季に一人ひとりが個別に冷房を使うので

はなく、家族や友人・知人で１つの部屋に集ま

ることや、冷房を止めて涼しい場所に出かける

ことでエネルギーの節約につなげる取組み。 

クールチョイス 

ＣＯ２などの温室効果ガスの排出量削減のた

めに、脱炭素社会づくりに貢献する「製品への

買換え」、「サービスの利用」、「ライフスタイル

の選択」など、日々の生活の中で、あらゆる「賢

い選択」をしていこうという取組み。 

クールビズ 

冷房時のオフィスの室温を高めにした場合

でも、「涼しく効率的に格好良く働くことがで

きる」というイメージを分かりやすく表現した、

夏の新しいビジネススタイルの愛称。ノー上着

等の軽装スタイルがその代表。 

グリーンインフラ 

自然が持つ様々な機能を目的に応じて活用

し、安全で快適な都市の環境を守り、街の魅力

を高める社会基盤のこと。公園緑地、住宅、道

路、河川、農地などの様々なみどりが、ヒート

アイランド現象の緩和、生物多様性の保全、風

景づくり、防災・減災、雨水の貯留・浸透、水

質浄化、地下水涵養などの機能を発揮する。 

グリーン購入 

製品やサービスを購入する際に、その必要性

を十分に考慮し、購入が必要な場合には、でき

る限り環境への負荷が少ないもの（例：エコマ

ーク商品）を優先的に購入すること。 

グリーンリカバリー 

世界の経済、社会、人の暮らしに大きな影響

を及ぼしている新型コロナウイルス感染症に

よる「コロナ禍」からの復興にあたって、地球

温暖化の防止や生物多様性の保全を実現し、よ

りよい未来を目指していくことをめざす取組

みのこと。 
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【さ】 

再生可能エネルギー 

エネルギー源として永続的に利用すること

ができる再生可能エネルギー源を利用するこ

とにより生じるエネルギーの総称。具体的には、

太陽光、風力、水力、地熱、太陽熱、バイオマ

スなどをエネルギー源として利用することを

指す。 

再エネリバースオークション 

競り下げ方式により、再エネ電気の最低価格

を提示する販売者（小売電気事業者）を選定で

きる方法のこと。一般的なオークションとは逆

に、販売者である小売電気事業者は低い電力単

価を入札することで落札できるため、その結果、

需要家（企業、自治体）は再エネ電気をより低

廉な価格で購入することが可能となる。 

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ） 

国連持続可能な開発会議（リオ＋20）で提唱

された「環境・経済・社会の３側面統合」とミ

レニアム開発目標（ＭＤＧｓ）の流れを受けた

持続可能な開発に関する 2030 年の世界目標。

17 ゴール、169 ターゲットから構成され、2015

年９月、国連総会で持続可能な開発目標(ＳＤ

Ｇｓ)を中核とする「2030アジェンダ」が採択

された。 

省エネ診断 

現状のエネルギー使用量、施設や機器の運用

状況等を調査し、それぞれの施設にあった省エ

ネルギー対策を提案するもの。省エネルギーセ

ンターや東京都地球温暖化防止活動推進セン

ターが無料の省エネ診断を実施している。 

省エネルギー住宅 

壁や床、天井に高性能の断熱材を入れ、家全

体の気密性を高めることにより、冷暖房使用時

に室内の空気が外に逃げないようにしたり、高

効率給湯器を使うことにより、エネルギー消費

量を減らすことができる住宅。 

この概念をさらに発展させたものとして、環

境配慮型住宅やＬＣＣＭ住宅（ライフ・サイク

ル・カーボン・マイナス住宅）がある。 

環境配慮住宅は、地球環境を保全するという

観点から、エネルギー資源への配慮や、周辺環

境との調和を考え、さらに住まう人が健康で快

適に暮らせるように工夫された住宅である。ま

た、ＬＣＣＭ住宅は、住宅の建設・運用・解体・

廃棄までのライフサイクルで排出するＣＯ２を

徹底的に減少させるさまざまな技術の導入と、

それらを使いこなす省エネ型生活行動を前提

とした上で、太陽光、太陽熱、バイオマスなど

の再生可能エネルギーの利用により、ライフサ

イクル全体でのＣＯ２収支がマイナスとなる住

宅をいう。 

省エネルギーラベル 

エネルギーの使用の合理化等に関する法律

（省エネ法）で定められた製品個々の省エネ性

能が、目標基準を達成しているかを表すラベル。

製品を選択するときの参考になる。 

水素エネルギー 

燃料電池を使って水素と酸素の化学反応を

利用して発電し、燃焼を伴わずに電気に変換す

ることが可能なエネルギー。次世代エネルギー

として我が国が推進している。 

水素ステーション 

主に燃料電池自動車（ＦＣＶ）へ高純度水素

を供給する設備のこと。方式によりオンサイト

方式、オフサイト方式、移動式の３つに大別さ

れる。 

スマートメーター 

毎月の電気使用状況の「見える化」を可能に

する電力量計。スマートメーターの導入により、

電気料金メニューの多様化や社会全体の省エ

ネルギー化への寄与、電力供給における将来的

な設備投資の抑制等が期待される。 

生物多様性 

多くの種類の生物が存在し、それらが互いに

つながり合っていること。この生物のつながり

により、豊かな生態系が保たれている。生物多

様性は、「生態系の多様性」、「種の多様性」、「遺

伝子の多様性」の３つの多様性から成り立つ。

生態系の多様性は山・里・川・海など多くの自

然環境があること、種の多様性は動植物から微

生物にいたるまで多くの生物がいること、遺伝
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子の多様性は同じ生物でも異なる遺伝子を持

つことにより色・形・模様などに多くの個性が

あることをいう。 

卒ＦＩＴ電力 

2009年 11月に始まった「余剰電力買取制度」

と、この制度を引き継いで 2012 年７月から始

まった「再生可能エネルギーの固定価格買取制

度」（ＦＩＴ）による買取期間（住宅用太陽光

発電の場合 10 年間）が満了した電力のこと。 

 

【た】 

太陽光発電 

太陽光によって発電を行う方法。シリコン、

ヒ素ガリウム、硫化カドミウム等の半導体に光

を照射することにより電力が生じる性質を利

用している。 

太陽熱利用設備 

太陽の光エネルギーを熱に変えて利用する

設備であり、再生可能エネルギーの利用設備の

一つ。 

ＣＯ２排出量が少ないクリーンなシステムで

あり、同設備の導入により、冷暖房や給湯のた

めのエネルギーの削減やＣＯ２排出量の削減を

図ることが可能となる。 

脱炭素社会 

人の活動に伴って発生する温室効果ガスの

排出量と吸収作用の保全及び強化により吸収

される温室効果ガスの吸収量との間の均衡が

保たれた社会。 

地下水涵養 

雨水や河川水などが地下に浸透して帯水層

に水が供給されること。 

なお、帯水層は、地下水を蓄えている地層で

あり、通常は粘土などの不透水層（水が流れに

くい地層）にはさまれた、砂や礫（れき）から

なる多孔質浸透性の地層（空隙が多く水の流れ

やすい地層）をさす。 

地球温暖化対策計画 

地球温暖化対策の推進に関する法律第８条

に基づき、総合的かつ計画的に地球温暖化対策

を推進するため、温室効果ガスの排出抑制・吸

収の目標、事業者・国民等が講ずべき措置に関

する具体的事項、目標達成のために国・地方公

共団体が講ずべき施策等について国が定める

計画。 

地球温暖化対策の推進に関する法律 

地球温暖化対策を推進するための法律であ

り、地球温暖化対策計画の策定、地域協議会の

設置等の国民の取組を強化するための措置、温

室効果ガス排出量算定・報告・公表制度などに

ついて定めている。 

地方公共団体実行計画 

地球温暖化対策推進法第 21 条第１項におい

て、都道府県及び市町村は、地球温暖化対策計

画に即して、自らの事務及び事業に関し、温室

効果ガス の排出の量の削減等のための措置に

関する計画（いわゆる「事務事業編」）を策定

し実施することが義務付けられている。 

同条第３項では、都道府県、指定都市、中核

市及び施行時特例市は、地域の自然的社会的条

件に応じて温室効果ガスの排出の量の削減 等

を行うための施策に関する事項を定める計画

（地方公共団体実行計画（区域施策編））を策

定することが義務付けられている。また、同条

第４項において、その他の市町村についても、

地方公共団体実行計画（区域施策編）を策定す

るよう努めることが求められている。 

適応策 

地球温暖化の影響に対して自然や人間社会

のあり方を調整すること。地球温暖化による地

域におけるリスクを把握し、地域特性に適した

社会インフラを整備すること等がある。「適応

策」に対して、地球温暖化の原因となる温室効

果ガスの排出を抑制するための対策を「緩和策」

という。 
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【な】 

日本の約束草案 

ＣＯＰ21 に先立って日本が提出した、2020

年以降の温室効果ガス削減に向けた我が国の

目標。 

燃料電池 

水素と酸素を化学的に反応させて水ととも

に電気を取り出すシステム。排出ガスが極めて

クリーンで、発電効率が高く、発電の際に発生

する熱が給湯・暖房などに利用できる。 

 

【は】 

バイオマス 

再生可能な生物由来の有機性資源で化石資

源を除いたもの。廃棄物系バイオマスとしては、

廃棄される紙、家畜排せつ物、食品廃棄物、建

設発生木材、黒液、下水汚泥などがある。主な

活用方法としては、農業分野における飼肥料と

しての利用や汚泥のレンガ原料としての利用

があるほか、燃焼して発電を行ったり、アルコ

ール発酵、メタン発酵などによる燃料化などの

エネルギー利用などもある。 

ハザードマップ 

自然災害による被害の軽減や防災対策に使

用する目的で、被災想定区域や避難場所・避難

経路などの防災関係施設の位置などを表示し

た地図のこと。 

パリ協定 

2015 年 12 月にフランス・パリで開催された

気候変動枠組条約第 21 回締約国会議（ＣＯＰ

21）で採択された協定。先進国・途上国の区別

なく、温室効果ガス削減に向けて自国の決定す

る目標を提出し、目標達成に向けた取組みを実

施すること等を規定した。歴史上初めて全ての

国が参加する公平な合意であり、今世紀後半に

温室効果ガスの人為的な排出量と吸収源によ

る除去量との均衡を達成することをめざして

いる。 

ヒートアイランド 

都市域において、人工物の増加、地表面のコ

ンクリートやアスファルトによる被覆の増加、

それに伴う自然的な土地の被覆の減少、さらに

冷暖房などの人工排熱の増加により、地表面の

熱収支バランスが変化し、都心域の気温が郊外

に比べて高くなる現象をいう。都市及びその周

辺の地上気温分布において、等温線が都心部を

中心として島状に市街地を取り巻いている状

態により把握することができるため、ヒートア

イランド（熱の島）といわれる。 

対策として、緑地や農地の保全、緑化の推進、

道路舗装の工夫などが有効とされる。 

ヒートショック 

急激な温度変化が体に及ぼす影響のこと。血

圧や脈拍が急変動することで深刻な事態につ

ながるケースがある。 

プラスチック・スマート 

世界的な海洋プラスチック問題の解決に向

けて、個人・自治体・ＮＧＯ・企業・研究機関

など幅広い主体が連携協働して取組みを進め

ることを後押しするため、環境省が立ち上げた

キャンペーン。 

 

【ま】 

見える化 

商品やサービスの製造や利用に伴って排出

される温室効果ガスを定量的に示し、可視化し

ようという取組み。「見える化」の手法として

スマートメーターの設置や環境家計簿などが

ある。 

 

【ら】 

緑被率 

緑が地表を被う部分（樹木、草地、農地、屋

上緑地）の面積が地域全体に占める割合。 

レインガーデン 

降雨時に雨水を一時的に貯留し、時間をかけ

て地下に浸透させる透水型の窪地や植栽帯。 
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【英字】 

ＢＥＬＳ
ベ ル ス

 

国土交通省が示した「非住宅建築物に係る省

エネルギー性能の表示のための評価ガイドラ

イン（2013）」に基づき、建築物の省エネルギ

ー性能を表示する第三者認証制度。Building 

Energy-efficiency Labeling System の略称。 

ＢＥＭＳ
ベ ム ス

 

Building Energy Management System（ビル

向けエネルギー管理システム）。 

業務用ビルなどの建物において、建物全体の

エネルギー設備を総合的に監視し、自動制御す

ることにより、省エネルギー化や運用の最適化

を行う管理システムのこと。 

ＣＡＳＢＥＥ
キ ャ ス ビ ー

 

Comprehensive Assessment System for 

Built Environment Efficiency（建築物総合環

境性能評価手法）。 

産学官共同で開発された、住宅・建築物の居

住性（室内環境）の向上と地球環境への負荷の

低減等を、総合的な環境性能として一体的に評

価を行い、評価結果を分かりやすい指標として

示す評価システム。 

ＣＯＰ
コ ッ プ

 

Conference of the Parties（条約の締約国

会議）。気候変動枠組条約などで使われること

が多い。 

ＥＳＣＯ
エ ス コ

 

Energy Service Company（ビルや工場の省エ

ネルギー化に必要な、「技術」・「設備」・「人材」・

「資金」などのすべてを包括的に提供するサー

ビス）。 

ＥＳＣＯ事業は、省エネルギー効果をＥＳＣ

Ｏが保証するとともに、省エネルギー改修に要

した投資・金利返済・ＥＳＣＯの経費等が、す

べて省エネルギーによる経費削減分でまかな

われるため、導入企業における新たな経済的負

担はなく、契約期間終了後の経費削減分はすべ

て顧客の利益となる。 

 

ＥＳＧ
イーエスジー

、ＥＳＧ
イーエスジー

投資 

従 来 の 財 務 情 報 だ け で な く 、 環 境

（Environment）、社会（Social）、ガバナンス

（Governance）の要素も考慮した投資のこと。 

大きな資産を超長期で運用する機関投資家

を中心に、企業経営のサステナビリティを評価

するという概念が普及し、気候変動などを念頭

においた長期的なリスクマネジメントや、企業

の新たな収益創出の機会を評価するベンチマ

ークとして、ＳＤＧｓと合わせて注目されてい

る。 

ＨＥＭＳ
ヘ ム ス

 

Home Energy Management System（家庭用の

エネルギー管理システム）。 

一般住宅において、電気やガスなどのエネル

ギー使用状況を適切に把握・管理し、削減につ

なげる仕組み。ＨＥＭＳでは、家庭内の発電量

（ソーラーパネルや燃料電池等）と消費量（家

電製品等）をリアルタイムで把握して、電気自

動車等のリチウムイオンバッテリーなどで蓄

電することで細かな電力管理を行う。 

ＬＰＧ
エルピージー

 

Liquefied Petroleum Gas（液化石油ガス）。 

プロパンやブタンなどの比較的液化しやす

いガスの総称。液化すると体積は気体の 1/250

になる。主成分がプロパンの場合はプロパンガ

ス、ブタンの場合はブタンガスと呼ばれる。一

般家庭で使われるプロパンガスボンベの中身

はプロパンに圧力をかけて液化したもの、100

円ライターの中の液体はブタンに圧力をかけ

て液化したもの。 

ＰＰＡ
ピーピーエー

モデル 

ＰＰＡ（Power Purchase Agreement）とは、

企業・自治体などが保有する施設の屋根や遊休

地を事業者が借り、無償で発電設備を設置し、

発電した電気を企業・自治体などが施設で使う

仕組みのことで、電気料金とＣＯ２排出の削減

ができる。設備の所有は第三者（事業者または

別の出資者）が持つ形となるため、設備を保有

することなく再エネ利用が実現できる。 
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ＺＥＢ
ゼ ブ

 

Net Zero Energy Building（ネット・ゼロ・

エネルギー・ビル）の略称。 

室内環境の質を維持しつつ、大幅な省エネル

ギー化を実現した上で、エネルギー自立度を極

力高め、再生可能エネルギーを導入することに

より、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼ

ロとすることを目指した建築物のこと。 

次の４段階に分類される。 

◇ＺＥＢ 

年間の一次エネルギー消費量が正味ゼロ

またはマイナスの建築物 

◇Nearly ＺＥＢ（ニアリー・ゼブ） 

ＺＥＢに限りなく近い建築物として、年

間の一次エネルギー消費量をゼロに近づ

けた建築物 

◇ＺＥＢ Ready（ゼブ・レディ） 

ＺＥＢを見据え、外皮の高断熱化及び高

効率な省エネルギー設備を備えた建築物 

◇ＺＥＢ Oriented（ゼブ・オリエンテッド） 

ＺＥＢ Ready を見据え、外皮の高断熱化、

高効率な省エネルギー設備に加え、さら

なる省エネルギーのための措置を講じた

建築物 

ＺＥＨ
ゼ ッ チ

 

Net Zero Energy House（ネット・ゼロ・エ

ネルギー・ハウス）の略称。 

高い断熱性能と高効率設備により、室内環境

の質を維持しつつ、大幅な省エネルギーを実現

した上で、再生可能エネルギー等を導入するこ

とにより、年間での一次エネルギー消費量をゼ

ロとすることをめざした住宅のこと。 

戸建住宅の場合は、次の３種に分類される。 

◇ＺＥＨ 

外皮の高断熱化、高効率な省エネルギー

設備と、再生可能エネルギー等により、年

間の一次エネルギー消費量が正味ゼロま

たはマイナスとなる住宅 

◇Nearly ＺＥＨ（ニアリー・ゼッチ） 

ＺＥＨを見据え、年間の一次エネルギー

消費量をゼロに近づけた住宅 

◇ＺＥＨ Oriented（ゼッチ・オリエンテッド） 

ＺＥＨを志向し、外皮の高断熱化、高効率

な省エネルギー設備を備えた住宅（都市

部狭小地及び多雪地域に建築された住宅

に限る） 

ＺＥＶ
ゼ ブ

 

Zero Emission Vehicle（ゼロ・エミッショ

ン・ビークル）の略称。 

東京都は、走行時に二酸化炭素等の排出ガス

を出さない電気自動車（ＥＶ）や燃料電池自動

車（ＦＣＶ）、プラグインハイブリッド自動車

（ＰＨＶ）をＺＥＶに位置づけている。狭義に

は、ガソリンを使わないことにより、ＣＯ２だ

けでなく、大気汚染の原因となるＮＯｘ、ＳＯ

ｘなども含め、排出ガスを一切出さない電気自

動車や燃料電池自動車を指す。 
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令和４年１２月２２日 

環 境 政 策 部 

環 境 計 画 課 

 

「世田谷区地球温暖化対策地域推進計画（素案）」に関する区民説明会実施結果について 

 

１．日  時 

令和４年９月７日（水）午後６時３０分～８時５５分 

 

２．申込者数 

４８名 

 

３．参加者数 

２９名 

 

４．主な意見 

■区民への情報発信、働きかけ 

・区民が自ら学べる場や機会、学ぶためのツール（動画等）を充実してほしい。 

・次世代の教育も大切だが、現役世代の意識を変えていくことが必要。 

・削減量を個人、小規模な事業所が認識できるようサポートする仕組みが必要。 

■区民の参画、協働 

・気候市民会議を世田谷でも開催してほしい。 

・まちづくりに取組む団体同士の横のつながりをつくる機会を設けてほしい。 

■削減目標 

・中期目標が 57.1％と設定されているが、算定根拠を見ると過小評価と感じる。もっと

高い削減目標を掲げるべき。 

■施策・取組 

○施策全般について 

・世田谷区ならではの特色ある施策を打ち出してほしい。 

・区の制度についての相談窓口を設置してほしい。 

○家庭部門の対策について 

・既存の団地、マンションへの対策が極めて重要である。 

・マンションへの太陽光発電設置に関する合意形成等を支援する人材が必要。 

○業務その他部門の対策について 

・地球温暖化適応策に関して、区内企業による新しいビジネスモデル、技術の開発を区

が後押ししてほしい。 

・エコフレンドリーショップが、商店街復興の仕掛けになることを期待している。 

○まちづくりについて 

・歩いて楽しい街、歩く人にとってよい街づくりをめざしてほしい。 

資料３ 
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○ＺＥＶの普及について 

・電気自動車の充電インフラ整備への支援を検討いただきたい。 

○みどり、グリーンインフラについて 

・気候変動適応の観点から、グリーンインフラの取組みは重要。従来のグリーンインフ

ラとのハイブリッドが有効ではないか。 

・体験学習を通じてグリーンインフラの構築に区民が関わる仕組み、学んだことを広め

ていける仕組みをつくってほしい。 

・緑化の一環として、農地・緑地の保全が重要である。農を通じて食や自然、生物につ

いて学ぶ場を増やしてほしい。 

・農地の保全のため、週末に農業をやりたい人を農家の方が指導する取組みや、砧をみ

どり特区にすることについて検討してほしい。 

・暗渠化した河川・水路を部分的に明渠に戻す取組みを推進してほしい。 

■区の推進体制等について 

・気候危機対策会議が主導権を持って施策・取組みの進捗管理をすべき。 

・施策を実施するにあたっての予算的裏付けについて、気候危機対策基金も含めて、し

っかりと確保・活用してほしい。 

・対策を担う専門職の育成、民間人材の登用を検討してはどうか。 

・環境政策部門の区の担当者の人事配置について、2030年度までの在任期間とするなど

の特別措置を検討してほしい。 
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令和４年１２月２２日 

環 境 政 策 部 

環 境 計 画 課 

 

「世田谷区地球温暖化対策地域推進計画（素案）」に対する区民意見募集実施結果について 

 

１ 意見募集期間 

令和４年９月１５日～１０月６日 

 

２ 意見提出人数   

３９人（うち複数意見を出された方 １５人） 

（内訳）      

ホームページ 封書 持参 ファクシミリ はがき 合計 

３６ ２ １ ０ ０ ３９ 

 

３ 意見件数  

１２３件 

（意見の内訳） 

項目 件数 

計画全般 ３件 

第１章 計画策定の基本的事項 １件 

第２章 世田谷区の温室効果ガスの排出状況 ５件 

第３章 計画の目標 ４０件 

第４章 温室効果ガス排出抑制等に関する対策・施策 ６６件 

第５章 計画の推進、進捗管理 ７件 

その他 １件 

合計 １２３件 

 

４ 意見概要及び区の考え方 

  「別紙」のとおり 
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NO 意見の概要 意見に対する区の考え

第１章　計画策定の基本事項

1
〈計画の実行主体と役割〉について、　区民の役割が簡潔に述べられている。この三本柱は、
１．「行動変容」を市民がそれぞれ実践する　２．１．の前提として、正しい知識を身につけ我が
ものとする　３．連携・協働に励む　ということで、とてもよいと思う。

当計画における「世田谷区のめざす将来像」の実現や温室効果ガスの削減目標の達成に向
けては、区民や事業者の皆様及び区等のそれぞれが、主体的に地球温暖化の緩和と適応に
向けた取組みを進めていくことが求められます。特に、世田谷区においては、家庭部門からの
温室効果ガスの排出が総量の４割以上を占めており、家庭部門の排出削減を進めていくこと
が必要です。区としても、区が自ら率先して対策を実施するとともに、区民・事業者の皆様の取
組みを支援する施策を展開し、温室効果ガス排出量削減と気候変動への適応に向けた三者
の「連携・協働・共創」を推進してまいります。

第２章　世田谷区の温室効果ガスの排出状況

2

前計画の施策の効果確認・振り返りをしっかりとしてください。本計画は、前計画目標の上方
修正です。前計画の施策の効果確認・振り返りを行い、効果が少ない施策の見直し、新しい施
策の導入が必要です。住宅・交通・みどり・教育についての施策は、素案でも引き続き重要施
策になっています。残念ながら素案ではこの点に簡単に触れただけで終わっており、似た様な
施策で本当に効果があるのか良くわかりません。

当計画の策定にあたっては、検討の基礎資料として活用するため、令和３年度に現計画の取
組みに関する実績調査を行っております。その結果については、環境審議会や区議会へ報告
し、これを踏まえて、施策の見直しや新規施策の検討などを行ってまいりました。重点施策に
つきましても、計画策定に向け、庁内の関係所管との連携・調整を図りながら、引き続き施策
ごとの具体的な内容の検討を行ってまいります。

3

先ず、関連する情報が不足しているので、その収集、検討がなされないといけない。たとえば、
原発は、市民は反対であると想起されるが、そのような検討もできない。また、家庭部門のエ
ネルギー消費量の減少が少ないのは、世帯数増加によるとしているが、それだけではあるま
い。

当計画の策定にあたっては、検討の基礎資料として活用するため、令和３年度に現計画の取
組みに関する実績調査を行っております。その結果については、区議会や環境審議会へ報告
し、これを踏まえて、施策の見直しや新規施策の検討などを行ってまいりました。
区は今後とも、区全体の温室効果ガス排出量・エネルギー使用量や計画に定める進捗管理
指標に基づき、区民、事業者の皆様の取組みと、区の取組みについて、進捗を管理・把握し、
検証してまいります。また、結果の公表や環境審議会等への報告を適宜行ってまいります。

4
 「部門別の温室効果ガス排出量、エネルギー消費量とも、家庭部門、業務その他部門の割合
が 高く、2050年までのＣＯ₂排出量実質ゼロに向け、区民、事業者と区が協働して取組みを進
めることが重要です。」とあるが、その検証システムさえないのだから、協働とは言えない。

区は、区民、事業者の皆様の取組みと、区の取組みについて、以下の手法を用いて、それぞ
れ進捗を管理・把握し、検証してまいります。
区民、事業者の皆様の取組みについては、区全体の温室効果ガス排出量やエネルギー使用
量のほか、アンケート調査や省エネポイントアクション等の取組みを通じて区がデータを収集、
蓄積し、公開することで還元してまいります。
区の取組み（施策）については、施策の実績を適切に把握するために設定した進捗管理指標
に基づき、実施状況を点検し、点検結果と評価に応じて対策を検討し、取組み内容の継続的
な改善を図ります。また、環境審議会等に適宜報告してまいります。

5

 「再生可能エネルギーを利用している回答者の割合は 3.4％から 6.5％に、これから 利用した
いと回答した人の割合は 8.7％から 40.7％に大きく増えており、再生可能エネルギーの利用へ
の関心が高まっています。」とあるが、実際には効力、能力が不十分で都会で発電すること
は、非効率的でありそのような検証が、区行政ではできないのか？

再生可能エネルギーの一つである太陽光発電設備の設置については、初期投資に対しての
リターンがどの程度得られるかなど、収支面での検証も必要であると認識しております。また、
都市部では太陽光発電の設置可能なスペースが限られており、再生可能エネルギー利用へ
の関心は高まっているものの、実際には太陽光発電設備の設置可能面積も限定されるという
状況があります。
また、脱炭素の流れが加速するなか、多くの小売電気事業者が、再生可能エネルギーを電源
とした再エネ電力メニューを用意しています。太陽光発電設備の設置が困難である住宅・事業
所においても、再エネ電力への切り替えを促すことで、区内の再エネ利用拡大を図ってまいり
ます。
他方、住宅都市である区内での大規模な発電には限界があるため、平成27年度より「自然エ
ネルギー活用による自治体間ネットワーク会議」を開催し、自然エネルギーの活用に取り組む
交流自治体との連携を進め、交流自治体で発電された電力を区内（ご家庭、事業所、公共施
設）へ供給しております。こうした取り組みの検証も進めながら、よりよい施策のあり方につい
て検討を進めてまいります。

6

 「気候危機については、「世田谷区民意識調査 2021」において、区が行った気候非常事態宣
言を「知らない」と答えた回答者は約85％で、認知は十分とはいえない状況です。また、重点
的に取り組むべき気候危機への対策については、「風水害や猛暑などの災害への対策」を約
71％の回答者が選択した一方で、最も選択された割合の低かった「住まい・ 建物の省エネル
ギー化の推進」は 29.7％に留まりました。」とあるが、区職員は専門性が低いため、区民の力
を借りて、風水害、気候変動ともに、業者、事業者に対しても新しい対応を求めることが必須で
あり、事業者が温室効果ガスフリーの商品、サービスを供給すれば、区民がそれらを如何に使
用しようとも、高々、一人ひとりの生物的に生きるために使用する温室効果ガスに過ぎないの
ではないか？科学的で、抜本的な検討、方策が必要である。しかし、現状では、区職員等には
そのような専門性をもった技術者、科学者がいないようであるし、そのような思想が欠如してい
るから、計画を作り直すことである。

地球温暖化対策は、区民・事業者の皆様や区等の様々な主体がそれぞれの生活や活動等の
中で問題の重要性を認識し、取組みを進めていくことが求められます。
区は、区民・事業者の取組みを促進するため、本計画に挙げた区の取組み（施策）を通じて区
民、事業者への情報提供等の支援を進めるとともに、区民・事業者と連携・協働・共創し、政策
提案を受けながら、地域の活性化や地域課題の解決に役立つ環境、社会、経済の統合的な
取組みを進めます。

第３章　計画の目標

7
温室効果ガス削減目標の長期目標である「2050年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロにし
ます。」については、2050年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロも素晴らしいのですが、1年
でも早く達成していただきたいです。

この度の「地球温暖化対策地域推進計画」素案における、2050年度目標（長期目標）につきま
しては、「達成すべき目標」として、「2050年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロ」にすること
を定めるとともに、区民・事業者・区が一体となって対策を積み上げ・深堀していくことにより達
成する「野心的な目標」として「2045年までに温室効果ガス排出量実質ゼロ」をめざすことを掲
げております。目標の達成に向け、引き続き地球温暖化対策を推進してまいります。

8

「これまで以上に省エネルギー・エネルギーの効率的な利用に取り組むとともに、 太陽光をは
じめとする自然の力を活かして生み出される再生可能エネルギーの利用を拡大し、ＣＯ₂排出
量実質ゼロの暮らしを実現していきます。」とあるが、区はその具体性を明らかにしないといけ
ない。しかし、区の職員ではどうにもならないというのが、私の感触であるから、それに対抗す
る職員を多数配備することである。

ご意見につきましては、今後の施策の参考にさせていただきます。
今後とも区は、めざす将来像の実現や計画目標の達成に向けて、専門性の高い事業者等の
関係機関とも連携・協力しながら、計画素案第４章でお示しした取組みや新規施策の実施につ
いて、進めてまいります。

9

2030年、2050年の目標が示されているが、この4、5年さえ、その成果が検証できていない。区
の職員は成果を検証する能力がないのであるから、これらの目標は絵にかいた餅であり、絵
にかいた餅を実現するために、だれでもその計画に参加し、自由に討議する社会を作らないと
いけない。そうすることを求める。私も計画立案に参加する。

当計画の見直しにあたっては、検討の基礎資料として活用するため、令和３年度に現計画の
取組みに関する実績調査を行っております。その結果については、区議会や環境審議会へ報
告し、これを踏まえて、施策の見直しや新規施策の検討などを行ってまいりました。
また、これまで、「若者環境フォーラム」や「地球温暖化対策地域推進計画見直しに関する区
民ワークショップ」などの開催や、この度の区民説明会及び区民意見募集を通じて、区民の皆
様から気候変動に関するご意見やご提案を伺ってまいりました。今後とも、意見聴取に関する
様々な機会を設けるとともに、手法についても工夫してまいります。

世田谷区地球温暖化対策地域推進計画（素案）に対する区民意見募集
意見の概要と区の考え 資料４ 別紙
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10

2030年に向けた温室効果ガス削減目標をできるだけ高めようとしている様子が見られて素晴
らしいと思いました。「2013年度比60％」は日本国内で見れば高い目標値ですが、諸外国と比
較すればまだまだ低く、また日本全体で2030年46％削減を達成するためにもできる地域が
もっとがんばらないといけません。
積み上げ的観点からも、今後建築物省エネ法施行や、再エネ重視のエネルギーミックスへの
移行、東京都の太陽光パネル義務化を考慮すれば60％削減は十分可能ですし、地球環境の
ためには必要だと思います。
これからCOP27もはじまり、日本もさらなる削減を求められることとなるでしょう。世田谷区には
65％以上の削減を求めます。
産業都市でない世田谷区だからこそ、今、高い目標を打ち立て、他地域にも影響を与えること
ができると思います！気候危機回避のためにできること、全部やってほしいです。

11

世田谷区は、全国のなかでも先進的な気候変動対策に取り組まれていて、大変心強いです。
将来が気候危機によって脅かされている事態に恐怖心を抱いており、「気候正義（Climate
Justice）」の考え方を念頭に、今後さらに積極的な対策をお願い申し上げます。
現在掲げられているNDC60%(2013年度比)を、「野心的な目標」ではなく、「達成すべき目標」と
して明記していただきたく存じます。Climate Action Trackerという国際的な研究機関は、日本
は先進国としての責任に伴い、NDC62%が必要だと示しており、国だけでなく、自治体単位でも
提示が求められているものと考えられます。60%という数値は、ハードルの高いものかもしれま
せんが、この問題の緊急性に照らせば、必要な数値と思われます。

12

2030年目標、日本政府よりも高い目標でよかったと思いました！しかし、IPCCは、温室効果ガ
スの排出を、世界全体で2030年までに2010年比で45%削減が必要としていて、先進国は当然
45%を大きく上回る削減をめざす必要があります。また、「炭素予算（カーボンバジェット）」の量
から考えると、先進国である日本は2013年比で60%以上の削減が必要です。先進国の責任を
果たす意味でも、2030年温室効果ガス削減目標は2013年比で60%以上にすべきです。すでに
長野県や鳥取県が60%以上を掲げており、都市部の自治体として、65%に挑戦していただける
ことを期待しています。
業務部門や家庭部門のほうが多くを占める世田谷区には、できるだけ高い目標を掲げていた
だきたいです。世田谷区が65%以上を掲げることにより、60%台の目標を掲げる自治体が増え
るよう、リードしていただきたいです。2030年度温室効果ガス削減目標を2013年度比65%以上
でお願いします。

13
2030年温室効果ガス削減目標を2013年比65%以上に引き上げてください。
（同趣旨の意見：他1件）

14

2030年温室効果ガス削減目標2013年比2013年比で57.1％を、65%以上に引き上げてください。
気温の上昇を1.5℃以内におさえるという約束を達成する為、日本全体で62％削減が必要と、
Climate Action Trackerが示しているとの事。57.1％では貢献するどころか、足を引っ張る事に
なります。世田谷区は、住宅や店舗の排出が多いとのこと。つまり大企業の顧客であり90万人
を超える人口が一丸となって、排出の多い企業の取り組みに異議を唱え、削減への協力を区
全体で要請する事が可能だと思います。その為に先ず区が明確な削減意思を数値で示す事
が必須です。
9月の区主催の説明会で、保坂区長が「65%も検討」と発言されたとの事。区民として、区の確
固たる意思表示に敬意を表し、一致団結して協力したく、未来への責任を果たす数値宣言を、
実現してください。

15

気候変動を止めるために、2030年温室効果ガス削減目標を2013年比の65%以上に引き上げて
いただきたいです！
地球の気温上昇をパリ協定の1.5度目標に抑えるためには、途上国は今後もしばらく増え続け
るため、途上国はより大きな削減が必要です。クライメートアクショントラッカーによれば、日本
は62%以上の削減が必要です。
日本含む先進国は出来るだけ多く脱炭素しなければ、これからどんどん世界は熱帯化してし
まいます。早く脱炭素すれば、それだけのダメージを抑えることが出来ます。再エネも年々価
格が下がっていて、早く導入すればその後は数年で元が取れます。
これは日本全体の数字なので、すべての自治体が62%削減を達成しないと実現しません。
世田谷区は大きな工場も少なく温室効果ガスの削減が他の区に比べてしやすいです。
9月の区主催の説明会で、保坂区長が「65%削減も検討」とおっしゃっているように、世田谷区で
は65%削減は充分可能だと思います。
あとほんの数％の引き上げを考慮いただきますようお願いいたします！

16

 【2030年、温室効果ガスの削減目標を2013年度比で65%以上にしてください。】
素案を拝見しました。すでに素案の段階で57.1%の目標を掲げていること、また区長の野心的
で前向きな姿勢にとても希望が持て嬉しく思います。
ただ、バックキャスティングでの数値設定が必要である点を考えると、世田谷区を含め、各自
治体独自の積極的な施策が求められることは間違いありません。
いま先延ばしにしても、いつかは必ず必要になる削減値。先延ばしにすればするほど、その数
値はより厳しいことになり、もう実現が不可能なところまできてしまいます。
産業部門がほとんどない世田谷区だからこそ、区と市民の取り組みがより一体となり、他の自
治体を牽引する成果を生み出すことが可能です。
世田谷の暮らしやすさ、ひとのあたたかさを実感しているからこそ、自分の暮らす地が、当たり
前のように環境を守る場所であってほしいと願っています。

17

難しい内容も入りやすい工夫をして作ってくださったことが伝わってきます。
コラム欄を設けられていることもとてもよかったと思いました。
要望として、やはりもう一歩の65％以上削減目標としていただき、他自治体をリードし、また都
や日本全体への良い刺激を与えていただきたいと心から応援しております。世田谷区だからこ
そ、出来ると信じております。

この度の「地球温暖化対策地域推進計画」素案におきましては、2030年度における温室効果
ガス排出量の削減目標（中期目標）を、「達成すべき目標」「野心的な目標」として、それぞれお
示しいたしました。「達成すべき目標」は、2030年度の世田谷区における温室効果ガス排出量
の将来予測に、電力排出係数の改善、現時点で想定し得る国等による対策の効果や、区が
独自に追加し実施する対策の効果等を積み上げ、「2013年度比で57.1％削減」と設定しまし
た。また、「野心的な目標」は、これに加え、今後、時勢を捉えて新規施策の実施や既存施策
の拡充を継続的に推し進めることで達成する目標として、「2013年度比で60％削減」と設定し
ていました。
中期目標につきましては、この度の区民意見募集をはじめ、環境審議会でのご意見やご助
言、区議会での議論等を踏まえ世田谷区が住宅都市であることを考慮し、国の地球温暖化対
策計画の2030年度削減目標における家庭部門の目標値「66％削減」を参考に、計画案では
「野心的な目標」を66％としております。
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18

世田谷区の2030年度の温室効果ガス削減目標を2013年度比65%以上とすることを希望しま
す。
令和３年末に採択された「グラスゴー気候合意」は、「1.5℃目標」実現のために、世界全体の
温室効果ガス排出量を、2030年までに2010年比45%削減、2050年頃までに実質ゼロとするも
のとしています。
　一方で日本政府は、2050年度の温室効果ガス排出量実質ゼロを宣言したものの、2030年度
の削減目標は2013年度比46%にとどまります。この2030年目標は、「1.5℃目標」と整合してお
らず、　世界の「1.5℃目標」実現を阻害し、あるいは他国に大きな削減を押し付けるものです。
日本に求められる排出量は、2013年比で最低限60%以上、先進工業国として大量の温室効果
ガスを排出してきたことなど「公平性」を考慮すると 100%以上とされています（クライメート・アク
ション・トラッカーなど）。
　日本政府が、より高い2030年目標を掲げるべきなのは言うまでもないことですが、世界の気
候危機を回避するために、日本国内で気候問題に高い危機意識と知見をもって積極的に取り
組む自治体には、政府の目標に拘泥せず、より高い削減目標を掲げることが必要と思いま
す。世田谷区は、区内の削減努力によってより大きな削減が可能と聞きます。ぜひ、より高い
削減目標を掲げることで、日本の気候政策をリードする役割を期待したいと思います。

19

 2030年度の温室効果ガス削減目標は、2013年度比で少なくとも60%以上としてください。
産業部門のほとんどない世田谷区では、主に電力調達を再エネにすれば、6割以上の削減も
十分に可能です。また、東京都のカーボンハーフ目標との整合を考慮しても、6割以上が期待
されます。
世界の気温上昇を1.5℃までに抑えるために、日本全体の目標も、今後強化されなければなり
ません。国の目標見直しの可能性も考慮すれば、世田谷区でも今、より高い目標を掲げる必
要があります。

20

温室効果ガスの2030年目標値：57.1%
地球の気温上昇を1.5℃に抑えるためには、2030年までに世界でほぼ半減(2010年比）させる
必要があります。途上国は今後もしばらく増え続けるため、途上国はより大きな削減が必要で
す。クライメートアクショントラッカーによれば、日本は62%以上の削減が必要です。これは日本
全体の数字なので、すべての自治体が62%削減を達成しないと実現しません。
産業部門がほとんどない世田谷では、より高い削減が期待できますし、また、やっていかなけ
れば、気候危機は回避できません。
子供達や将来世代が安全に暮らせる環境を残すために、是非目標値の引き上げをお願いし
ます。

21

2030年温室効果ガス削減目標を2013年比で65%以上にしてください。
保坂区長が会議にて「65%以上の検討を」と発言されたと聞きました。先進国の首都東京の、し
かも最多人口を誇る世田谷区が57.1%では足りないと保坂区長は考えているのだと思います
が、私もその考えに賛成です。世田谷区はただの自治体ではありません。世界でトップクラス
の人口を抱える世界トップクラスの自治体です。目標も世界トップクラスであるべきです。世界
中の自治体が「さすが世田谷区だ」と思える、良き見本となる数字を掲げてください。

22

2030年温室効果ガス削減目標を2013年度比で65%以上にしてください。
日本一高い目標を掲げて、日本の気候対策をリードしてください。世田谷区は、コロナ対策な
どでも日本をリードしています。とても高い目標ですが、自然災害の巨大化を体験することが
当たり前になっている昨今、実現させなくてはならないと思います。

23
今年の夏も猛暑でした。地球温暖化もう待ったなしと思います。
92万人の世田谷区、再エネにも力を入れていて良いと思います。
2030年温室効果ガス削減を高い目標を持って実現するようにしませんか？

24

2030年度の温室効果ガス削減目標を素案では57%に留めていらっしゃると伺いましたが、ぜひ
とも野心的に「2030年温室効果ガス削減目標を2013年比で60%以上」にしてください！この数
値は、気候変動を専門に研究されている方からも決して無理な数値目標ではないとお話を伺
いました。
世田谷区が高い数値目標を掲げることで、日本全国をリードしていくことができると思います。

25

私はこの数年、気候変動の影響を非常に感じており、将来（数年後の近い将来）を不安に感じ
ています。将来世代の子供たちが生きる時代が、夏は40℃をこえる熱波の日々、豪雨・洪水・
大型台風に見舞われるような恐ろしい時代になることが不安ではありませんか？そのような異
常気象を止めるためには、気候変動対策をしっかりととって対策を実行するほかありません。
これは世田谷区に限ったことではありませんが、日本政府の動きが遅いのであれば、自治体
から始めていただくしかありません。ぜひとも野心的な目標値を計画で、対策を進めていただく
ようにお願いいたします。

26
温室効果ガスの削減目標を2013年度比の65%まで引き上げてください。子どもたちに希望ある
未来を残したい一心です。よろしくお願い致します。

この度の「地球温暖化対策地域推進計画」素案におきましては、2030年度における温室効果
ガス排出量の削減目標（中期目標）を、「達成すべき目標」「野心的な目標」として、それぞれお
示しいたしました。「達成すべき目標」は、2030年度の世田谷区における温室効果ガス排出量
の将来予測に、電力排出係数の改善、現時点で想定し得る国等による対策の効果や、区が
独自に追加し実施する対策の効果等を積み上げ、「2013年度比で57.1％削減」と設定しまし
た。また、「野心的な目標」は、これに加え、今後、時勢を捉えて新規施策の実施や既存施策
の拡充を継続的に推し進めることで達成する目標として、「2013年度比で60％削減」と設定し
ていました。
中期目標につきましては、この度の区民意見募集をはじめ、環境審議会でのご意見やご助
言、区議会での議論等を踏まえ世田谷区が住宅都市であることを考慮し、国の地球温暖化対
策計画の2030年度削減目標における家庭部門の目標値「66％削減」を参考に、計画案では
「野心的な目標」を66％としております。
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27

1.5℃に抑えるには日本としてクライメートアクショントラッカーによると、62％以上削減が必要と
言われています。他に積み上げられる施策がないか今一度ご確認いただき、ぜひ更なる削減
目標値の引き上げをお願いします。
温暖化の影響は既に私たちの生活に表れており、私は極端に暑い日や大雨が降るたびに将
来の環境に不安を感じています。例えば、今年6月下旬から7月頭にかけて、猛暑日が続きま
したが、それは現在の温暖化がなければ1200年に1度しか起こりえなかった現象が約５年に1
度にまで上昇していたとスーパーコンピュータを使った分析で分かったと新聞にて報道されて
います。今、日本中や世界中の国が団結して温暖化対策をしないと、将来世代に問題を先送
りしてしまうことになります。
東京23区で一番人口の多い、世田谷区が高い目標を掲げることで、東京の他の自治体や日
本全国の自治体の温暖化対策を底上げすることができると思います。ぜひ60%以上の目標設
定をお願いします！！

28

計画素案41ページ　（２）中期目標に関連して、国の目標を上回る数字が示されており、感動し
ました。日本は過去の排出量累計を考えると世界平均以上の排出削減責任を負っていること
は明らかであり、日本の目標数字の引き上げは意識ある自治体がけん引するしかないのでは
ないかと感じています。
できることであれば、目標数字を野心的な目標として記載のある６０％に引き上げてくださるこ
とを期待します。ぜひ2030年60％が日本の目標の標準となるよう、率先して目標設定をお願い
いたします。

29

私は、日本の2030年温室効果ガス削減目標の低さを危惧しており、少しでも気候危機を止
め、世界の次世代に良い環境を残すため、各自治体には日本の目標を到達するための逆算
ではなく、国際機関が必要と掲げている削減目標を指標にして頂きたいと考えています。
世田谷区の2030年温室効果ガス削減目標は、2013年度比で是非65%以上にして頂きたいで
す。世田谷区が日本一高い目標を掲げて、日本の気候対策をリードすることで他の自治体も
世田谷区の後に続くと思いますし、自分の住んでいる自治体が先進的な取り組みをしていると
知れば、区民の意識を高め、協力を仰げるのではないかと思います。どうか前向きなご検討を
お願いいたします。
一方で、気候危機対策が緊急性の高い問題でありながらも、現状は対策に割けるリソース（予
算、人員等）に限りがあるとも思料しており、そのような中でも現時点の57.1%削減目標まで引
き上げて頂いたことには感謝しております。
目標値を引き上げることに加え、あらゆる観点から取り組みが必要な課題が沢山あると承知し
ていますので、東京都や国の制度もうまく利用し、世田谷区の環境対策が加速することを願っ
ています。私自身も区民として、また現役世代として、できることを行っていきたいと思います。

30
2030年温室効果ガス削減目標を2013年度比で65%以上にしてください。
ぜひ日本一高い目標を掲げて、日本の気候対策をリードしてください。

31

2030年温室効果ガス削減目標を2013年度比で65%以上にしてください。
日本一高い目標を掲げて、日本の気候対策をリードしてください。
その数値を守っていただけたら、気候正義の観点がものすごく遅れて他国の足を引っ張ってい
る日本の今の状況が良い方向に大きく変化すると思います！
65%削減の提言を検討するとすでにコメントしてくれている保坂区長と環境政策部のみなさんを
応援したいです。がんばってください。

32
９月の説明会で保坂区長から削減目標65％の提言を検討するとコメントがあったと伺いまし
た。工業地域ではない世田谷区だからこそ、日本で最も高い65%目標が可能になるはずです。
ぜひ日本をリードする世田谷区になってください。

33
工業地帯もないので、2030年温室効果ガスを今の目標よりも、多く削減できると思います。
2013年度比で65%以上にしてほしいです。日本の気候変動対策を引っ張っていただくことを応
援しています。

34
2030年温室効果ガス削減目標を2013年度比で65%以上にしてください。
日本一高い目標を掲げて、日本の気候対策をリードしてください。
他区でも同様の動きが始まることを期待しています。

35

2030年温室効果ガス削減目標を、世田谷区素案にある57.1％よりも意欲的な、2013年度比で
65%以上にしていただきたいです。
ぜひ日本一高い目標を掲げて、日本の気候対策をリードしてください。
私の住んでいる地域でも、世田谷区を見習ってくださいとお伝えしたいです。
応援しておりますので、どうぞ宜しくお願い致します。

36

世田谷区地球温暖化地域推進計画素案における2030年の温室効果ガス削減目標値は、
57.1％と他自治体と比べて高い数値となっていること、まず感謝申し上げます。
2030年温室効果ガス削減目標を2013年度比で65%以上にしてください。
世田谷区は産業部門がほとんどなく、他と自治体と比べてより高い削減可能性があると考え
ます。65％とすれば、おそらく日本一高い削減目標となります。
他自治体への先行事例ともなり、日本の気候変動対策をリードすることにもなると考えます。
この目標を立てられるのは現状、世田谷区だけではないでしょうか。
ぜひ、積極的な世田谷区のリーダーシップに期待、そして応援しています。

この度の「地球温暖化対策地域推進計画」素案におきましては、2030年度における温室効果
ガス排出量の削減目標（中期目標）を、「達成すべき目標」「野心的な目標」として、それぞれお
示しいたしました。「達成すべき目標」は、2030年度の世田谷区における温室効果ガス排出量
の将来予測に、電力排出係数の改善、現時点で想定し得る国等による対策の効果や、区が
独自に追加し実施する対策の効果等を積み上げ、「2013年度比で57.1％削減」と設定しまし
た。また、「野心的な目標」は、これに加え、今後、時勢を捉えて新規施策の実施や既存施策
の拡充を継続的に推し進めることで達成する目標として、「2013年度比で60％削減」と設定し
ていました。
中期目標につきましては、この度の区民意見募集をはじめ、環境審議会でのご意見やご助
言、区議会での議論等を踏まえ世田谷区が住宅都市であることを考慮し、国の地球温暖化対
策計画の2030年度削減目標における家庭部門の目標値「66％削減」を参考に、計画案では
「野心的な目標」を66％としております。

140



NO 意見の概要 意見に対する区の考え

世田谷区地球温暖化対策地域推進計画（素案）に対する区民意見募集
意見の概要と区の考え 資料４ 別紙

世田谷区保坂区長、環境政策部のみなさまにおかれましては日本の気候変動対策の先頭に
立ちご尽力いただいていること誠にありがとうございます。
本年8月にご提言させていただいた「世田谷区地球温暖化対策地域推進計画（素案）温室効
果ガス削減目標についての検討/2013年温室効果ガス削減目標57.1％は過小評価65％以上
に！」に改めてパブリックコメントとして提出させていただきます。
現在、国内では2030年の削減目標を長野県・鳥取県が60%、札幌市が59％としています。上記
3自治体と異なり世田谷区素案においては環境省マニュアルにある電力のＣＯ₂排出係数を
0.25としており、いわば国の責任において行う削減量23％の下駄を履かせてもらっているわけ
で、同党の削減努力を行った場合には65％を上回る削減目標となります。
以下提言では、いくつかの論点を例示して削減目標が過小評価であることを指摘しております
が、世田谷区においてご検討いただく中で2030年温室効果ガス削減目標を65％以上に計算
できない場合においては専門家も含めて協力させていただく用意がございますので、お申し付
けください。
様々申し上げましたが気候非常事態宣言を行った世田谷区には是非是非高い目標を目指し
て実行していただきたいとも想いからです。よろしくお願いいたします。

（以下提言）
素案では、2021年10月2日に策定された、国の温暖化対策計画（2021年10月22日閣議決定）
に掲載された施策92項目の一部32項目を世田谷区に当てはめて計算して削減量の積み上げ
計算を行っている。その積上量は749千ｔ－ＣＯ₂（74.9万ｔ）となっている。
区独自施策による削減分は234千ｔ－ＣＯ₂（23.4万ｔ）にとどまっている。
上記32項目のうち、11項目についてのみ区の独自施策を国の削減効果に30％上乗せすると
いう方法で区独自の施策を算定している。
論点１【国の施策の一部のみ算定しており削減量が過少】
国の温暖化対策計画92項目のうち32項目についてのみ算定しており過少計算となっている。
すべての施策について世田谷区に当てはまるものでないが算定できるものについては算定す
べき。
論点２【2021年時点の施策のみを計上しており今後の国・事業者・区民の気候変動対策を計
算していない】
・国の対策においても本年6月の通常国会で成立した建築物省エネ法・省エネ法（エネルギー
の使用の合理化等に関する法律）などに新たに盛り込まれた施策について未計上であり、当
然ながら今後も追加して立法・予算化により実施される国の諸施策についてされていない。
・事業者においても気候変動対策が重要視され毎日のように企業のＣＯ₂削減目標が発表され
る状況にある。
国際的な企業への気候変動対策強化や取引先からの要請により区内事業所のＣＯ₂削減対
策が強化されることが明確。
例：区内に本社をおく楽天は2025年までにRE100と電力からのＣＯ₂排出ゼロ（スコープ２）を決
定しており、スコープ3についても新たな対策が行われる可能性がある。東急電鉄は本年4月1
日より鉄道運行の電力を100％再生可能エネルギーとすることとなった。
・区民意識の高まりとSBTなどの企業の取り組みの進展により社員個人のCO2排出削減の取
り組みが進む可能性がある。

論点３【国の温暖化対策施策の世田谷区への当てはめ計算の妥当性】
国の施策削減量から世田谷区の削減量を算定する計算プロセスは世帯数割や床面積割など
で行われているが、区長・区議会が一体となって気候非常事態宣言を発出した世田谷区が全
国平均と同様の削減にとどまるという推計は区民所得水準などを考慮しても過小評価。
論点４【区独自施策による削減が極めて少ない】
区施策92項目のうち11項目のみ区独自施策としているが、項目数が少ないうえに国の削減量
の3割をを独自施策としているが、４月時点で試算していた区民の50％が実行した場合などを
採用しなかった理由がない。
東京都の削減目標を2013年目標に置き換えた55%を僅かに上回ればよいというような安易で
現在の深刻な気候危機の現状と被害を認識していない意識の低い「素案」の56.3％削減案は
世田谷区の気候非常事態宣言に整合しない。
区独自施策は上記論点３・４を補完する意味もあるが、妥当な計上がされていない。「区にお
ける温室効果ガス排出量削減に向けた追加的な施策集」にも掲載されていた重要施策の以
下の点について区独自施策の算定がなく、世田谷区において国全体平均でしか削減されない
という計算は著しく妥当性を欠いている。
・新築住宅の省エネルギー
・新築建築物（業務）の省エネルギー
・既存建築物（業務）の省エネルギー
・太陽光発電導入

論点５【東京都の太陽光義務化・断熱基準強化などの削減効果が算定されていない】
東京都は太陽光義務化・EVの普及・住宅建築物の断熱強化を予定しており、条例改正を前に
既に今年度から東京ゼロエミ住宅補助金などを10倍増（250億円）し脱炭素を強く推進してい
る。
世田谷区素案は東京都の施策による効果を計上しておらず極めて過小評価となっている。
論点６【再生可能エネルギー電気利用割合】
素案では再生可能エネルギー電気の利用割合を2030年に50%としているが、これは東京都目
標と同一となっている。世田谷区は再生可能エネルギーの取り組みにおいて都内で最も先進
的な取り組みを行っており「せたがや版RE100}にもいち早く取り組んでいる。
東京都と同一の再生可能エネルギー電気利用割合50%は世田谷区の目標として過少であり、
気候非常事態宣言に整合しない。
例えば、再生可能エネルギー電気利用割合を65%とした場合には3.7％の削減が必要であり、
これだけで積上による削減率が60%となる。

まとめ
現在の施策積上により削減量が過小評価・過少計算になっていることを論点として指摘した
が、環境省の「地方公共団体実行計画（区域施策）」策定・実施マニュアル」では、バックキャス
ティングによる野心的な2030年削減目標の設定を求めている。
「世田谷区気候非常事態宣言」に整合した2030年温室効果ガス削減目標は上記論点による
積み上げ計算をより真摯に行った上で、今後の国際社会・日本における気候変動対策の進展
による削減施策の積み増しと日本の脱炭素を先導する世田谷区として65％以上の削減目標
の設定をお願いしたい。
また、区における温室効果ガス排出量削減に向けた追加的な施策集に掲載された「建築物省
エネ法（建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律）の基準上乗せ」は重要な施策で
あり全国に先駆けて世田谷区において条例制定を進めていただきたい。

37

この度の「地球温暖化対策地域推進計画」素案におきましては、2030年度における温室効果
ガス排出量の削減目標（中期目標）を、「達成すべき目標」「野心的な目標」として、それぞれお
示しいたしました。「達成すべき目標」は、2030年度の世田谷区における温室効果ガス排出量
の将来予測に、電力排出係数の改善、現時点で想定し得る国等による対策の効果や、区が
独自に追加し実施する対策の効果等を積み上げ、「2013年度比で57.1％削減」と設定しまし
た。また、「野心的な目標」は、これに加え、今後、時勢を捉えて新規施策の実施や既存施策
の拡充を継続的に推し進めることで達成する目標として、「2013年度比で60％削減」と設定し
ていました。
中期目標につきましては、この度の区民意見募集をはじめ、環境審議会でのご意見やご助
言、区議会での議論等を踏まえ世田谷区が住宅都市であることを考慮し、国の地球温暖化対
策計画の2030年度削減目標における家庭部門の目標値「66％削減」を参考に、計画案では
「野心的な目標」を66％としております。

141



NO 意見の概要 意見に対する区の考え

世田谷区地球温暖化対策地域推進計画（素案）に対する区民意見募集
意見の概要と区の考え 資料４ 別紙

38

世田谷区が2030年の目標をＣＯ₂削減率57.1%に引き上げていることは、すごいと思います。国
の目標が46%に対して、強い意識を持っていると思いました。
しかし、それでも環境NGOなどから、先進国である日本は62%をめざさなければならいという指
摘もあります。世田谷区としても、日本の地方自治体を引っ張るような62%という高い目標を立
てることはできないのでしょうか？今回の57.1%という数字の算出方法や具体的策についても、
一般市民にもわかりやすく説明してほしいです。

この度の「地球温暖化対策地域推進計画」素案におきましては、2030年度における温室効果
ガス排出量の削減目標（中期目標）を、「達成すべき目標」「野心的な目標」として、それぞれお
示しいたしました。「達成すべき目標」は、2030年度の世田谷区における温室効果ガス排出量
の将来予測に、電力排出係数の改善、現時点で想定し得る国等による対策の効果や、区が
独自に追加し実施する対策の効果等を積み上げ、「2013年度比で57.1％削減」と設定しまし
た。また、「野心的な目標」は、これに加え、今後、時勢を捉えて新規施策の実施や既存施策
の拡充を継続的に推し進めることで達成する目標として、「2013年度比で60％削減」と設定し
ていました。
中期目標につきましては、この度の区民意見募集をはじめ、環境審議会でのご意見やご助
言、区議会での議論等を踏まえ世田谷区が住宅都市であることを考慮し、国の地球温暖化対
策計画の2030年度削減目標における家庭部門の目標値「66％削減」を参考に、計画案では
「野心的な目標」を66％としております。。
なお、「達成すべき目標」については、目標の算定手順や考え方について、計画素案本編でお
示しした内容に加え、計画案では新たに資料編にも詳細を記載いたしました。

39

素案で、各項目のＣＯ₂削減量が、国の対策でX トン、世田谷区の対策でX トン、となっている
のがとてもわかりやすく、掲げている目標まで、あと、これだけがんばればいいんだな、という
イメージが湧いて、やる気もおきます。世田谷区民ではないですが、自分の住んでいるところも
同じような都市なので、参考になるし、世田谷区をお手本にしてほしいと思っています。

この度の「地球温暖化対策地域推進計画」素案におきましては、2030年度における温室効果
ガス排出量の削減目標（中期目標）を、「達成すべき目標」「野心的な目標として」として、それ
ぞれお示しいたしました。「達成すべき目標」は、2030年度の世田谷区における温室効果ガス
排出量の将来予測に、電力排出係数の改善、現時点で想定し得る国等による対策の効果
や、区が独自に追加し実施する対策の効果等を積み上げ、「2013年度比で57.1％削減」と設定
しました。
中期目標につきましては、この度の区民意見募集をはじめ、環境審議会でのご意見やご助
言、区議会での議論等を踏まえ世田谷区が住宅都市であることを考慮し、国の地球温暖化対
策計画の2030年度削減目標における家庭部門の目標値「66％削減」を参考に、計画案では
「野心的な目標」を66％としております。

40

〈温室効果ガスの削減目標〉について、今回、とりわけ中期目標（2030年目標）の数値に関し、
多くの意見が出されることと思う。私は、数値目標は高いに越したことはないにせよ、そこに固
執することには懐疑的である。市民は、あくまでも〈２ 計画の実行主体と役割〉に示されている
とおり、正しい知識に基づく実践と協働に重きを置くべきだと思う。また、数値目標を通じて「緩
和」にばかり焦点が当たることもよくないと感じている。現実の暮らしにおいては、「適応」は「緩
和」以上に切実で喫緊の課題であり、市民が実践し得ることも多い。行政への要請や提案も広
く「連携・協働」の一環と捉えるなら、日々の生活の中から具体策のニーズを見出し、伝えるこ
とは、適応策においてこそ、より広範に行うことができると思うからだ。

区は、地球温暖化対策においては、温室効果ガス排出量を削減する「緩和」と、すでに発生し
ている気候変動の悪影響を軽減する「適応」を両輪として、同時に推進していくことが必要であ
ると認識しています。
この度の当計画素案では、この二つの気候変動対策を、区民・事業者の皆様と区が連携・協
働・共創して取り組んでいけるよう、第４章を中心に、それぞれの主体での取組みや施策をお
示しさせていただきました。

41
2013年度比、57%減ないし60%減というが、具体的効果の算定、トレースはない。この４、５年の
推移の詳細もなく、過去の計画の検証なく、住民、業者、学識経験者、区職員等で徹底した議
論はないのはなぜか？

この度の「地球温暖化対策地域推進計画」素案におきましては、2030年度における温室効果
ガス排出量の削減目標（中期目標）を、「達成すべき目標」「野心的な目標として」として、それ
ぞれお示しいたしました。「達成すべき目標」は、2030年度の世田谷区における温室効果ガス
排出量の将来予測に、電力排出係数の改善、現時点で想定し得る国等による対策の効果
や、区が独自に追加し実施する対策の効果等を積み上げ、設定しております。「達成すべき目
標」については、目標の算定手順や考え方について、計画素案本編でお示しした内容に加え、
計画案では新たに資料編にも詳細を記載しております。
また、当計画の策定にあたっては、検討の基礎資料として活用するため、令和３年度に現計
画の取組みに関する実績調査を行い、区議会や環境審議会へ報告し、これを踏まえ、有識者
及び区民委員等で構成する区の環境審議会でご議論をいただいております。また、この度の
区民意見募集に先立ち、「若者環境フォーラム」や「地球温暖化対策地域推進計画見直しに関
する区民ワークショップ」「区民説明会」等を開催し、区民の皆様から気候変動に関するご意見
やご提案を伺ってまいりました。当計画につきましては、こうしたご意見、ご助言や、区議会に
おけるご議論等も踏まえ、策定を進めております。

42
2030年の目標設定の妥当性が不明瞭。すでに地球温暖化対策は長年実施しており乾いたぞ
うきんと言われております。今回の高い目標がクリアできるという現実的な見込みがあるのか
目論見を開示していただきたい。

この度の「地球温暖化対策地域推進計画」素案におきましては、2030年度における温室効果
ガス排出量の削減目標（中期目標）を、「達成すべき目標」「野心的な目標として」として、それ
ぞれお示しいたしました。「達成すべき目標」は、2030年度の世田谷区における温室効果ガス
排出量の将来予測に、電力排出係数の改善、現時点で想定し得る国等による対策の効果
や、区が独自に追加し実施する対策の効果等を積み上げ、設定しております。なお、「達成す
べき目標」については、目標の算定手順や考え方について、計画素案本編でお示しした内容
に加え、計画案では新たに資料編にも詳細を記載しました。

43
計画素案43ページ②二酸化炭素排出量について、61.8％の削減を明記してくださり、現在を生
きる大人として、良心と責任ある判断をしてくださることに心から感謝します。調整中となってい
ますが、どうかこのままで決定してくださいますようお願いいたします。

44
東京都を率先して脱炭素に向けて引っ張っていただきたいです。あと数％数値を高めていただ
けると、他の区も派生していくので、ぜひともＣＯ₂排出量62.6%ではなく、65%以上（～67％）の目
標設定をお願いします！

45
計画素案44ページ　３－３ 個別削減目標について、家庭部門の二酸化炭素排出量とエネル
ギー消費について、数字目標を設定してくださりありがとうございます。

世田谷区の温室効果ガス排出量におきましては、総量の４割以上を占める家庭部門の排出
割合の高さが特性として挙げられます。当計画では、これを踏まえ、家庭部門のＣＯ₂排出量と
エネルギー消費量の目標を設定し、電気やガスなどのエネルギー消費の削減を促してまいり
ます。
なお、これらの個別削減目標に向けた各ご家庭での具体的な取組みやそのＣＯ₂排出削減効
果につきましては、計画素案のコラム「家庭でのＣＯ₂排出・エネルギー消費削減に向けた取組
み」において、お示しさせていただいています。

この度の「地球温暖化対策地域推進計画」素案における、2030年度のＣＯ₂排出量削減目標
（中期目標）につきましては、温室効果ガス排出量削減目標の「達成すべき目標」を基に算出
しております。
中期目標のうち、温室効果ガス排出量の削減目標につきましては、この度の区民意見募集を
はじめ、環境審議会でのご意見やご助言、区議会での議論等を踏まえ世田谷区が住宅都市
であることを考慮し、国の地球温暖化対策計画の2030年度削減目標における家庭部門の目
標値「66％削減」を参考に、計画案では「野心的な目標」を66％としております。
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第４章　温室効果ガス排出抑制等に関する対策・施策

46

再生可能エネルギー由来の電力メニューを選択するように努める。には明確に反対する。電
力の安定供給と脱炭素を両立した水素やアンモニアなどを活用したゼロエミッション化に注力
したり、原子力発電や洋上風力・水力発電を活用したりする電力メニューを区として推奨してほ
しい。

区内のＣＯ₂排出量のうち、約半分が家庭部門からの排出と算出されております。発電時にＣＯ
₂を排出しないとされる再生可能エネルギー由来（太陽光、風力、水力、ﾊﾞｲｵﾏｽ、地熱）の電気
を、多くのご家庭が選択することで、区内のＣＯ₂排出量を抑えることにつながると考えます。
脱炭素の流れが加速するなか、多くの小売電気事業者が、再生可能エネルギーを電源とした
再エネ電力メニューを用意しています。太陽光発電システムの設置が困難である住宅・事業
所においても、再エネ電力の選択を促すことで、区内の再エネ利用拡大を図って参ります。
　また、区では、移動式水素ステーション（世田谷清掃工場内）の運用や、公用車にFCV（燃料
電池自動車）を導入するなど、水素エネルギーの普及啓発を図っているところです。水素やア
ンモニアは、安定供給と幅広い分野での脱炭素化の可能性が期待できる電源であり、様々な
研究や実証が行われておりますが、現時点では、価格面や一般への普及にはまだ課題があ
ると認識しております。

47
計画素案第４章 温室効果ガス排出抑制等に関する対策・施策について、各項目とも具体的で
素晴らしいと思います。あとはいかにやってもらうかの点が今後の目標を具体化する段階で明
確になるとよいと思います。ぜひ住民を巻き込んで流れづくりをしていただけたらと思います。

当計画における「世田谷区のめざす将来像」の実現や温室効果ガスの削減目標の達成に向
けては、区民や事業者の皆様及び区等のそれぞれが、主体的に地球温暖化の緩和と適応に
向けた取組みを進めていくことが求められます。特に、世田谷区においては、家庭部門からの
温室効果ガスの排出が総量の４割以上を占めており、家庭部門の排出削減を進めていくこと
が必要です。区としても、区が自ら率先して対策を実施するとともに、区民・事業者の皆様の取
組みを支援する施策を展開し、温室効果ガス排出量削減と気候変動への適応に向けた三者
の「連携・協働・共創」を推進してまいります。

48
〈区民の取組みと区の施策〉〈事業者の取組みと区の施策〉について、広範かつ適度に落とし
込まれていると思う。その上で、いかなる具体策が展開されるのかが重要なのであり、繰り返
しになるが、市民的アイデアが生きる可能性もまさにそこにあるのだと思う。

当計画素案では、第４章において、めざす将来像の実現や温室効果ガスの削減目標の達成
に向けて、区民や事業者の皆様及び区の各主体が実施する取組みについて、お示しさせてい
ただきました。
計画策定後におきましても、こうした取り組みを着実に実施していくとともに、庁内の関係所管
と連携・調整を図りながら、新たな対策の実施に向け、検討を進めてまいります。

49

〈施策体系〉について、地球温暖化対策は、「緩和」と「適応」に大別できること、まずここから市
民の認識を高めることが必要だと思う。2016年から開催されているイベントにおいて、適応策
は早くも第1回で取り上げられたテーマだが、それが区政に反映された実感は、残念ながら乏
しい。。
図示された取組みはどれも大切だと思うが、重要度やプライオリティには当然ながら序列があ
るはずで、図ではわからない。重要度が浮かび上がるような図示の仕方を工夫すべきだと思
う。
→施策Ⅰ－1「脱炭素型ライフスタイルへの転換」
　とても重要な課題である。単なる変化ではなく、抜本的な行動変容を促すという点では、もう
少しインパクトのある表現に変えた方がいいように思うが、意図することに異議はない。
→施策Ⅰ－3「環境教育・環境学習」
　個人的には、これこそは、最重要課題に位置付けられるべきだと思う。「緩和」と「適応」の概
念、その具体策は、全世代がその世代なりの仕方で把握しなければ、話は始まらない。
→施策Ⅴ－1「豪雨対策・ヒートアイランド対策（グリーンインフラ）等」
　都市部のみどりの最大の役割は、いまやヒートアイランド対策である。一方で、グリーンイン
フラについては、多様な形態や機能があることをうまく説明する必要がある。結局は、環境教
育・環境学習に行きつく。

当計画素案では、地球温暖化に対する各主体の取組みについて、第４章で「施策の体系」の
とおり整理し、お示しさせていただきました。これに基づき、めざす将来像の実現と、温室効果
ガス排出量の削減目標の達成に向けて、区民、事業者の皆様と、区のそれぞれが、主体的
に、かつ連携・協働・共創し、行動していけるよう取り組んでまいります。
合わせて、「重点施策」として、「区の地域特性に合うもの」や「温室効果ガス削減効果が大き
いもの」などのポイントを踏まえ、区が重点的に取り組む施策について選定し、お示ししており
ます。

50

素案ｐ５５取組み方針Ⅱ－２「エネルギーの効率的利用・再生可能エネルギー等の利用拡大」
について、記載の方針の通り、事業所（オフィス、店舗等）において、エネルギー利用の面か
ら、ZEBの実現、設備機器の高効率化、エネルギー管理の最適化を推進することは重要と考
えます。そのためには、燃料電池、コージェネレーションシステムを導入することが有効な手法
の一つであることから、以下のとおり変更することを提案します。
取組み①「建物の省エネルギー化・省エネルギー機器の導入」の取組みメニュー「○業務用・
産業用燃料電池を導入する。」を「○業務用・産業用燃料電池、コージェネレーションシステム
を導入する。」に変更。

建物の省エネルギー化、省エネルギー機器については、取組みの方針として記載しており、今
後施策の展開を図っていく際に、いただいたご意見を参考にしながら具体的メニューを提示で
きるよう、検討を進めてまいります。

51

2030年目標達成の為の成人現役層への働きかけを強化してください。この層は、家庭での意
思決定の中心です。施策が効果を発揮するには、この層の計画理解と行動が大切です。素案
の学生サポーターと現在の出前講座だけでは難しいです。先ずは、発信強化のベースとして、
区のHPに「温暖化ポータル」（仮称）を作り、区の政策が全て容易且つ一体的に把握出来る様
にして下さい。環境省の「脱炭素ポータル」の様に。次に、この層を対象としたタウンミーテン
グ、出前講座を計画的に実施して、計画の認知度を高めて下さい。SNSを使った定期的フォ
ローも大切です。最後に、忙しいこの層が関心を持ち続け継続的な行動を促す為に、助成金、
省エネポイントだけでなく、太陽光パネル利用、エコフレンドリーショップ利用、せたがや育ち購
入、家庭ゴミ削減等を幅広く、ゲーム形式で楽しく競う様なプログラムの検討も必要です。

地球温暖化による気候変動は年々深刻化しており、区民生活に大きな影響を及ぼしていま
す。区としても、区民や事業者の皆様と情報を共有し、ともに行動していくことが、気候危機へ
の取組みを推進するうえで大変重要であると認識しており、令和２年１０月に行った「気候非常
事態宣言」のリーフレットの配布など、機会を捉えて情報発信を行ってまいりました。
「地球温暖化対策地域推進計画」につきましても、より多くの区民の方に当計画を認知してい
ただけるよう、区の広報誌「せたがや」や区ホームページ等での周知に加え、計画の概要版
を、区民閲覧用として区民窓口や出張所、まちづくりセンターに配架してまいります。
今後とも、効果的な普及啓発に向けた情報発信に努めてまいります。
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52
各町にごみ回収拠点を常設設置し、ごみを分別することが金銭的プラスになることの意識を高
める。

ご意見いただきました「ごみの回収拠点」として有名な徳島県上勝町のゼロ・ウェイストセン
ターの実践は、住民の方に相当程度ごみの減量・分別に取り組んでいただくことにより、ごみ
量の削減、高いリサイクル率を実現し、ごみの収集・運搬費用に留まらずごみ処理経費の削
減に繋がっているものと認識しております。
その一方で、世田谷区内で発生するごみ量を回収できる拠点の整備には、広大な面積が必
要となること、公衆衛生の向上、住環境の維持のためごみや資源の収集運搬・処理等の体制
が別途必要となること、また、住宅地が大半を占める世田谷区では近隣住民との合意形成の
困難性などの諸課題も抱えています。区としましては、他自治体の好事例などを参考にしなが
ら、世田谷区でできる持続可能な社会の実現に向けた施策等の検討を行っていくとともに、ご
みの収集運搬や処理・リサイクルに関わるコストやごみ分別によるリユースやリサイクルの財
政効果などの情報発信についても工夫を図ってまいります。

53 家庭ごみを減らすためにゴミ回収に一定の有料化を検討する。

現在、家庭から出る粗大ごみは有料で収集しておりますが、可燃・不燃ごみは無料で収集して
おり、これらの有料化はごみ減量への有効な手法の一つであると認識しております。
しかし一方で、可燃・不燃ごみの中間処理は23区共同で行っており、有料化は23区が足並み
を揃える必要がありますが、各区の意見がまとまっていない現状があります。
また、有料化は区民の皆様に新たな負担をお願いすることとなります。
家庭ごみの減量に向けた取り組みについては、区民の皆様のご意見も踏まえながら、幅広い
視点で様々な施策を検討・実施してまいります。

54
使い捨てプラスチック食器（ストロー・スプーン等）の使用には、レジ袋と同様に小売価格を設
定し、消費者負担をさせる。

令和４年４月１日にプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律が施行され、販売・提
供段階ではレジ袋有料化に続き、ストロー、スプーンなどワンウェイプラスチックの使用の合理
化について定められ、排出・回収・リサイクル段階では排出事業者の排出抑制・再資源化が求
められております。消費者負担に関しまして、国の政策に対するご意見として承ります。

55

世田谷は住宅地が大半を占めるので、住環境下での対策が求められますが、現在東京都が
進める新規住宅の太陽光発電パネル設置義務化は各家庭の負担が重いと思われる。
そこでより具体的に、即効性があるのは各家庭の生ごみの削減と思う。実際２年ほど前から
LFCコンポストを始めてゴミを出す量が減ったが、かなり貢献していると思う。一方コストはか
かっており、ゴミを減らしたからといってインセンティブはなく、もう少しコンポストを支援する、ゴ
ミを減らすことへの意欲を掻き立てる施策がないと広がらないと思う。空き地や公園にコンポス
トBOXなどを設置することも必要（できたコンポストの処理も課題）。せっかく世田谷には生産緑
地もまだ残っているので、世田谷産堆肥、という形で取り組んでほしい。

区は生ごみ削減の取組みとして、誰もが実践できる生ごみの水切りの呼びかけを中心に、生
ごみ堆肥化講習会や生ごみカラッと減量講座も含めた各種講座の実施など、生ごみ減量に向
けた普及啓発を行っております。コンポスト容器については、平成24年度まで生ごみ処理機購
入費の助成を行っておりましたが、申請者数減少のため、現在は終了しております。公園等で
のコンポスト容器の設置は、土地の管理上やできた堆肥の活用が困難などの課題があり、現
在は講習会などにおいて家庭菜園などでの堆肥の自己利用を呼びかけています。
家庭ごみの約３割を占める生ごみの削減は、ごみ量全体の削減につながります。引き続き、
生ごみの発生抑制に向けた啓発を進めるとともに、今後は、食品を買いすぎない、食べ残さな
いなど食品ロス削減に向けた行動についても区民や事業者に呼びかけ、環境に配慮した持続
可能な社会の実現に向けて取り組んでまいります。

56
環境配慮型住宅リノベーションのプログラムの見直しを含む、既存住宅の省エネルギー化の
推進を徹底すること。

本事業は省エネルギー機器類の設置も補助の対象としており、住宅機能の維持向上及び環
境に配慮した住宅の普及促進ならびに省エネルギー化の推進を目的としております。令和５
年度の環境配慮型住宅リノベーション推進事業の拡充に向け検討してまいります。いただいた
ご意見は、今後の施策の参考にさせていただきます。

57 災害時にも活用できる蓄電池の保有のための補助金制度の導入。
区民向け蓄電池の導入補助事業は、再生可能エネルギーの有効利用及び災害時における地
域防災力の向上を目的に、令和２年度より開始しました。令和５年度も引き続き事業を実施し
たいと考えております。

58 電気自動車を蓄電池として活用することへの補助金制度の導入。

電気自動車を蓄電池として活用する観点は災害対策上も非常に有効であると認識しておりま
す。現在検討中の環境配慮制度の評価算定書の改定においては、V２B(Vehicle　to Building)
及びV2H(Vehicle　to home)に関する機器等設置の取り組みについても今後評価していく方向
で改定作業を進めております。いただいたご意見は、今後の施策の参考にさせていただきま
す。

59 ZEH住宅や屋上緑化をした住宅の容積率や建蔽率を緩和してほしい。
容積率や建蔽率は、建築物の密度や規模を規制・誘導しつつ、採光・日照や通風等市街地の
環境の確保を目的にしています。一方で、規制緩和については法律改正が必要であるため、
建築基準法などの関連法令の動向を注視してまいります。

60
太陽光発電システムなどを導入する際は、製造過程で人権に配慮していないメーカーの機器
を補助対象から外してほしい。

区では、令和３年度より太陽光発電システムを導入する区民の皆様に対し、経費の一部を補
助しています。現在の補助要件としては、「システムを構成するモジュールが一般財団法人電
気安全環境研究所（JET）又は国際電気標準会議（IEC）のIECEE-PV-FCS制度に加盟する海
外認証機関の認証を受けたものであること。」としておりますが、いただいたご意見を参考に、
よりよい制度となるよう今後も検討を進めてまいります。
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61

居住するマンション11階から近隣の数百軒の屋根を見て思うことは、太陽光発電のパネルを
設置している家が全く無いということです。区の計画では中期目標の一つとして「2030年度に
おいて、再生可能エネルギーを利用している区民の割合５０％をめざします」という中期目標
が掲げられています。世田谷区において再エネを利用する方法は太陽光発電を各家庭が屋
根にパネルを設置して利用する以外にほとんどないと思われます。地球危機はまったなしの
状況で、将来の世代に安心して生きていける地球を残すということは、現役世代の責務です。
具体的にどうやってこの計画を実現するのかが問われます。個人任せではなく、事業者の負
担において太陽光パネルを設置することを本気で進めていく必要があるのではないかと思って
います。この点についての具体策があるのかお示し頂きたい。なんらかの施策が示されるのな
ら、自分自身で仲間と事業を立ち上げ、この目標達成にいくばくでも貢献できればと思っている
次第です。

区では、「太陽光パネル」を設置し、自宅の電源とされているご家庭だけでなく、「太陽光パネ
ル」が設置できない家屋においても、契約する電気を「再生可能エネルギー」により発電された
環境性の高い電源に切り替えを促進することで、再エネ利用割合を５０％にしていくことを目指
してまいります。
また、区内で大型マンション等を建設する際には太陽光パネルを設置をするよう「環境配慮制
度」において誘導しておりますが、今後は「東京都建築物環境計画書制度」でも「新築の戸建
て住宅」への太陽光パネル設置が進むことも想定し、再生可能エネルギーの区民利用の促進
を図ってまいります。

62
太陽光パネル設置をしない新築住宅からは課徴金をとって、設置費用の補助金の財源とす
る。

東京都では、令和４年９月に新築住宅への太陽光パネル設置義務化の基本方針を策定しま
した。東京都の動向を踏まえ、区でも「環境配慮型住宅リノベーション推進事業補助金」の制
度改正等を検討しています。いただいたご意見は今後の制度運営の参考にさせていただきま
す。

63
再生エネルギーの導入について、太陽光発電等が挙げられているがライフサイクルでの温室
効果ガス排出量や、廃棄時の有害物質の人体への影響を調査し開示していただきたい。ま
た、地球温暖化対策にかかる費用について妥当性があるのかを開示していただきたい。

太陽光発電のライフスタイル(製造時や発電時)における温室効果ガス排出量（１kWhを発電す
るために排出する温室効果ガス排出量）は、17～48[g-ＣＯ₂/kWh]と算出されており、化石燃料
による火力発電（519～975[g-ＣＯ₂/kWh]）に比べて、数％程度であるとされています。
一方、太陽光モジュールには、鉛などの有害物質が使用されているもあることから、環境省で
は、平成28年３月に「太陽光発電設備のリサイクル等の推進ガイドライン」、令和３年５月に「太
陽光電池モジュールの適切なリユース促進ガイドライン」を策定し、使用済み太陽光パネルの
適正なリユース、リサイクル・処分の確保を提示しています。
最終的な処分にあたっては、人体への影響がないよう、メーカー等が公表している含有情報を
踏まえ、廃棄物処理法に従い、専門事業者を通じて、地下水汚染対策がされている「管理型
最終処分場」に埋め立てるなど適正な処理が必要となるため、国の動向等を注視するととも
に、区民の皆様に分かりやすく周知できるよう、努めてまいります。
また、地球温暖化対策にかかる費用については、定量的な評価が難しいものもありますが、
各個別施策における温室効果ガス排出量の削減効果を精査しつつ、予算確保に努めてまい
ります。

64 区民による土曜日、日曜日の農業作業の推進と区による農家への指導、協力体制の充実。

区では、区民の方が自由に農作業を行える区民農園の整備や、農家の指導を受けて農地で
農作業を体験する事業をはじめ、農家が生産した農産物等の収穫体験など、区民を対象にし
た事業を行っております。
また、区内JAや農家で構成する団体等とも連携を図り、都市農業の推進を行っており、今後も
引き続き、取組みを進めてまいります。

65 小・中学校の授業に週1時間の「環境教育」の時限を設定する。

「環境教育」は総合的な学習の時間をはじめとして、学習指導要領に基づき、各教科等の学習
活動の中で、各学校において、適切に学習が進められているところです。教育委員会といたし
ましては、今年度、ＳＤＧｓをテーマとした、研究協力校を指定し、その研究の成果を各学校へ
広めていけるよう取り組んでおります。さらに庁内の関係所管と連携し、小学校において環境
出前授業を開始したり、若者環境フォーラムに中学生が参加したりもしているところです。今後
も、各学校の実態に合わせた教育活動が推進されるよう、取り組んでまいります。

66
次の世代を引き継ぐ高校生を対象にSDGｓ、地球温暖化対策、環境問題の論文・活動行動の
発表大会を毎年継続して実施する。

中学生から大学生等の若者たちが主体となって気候危機問題について議論や情報発信を行
い、一人ひとりの環境に配慮した行動変容を促進することを目的として、「若者環境フォーラ
ム」を令和３年度より開催しています。今後もこうした取組みを継続し、2050年の目標達成に向
けて次世代の人材育成を図ってまいります。

67 川場村と連携して、一泊二日の自然教育プログラム合宿を年一回実施すること。

世田谷区では、「健康村里山自然学校」を開設し、川場村で様々な交流事業を実施していま
す。中でも「里山塾」では、世田谷区民が川場村に宿泊して、村内の山林の枝打ちや除伐、間
伐等の作業などの里山の保全活動を行っています。この事業では、地元の山仕事の職人や
大学教授から、自然環境を守るための専門的な知識や技術を学んでいます。

68
ＳＤＧｓ、温暖化対策などについて自分には何ができるかなどをテーマとする区民作文コンクー
ルを実施する。

SDGｓの推進、地球温暖化対策などについて、区民・事業者の皆様一人ひとりが「自分事」とし
て捉え、環境への影響を考えて行動を変えていくことが大切だと考えています。そのため、こ
れからの未来を担う若者が主体となった啓発事業「若者環境フォーラム」や「環境出前授業」を
新たにスタートする等、気候危機に対して、大人から子どもまで一人ひとりが、何ができるかを
考える機会を創出しております。頂いたご意見も参考にしながら、こうした取組みを継続・発展
させてまいります。
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69

区民同士で環境問題について情報を共有し、相互に環境意識の向上をめざすことが可能とな
るように、区のＷＥＢ上に環境問題に関する区民からの情報提供のサイトを設け、区民が環境
問題について自由に写真、コメント等をアップロードし、それを区民の誰もが見られる場とす
る。

いただいたご意見は、今後の施策の参考にさせていただきます。。
今後とも、効果的な普及啓発に向けた情報発信に努めてまいります。

70
計画素案59ページ　環境教育・環境学習について、ぜひ生態系、生物多様性に関する項目も
入れていただきたいです。

ご意見をいただきました、項目の構成につきましては、今回の区民意見募集をはじめ、環境審
議会でのご意見やご助言、区議会での議論等を踏まえ、全体のバランスを考慮し、構成してお
ります。
なお、計画素案59ページの取組みの内容に記載の「みどりの出前講座」では、次代を担う子ど
も達に、みどりの恵みや生きもののつながりの大切さを伝える、生き物の観察に関する講座等
を実施しています。

71 2030年までの新規住宅について、年次ごとの太陽光パネルの設置率の目標値を設定する。
区における2030年度太陽光発電システム設置棟数（累計）については、目標値を設定し、当計
画案でお示しさせていただきます。

72 スーパーでは肉類をトレーではなく袋に入れて売ることを義務化してほしい。

令和４年４月に施行された「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」では、製品
の設計からプラスチック廃棄物の処理までに関わるあらゆる主体におけるプラスチック資源循
環等の取組みを促進するための措置が講じられ、多様な物品に使用されるプラスチックに関
し、包括的に資源循環体制が強化されます。
世田谷区では、精肉等のノントレー販売や食材仕入れ時にプラスチック削減を行っている小売
店や飲食店を、「せたがやエコフレンドリーショップ」として登録し、各店舗の取組みを区ホーム
ページ等で紹介するなど店舗の取組みの支援と区民の店舗利用のはたらきかけを行っていま
す。今後も「エコフレンドリーショップ」の登録促進を行うことで、プラスチック削減を推進してま
いります。

73 食品衛生上の観点からプラスチックの使い捨てにすべきものへの制限を掛けないでほしい。

「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の施行を踏まえ、世田谷区における今
後のプラスチック資源循環施策のあり方の検討を進めております。検討に際して、学資経験者
や区民、事業者で構成する清掃・リサイクル審議会を現在開催しており、専門家の知見や区
民等からの意見を伺ってまいります。

74
フードドライブの観点を考えると、遠隔地から持ってきた天然物やハウス物の農作物よりも区
内の野菜工場で作った野菜の方が環境負荷が少ないのではないか? 検討してほしい。

区内の農地面積は約80ヘクタールで年々微減しており、農家数も約300戸ほどとなっておりま
す。収穫量も大根やトマト、ジャガイモなど数十品目の野菜類680トン、みかんやぶどうなどの
果樹類56トンをはじめ、花卉・樹木類もあり、農家個人に直売所やJA共同直売所、市場などに
出荷されております。
区内で栽培した農産物を区内で消費する、いわゆる地産地消を行っておりますが、区内全域
をカバーできる量には達していないのが実情です。

75 せたがやpayで環境配慮製品へのポイント加算を行う。
いただいたご意見につきましては、せたがやPay運営主体の商店街振興組合連合会や関係所
管にも情報共有したうえで、今後のせたがやPay事業実施の参考とさせていただきます。

76
空き家の買取（買取主体はNPO等）による住まいのリフォーム、緑地化等の推進を図る。単独
の空き家対策でなく、ＣＯ₂削減に寄与するようなリフォーム、緑地化を区が指導する。

地球温暖化の防止と住環境の向上等に寄与する施策のあり方については、いただいたご意
見も参考に、今後検討してまいります。

77

補助金制度の充実により、新設住宅の屋根には太陽光パネルの設置を義務付ける。ハウス
メーカー、工務店等の業者に新築住宅についての太陽光パネル設置の実績報告を義務付
け、達成度が低い業者については公表する。太陽光パネルの設置義務の対象は、東京都が
新設住宅について太陽光パネル設置の義務化を打ち出しているのでそれを参考にしつつ、新
規住宅のみならず、公共施設、3階以上のビルも対象とする。

「世田谷区環境配慮型住宅リノベーション推進事業補助金」事業について、現在の既存住宅
への太陽光発電システム設置補助に加え、来年度からは新築住宅への拡充を行う予定です。
また、今後の国や東京都の動向を踏まえながら、さらなる制度改定等について検討を進めて
まいります。

78
区内の新規住宅等の建設について、ハウスメーカー、工務店及び建設会社等の業者に対して
新設の一定割合はZEH化を義務付け（補助金制度を同時に導入）、建設実績の報告を義務化
し、一定割合を達成できない業者名を公表する。

区内の新規住宅等の建設について、敷地面積が3,000㎡以上又は高さが60ｍ以上又は延べ
床面積が5,000㎡以上のものに該当する場合、環境配慮制度の対象となります。環境配慮制
度では、開発事業者等の方々に環境への配慮を要請し、配慮内容を評価する仕組みを導入
しております。評価結果（評価算定書）は原則として区のＨＰで公表しており、環境配慮の方向
性を明示する仕組みとなっております。評価結果（評価算定書）の中にはZEH化を評価する項
目を設けており、建築構想の早い段階から、環境配慮の取組みを計画していただくこととして
おります。ZEH化の義務付けについては、国や都の制度の動向も踏まえ引き続き検討してま
いります。

79 中高層ビル屋上の小型風力発電機の設置を推進し、補助金制度を設ける。

風力発電は他の再生可能エネルギーによる発電方式と比較してもエネルギーペイバックタイ
ム（設備のライフサイクルを通じて消費されるエネルギーを、その発電設備を使用することで相
殺できる期間）が短く環境への負荷が少ないと考えられます。しかし、特に密集市街地におい
ては、近隣への振動や騒音等の問題が懸念されます。いただいたご意見は今後の補助事業
運営の参考にさせていただきます。

146



NO 意見の概要 意見に対する区の考え

世田谷区地球温暖化対策地域推進計画（素案）に対する区民意見募集
意見の概要と区の考え 資料４ 別紙

80
エネルギーの地産地消は区内業者に限らず国内の優れた業者と提携してほしい。特に地中
熱空調は小田急線の複々線化で実績があると思うので、どんどん利活用すべき。

PPAモデル（第三者保有モデル）による公共施設への太陽光発電設備等の設置事業では、プ
ロポーザルにより事業者を公募・選定し、エネルギーの地産地消に取り組んでおります。
また、地中熱活用について、保健医療福祉プラザ（うめとぴあ）では、深さ100メートルの垂直型
地中熱交換機を８本設置し、冷暖房に活用しています。
今後も地中熱活用の可能性を検討し、掘削費用や地中熱採熱管の設計等も含め、総合的に
判断して事業者を選定してまいります。

81 水道管や河川を利用して小型発電の推進を図る。

「小水力発電」は、一定の流水（水量や落差）がない場所では効率的な発電ができないこと、
河川等の法制度の制約、ごみの清掃など維持費用などの課題がありますが、自然環境に与
える負荷が軽微であるため、脱炭素に向けて有効な発電方法でありますので、ご意見を参考
にさせていただきます。

82

素案ｐ６３施策Ⅲ－１「エネルギーの地産地消」について、災害対策の観点では、天候等により
出力が不安定な再生可能エネルギーを補うため、蓄電池やコージェネレーションシステム等を
導入し、自立的分散型エネルギーを確保することが有効であることから、以下の通り変更、追
加することを提案します。
・本文を以下の通り変更する。
「脱炭素社会の実現に向け、事前エネルギーの力である太陽光、地中熱などの再生可能エネ
ルギーを活用することが重要です。また、災害対策等の観点から、区内において再生可能エ
ネルギー、蓄電池、コージェネレーションシステム等を活用した自立分散型エネルギーを確保
することも有効です。」
・取組み③「開発事業等に伴う再生可能エネルギーの導入促進」に以下の項目を追加する。
「再生可能エネルギーの導入にあわせて、蓄電池、コージェネレーションシステム等を導入し、
自立的分散型エネルギーの確保を促進する。」

小規模分散型エネルギーの確保については、再生可能エネルギー以外の選択肢も考えられ
ることから、いただいたご意見を参考に検討させていただきます。

83
地方の森林資源の有効活動、熱源利用による地域活性化に大きく貢献することから、素案の
計画数字よりもっと積極的な地方自治体との連携によるバイオマス発電の推進。

バイオマス発電は、原料の回収・運搬の過程における発電コストの課題など普及への制約が
ありますが、エネルギーの地産地消の実現や発電事業による地域活性化にもつながるため、
脱炭素社会の実現にむけた有効な電源です。引き続き、交流自治体等に働きかけ、電力の自
治体間連携に取り組んでまいります。

84 スマートグリッドは区内業者に限らず国内の優れた業者と提携してほしい。

スマートグリッドは、発電側と電力需要側をシステムでつなぐことで、エネルギーの無駄を減ら
し、効率的な電力供給が期待されます。
スマートグリッド検討する際は、プロポーザル等で広く事業者を公募し、優れた電力技術やIT
技術をもつ事業者を選定する必要があると考えております。

85

素案65ページ施策Ⅳ－１「エネルギーを賢く使うまちづくり」の取組み①「エネルギーを賢く使う
まちづくり」について、脱炭素で持続可能なまちづくりに向けては、エネルギーの効率的利用と
災害対策の両立を図ることが肝要と考えます。再開発などのまちづくりにおいて、平時の省エ
ネルギー性に優れ、災害発生時の地域のレジリエンス向上に寄与するコージェネレーションシ
ステム等の自立的分散型エネルギーの導入により、脱炭素で持続可能なまちづくりにつなが
ることから、以下の通り変更することを提案します。
取組みの内容「再開発などの街づくりの取組みを契機とした地域冷暖房、建物間融通等の導
入促進」を「再開発などの街づくりの取組みを契機としたコージェネレーションシステム等の自
立的分散型エネルギー、地域冷暖房、建物間融通等の導入促進に変更。

再開発など規模の大きい計画については特に導入効果が高いと思われます。地域冷暖房に
限らずコージェネレーションシステムなど様々な仕組みを、引き続き、機会を捉えて導入、促進
を行っていきます。

86

世田谷の課題解決に繋がる一体的な取組みを重点として行ってください。温暖化だけでなく、
「震災に強い街づくり」「住宅地の狭い道路での安全対策」も区民の解決要望の強い需要課題
です。個人の省エネ行動、各家庭の助成も大切ですが、重要課題解決のCo－benefitにはなり
ません。一方世田谷の住宅の中心は共同集宅（特に古い団地）であり、ここへの温暖化対策
は極めて重要です。先ずはモデル地区を指定して、建物の省エネ化と太陽光発電と蓄電池導
入、駐車場を無くし、歩行者・自転車を優先とした道路をセットとした一体型の街づくりを、老朽
化団地の建て替え時に都等と連携してやって下さい。そして、そこを「脱炭素先進地域」のモデ
ルにすれば良いと思います。

地球温暖化対策は、区民生活に深く影響する、防災、都市整備、産業などの多岐に渡る分野
と関連しています。区としても、幅広い関連分野に好影響を与える対策の推進に努めてまいり
ます。
国が募集を進めている「脱炭素先行地域」につきましては、区内の地域特性や地域課題を踏
まえ、庁内関係所管とも連携・調整しながら、こうした複合的な課題への同時解決をめざし、応
募に向けて、検討を進めてまいります。

87
ZEVは電力網に負荷の掛かる電気自動車よりも燃料電池車やPHVを推奨してほしい。特に事
業者向けについて、テナントで入っている事業者が太陽光発電システムを活用して電気自動
車を用いることは不可能では?

区では脱炭素社会の実現に向けて、EVやPHV、FCVといったZEVの普及促進を進めておりま
す。急激なEVの普及や同時間帯の充電による電力負荷の問題は認識しております。いただい
たご意見を参考に、今後も環境負荷の少ない自動車の普及に取り組んでまいります。

88
区民が燃費の悪い車両を導入することを制限して欲しい。特に世田谷の狭隘道路に適さない
車両は、こういった環境配慮制度を用いて排除して欲しい。

低燃費車両の導入に関する規制については、東京都の環境局において行っているため、いた
だいたご意見は当局に伝えます。なお、狭隘道路における燃費の悪い車両の規制について
は、どういった方策が可能か、道路管理者や警察にも確認の上、今後に向けた検討課題とさ
せていただきます。
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89
自転車利活用の観点から車道を自転車最優先にして車が走りづらい街にすべき。特にゾーン
30地区では自動車の通り抜けが出来ないようにしてほしい。

ゾーン30は、地域要望や交通事故状況等をもとに、警察による面的な速度規制（時速30㎞）で
あり、生活道路における自動車の走行速度や通り抜けを抑制する対策です。
区では、歩行者・自転車・自動車がともに安全で快適に通行できる道路環境を目指し、自転車
走行位置の明示を目的とした自転車ナビマーク等の整備とともに、警察と連携して、ゾーン３０
の実施支援や歩行者・自転車利用者・自動車ドライバーの交通安全啓発に取り組んでおりま
す。

90
区役所が使用する公用車、郵便配達車、ごみ収集車のEV化を徹底するため、2030年に100％
EV化の年次計画を策定し、達成度合いについて毎年公表する。

区では令和４年10月末に「公用車の管理運営に係る基本方針」を策定し、現在区が所有する
公用車のうち乗用車・貨物車をリースに切り替え、総量を抑制しながら、令和９年度までに確
実な更新とZEV化を進めることとしています。ごみ収集車を含む特殊車両については、今後の
ZEVの開発販売状況等を注視しながら引き続き検討してまいります。

91
民間の新聞配達車、宅配便の車両のEV化を徹底するため、保有台数の一定割合をEV化する
ことを義務付ける。2030年までに達成することを目標に年次計画を策定し、実績を毎年届け出
させる。達成割合が低い企業については公表する。

東京都条例において、一定台数以上の自動車を使用する都内の事業者を対象に、使用する
全車両数のうち特定低公害・低燃費車について一定割合の導入を義務付け、導入を怠り義務
率未達成の場合は必要な措置をとるように勧告、従わない場合は公表しております。世田谷
区においてもＥＶをはじめとしたＺＥＶの普及促進に向け、インフラ整備や啓発に取り組んでま
いります。

92

2030年度までに区内に新規登録される車（自家用車、営業車を含む）については、EV化を促
進するため年度ごとに一定のEV化率を設定し、EV車でない場合は2030年に近づくに従って課
徴金が増える制度を新設し、課徴金は、EV車購入の補助金に充当する。自動車を取得するこ
とは費用が掛かるという認識を広め、世田谷区をEV車導入先進地域とする。

国や東京都は、新車販売される乗用車を2030年までに、100％非ガソリン化することを目指し
ております。区でも自動車に過度に依存しない都市づくりやZEVの普及促進を進めてまいりま
す。国や都の動向を踏まえつつ、いただいたご意見は今後の参考にさせていただきます。

93 区道路の緑化について2030年までの年次計画を策定し、実績について毎年報告すること。

道路の緑化につきましては、これまでの取組み実績、2023年度までの目標量を「みどりの行動
計画」に記載しお示ししております。
2024年度以降の計画は未定ですが、ご意見も参考にさせていただき、道路緑化を進めてまい
ります。

94
一定規模以上の駐車場については、面積の10％緑化を義務付け、遵守できないときには罰則
を課す。

区では、面積150㎡以上の敷地で収容能力20台以上の駐車場において、敷地内15％の緑化
基準を設け、建築時に届け出を受けて基準の遵守について誘導を図っております。今後も適
切に運用が図られるよういただいたご意見なども参考に、引き続き、緑化誘導を進めてまいり
ます。

95 みどり３３の実現に向けた年次計画を策定し、毎年実績を公表すること。
みどりの基本計画の推進に向けて、各取り組み方針に応じた個別取り組みの内容と目標を示
すみどりの行動計画を策定し、毎年、取り組み実績を取りまとめて世田谷区環境整備審議会
等で報告しています。

96 地区計画等において、喜多見地区をみどり特区にして、新たな宅地開発を規制する。

区では、新たな宅地開発に限らず、良好な住環境を維持し、世田谷らしい住みやすい住宅地
を形成するため、住居系用途地域等において、建ぺい率に応じた敷地面積の最低限度を定め
ています。地区独自のルールについて地権者や地元住民等と話し合い、さらにゆとりある敷地
面積の最低限度や壁面の位置の制限などを地区計画で定める地区もあります。
また、区では、喜多見四・五丁目地区について、農の風景育成地区に指定しています。農の風
景育成地区では、地域の皆様の協力を得ながら、農業公園を拠点とした農を生かしたまちづく
り、農地保全、農地景観の向上などの取組みを進めていくこととしています。今後も引き続き、
喜多見地区の農の風景を保全のため、取り組みを進めてまいります。

97 通風の良い樹影の下では、外気温が６℃下がるというメリットを活かした緑化計画の具体化。 いただいたご意見は、今後の施策の参考にさせていただきます。

98
暗渠河川の表面一部を撤去すること、あるいは暗渠河川上部に流水造作物を設置すること。
気温が下がる効果とＣＯ₂吸収が実証されている。

区では、谷沢川の一部を等々力渓谷公園として保全しているほか、呑川緑道などの開渠部分
を親水公園などに整備しています。また、暗渠上部の緑道・公園等の一部に循環型のせせら
ぎ（水景施設）を整備しており、北沢川緑道では、せせらぎの水源として落合水再生センター
(下水処理場)の生水(高度処理水)を活用しています。いただいたご意見は、今後の施策の参
考にさせていただきます。

99 東急電鉄へのアプローチを練り直し、世田谷線の緑地化を強力に推進すること。
区では、東急電鉄や京王電鉄と協働し、下高井戸駅や山下駅で花植え活動を行っておりま
す。今後も緑化の活動箇所等を拡大していけるよう、各鉄道会社との調整や連携を進めてま
いります。

100
現在の緑地化補助金は、区道に面した個人所有地に限定されているが、対象を隣接地に拡
大し、そのための緑地にも補助金を出すことにより、民間の緑化意識を高める。

緑化助成制度は、すべての区民がみどりの恩恵を受けられるよう道路からの緑視率向上や、
道路に面したブロック塀を生垣へ変更する災害等対策などを目的としており、隣接地は対象と
しておりません。
引き続き、制度周知の拡大等により、民間の緑化意識を高めてまいります。いただいたご意見
は、今後の施策の参考にさせていただきます。
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101

計画素案69ページ　ＣＯ₂の吸収策としてのみどりの保全・創出について、みどり率という言葉
が使われていますが、吸収源の観点からも、ヒートアイランド抑制の観点からも重要なのは樹
木です。ぜひ樹冠被覆率についても目標を設定していただきたいです。またその前提として、
樹木の価値の評価について整理していただくことが何よりも重要ではないかと思います。日本
では街路樹ひとつとっても強剪定が目立ち、街並みに大きな樹木が非常に少ないです。おそら
く落葉クレームなどが背景にあるのではないかと思います。まずは樹木の科学的価値と区内
の樹木育成・緑化の大目標の設定が、目標への理解・共感をえるために必須ではないかと思
います。さらに可能であれば民有地の樹木の保護につながる施策を検討いただけると嬉しい
です。

街路樹に多い高木の樹冠被覆率を高めることは、強い日差しを遮る範囲が広がり、緑陰効果
が大きくなり、みどり率の向上もつながるものと考えます。
みどりが持つ様々な機能が都市や地域、身近な暮らしを支えていることを分かりやすく区民の
皆様に示しながら、様々なご意見を伺い、みどり施策に取り組んでいきます。

102
雨水はすべて地中浸透若しくは道路に流し、道路排水溝の一部に防火水槽を街区ごとに設
け、防災、打ち水等に利用する。

雨水貯留浸透には地下水位等の浸透適地を踏まえて計画する必要があるとともに、構造や道
路排水の水質などの課題もございます。
また、防火水槽については、震災時及び平常時の火災発生時等に対応できるよう、消防法に
基づき設置しています。また、消防署により半年に１回以上水量等を点検するなど、有事の際
に活用できるよう常に維持管理されています。火災等で使用した場合でも、充水することによ
り、常に震災等に対応できる状態となっています。
いただいたご意見は、今後の施策の参考とさせていただきます。

103
区役所のペーパーレス化は賛成。業務効率化の観点からもどんどん進めてほしいし、法律で
求められていない事に対する紙面交付は加算料金を取っても良いと思う。

区は、ＤＸ推進方針に基づく取組みとして、行政手続きのオンライン化拡充や、オンライン会議
環境の整備、各会議資料のペーパーレス化等を進めています。
いただいたご意見を参考に、今後もペーパーレス化を進めてまいります。

104 公共施設のＺＥＢ化に向けて2030年までの目標を設定し、その実績を毎年公表すること。
公共施設のZEB化に関しては、既存の区公共建築物のデータを参考に、現在検証を行ってお
ります。公共建築物のZEB化に関しては、この検証結果を踏まえ進めてまいります。

105

区民、事業者が社会生活をすると、必ず、温室効果ガスが発生する。どれだけ温室効果ガス
が発生するかを、商品に提示する仕組みを作るとよい。発生が多い人、業者、自治体に対して
は、それを告知し、課税すべきではないか。DX、AIを駆使すれば、いろいろのアイディア、モデ
ルができる。そういう方策を議論すべきである。

いただいたご意見は、今後の施策の参考にさせていただきます。
なお、世田谷区の温室効果ガス排出量におきましては、総量の４割以上を占める家庭部門の
排出割合の高さが特性として挙げられます。こうしたことも踏まえ、当計画素案では、コラム
「家庭でのＣＯ₂排出・エネルギー消費削減に向けた取組み」において、各ご家庭での具体的な
取組みやそのＣＯ₂排出削減効果を、お示しさせていただいています。

106 公共施設の緑化率の目標値を設定し、毎年実績を公表すること。

公共施設の緑化につきましては、みどりの基本条例に基づき、同様の規模の民間施設より大
きな緑化に努めております。また、みどりの基本計画で公共・公益施設で実現するみどり量の
目標を設定し、５年ごとに実施する緑の資源調査において把握しているところです。年間の施
工の量が年によって大きく異なるため、一律に年度の目標を設定することは難しいと考えてお
りますが、ご意見を参考にさせていただき、みどりの基本計画の進捗管理を適切に行ってまい
ります。

107
小・中学校校舎南・西面に最低１ｍ以上の庇を出し、落葉高木樹を教室が暗くならないように
配慮して植える。

教室をはじめとする各諸室においては、静かで良好な採光・通風などの確保とともに、室内の
温度上昇を抑えるために、外気からの熱を遮る工夫が必要と考えております。ご意見をいただ
きましたとおり、特に南や西に面する教室は、直射日光を受けやすいことから、庇や植栽を設
けることは、環境負荷の低減に有効的であるものと考えております。これまでも、緑のカーテン
の設置や、学校改築時に、庇を設置した事例もございます。なお、落葉高木樹につきまして
は、害虫や将来の樹高管理を考慮する必要があるものと考えております。今後も、各学校の
状況に応じ、庇・植栽なども含めて環境負荷の低い学校施設の計画を行ってまいります。

108

例えば、コンビニ、自販機は、無駄な電力を使っているが、その数は多すぎる。スーパーマー
ケットも、徒歩圏に5件くらいあるから、減らしてもよい。自家用車は、通常使われないものが、
たくさん並んでいる。これらを買わずに自動走行車の配備をすれば、自動車の生産の温室効
果ガスが大幅に減る。その結果、温室効果ガスの発生は大いに減るだろう。衣服の買換え、
家屋の長期使用等、商店主、不動産業者等にも業態を変える等も必要だろうし、区民がライフ
スタイルを変更し、区の職員もテレワークを標準にし、交通の効率的利用をめざす等、温室効
果ガス発生ゼロの社会は相当にシステマティックに考えないと実現できないことは自明であろ
う。総力を挙げてやるために、私も参加する。そういうシステマティックな社会を実現するため
には、さまざまな、専門家（科学者、技術者）を組み合わせないと実現できない。

地球温暖化対策は、区民・事業者の皆様や区等の様々な主体がそれぞれの生活や活動等の
中で問題の重要性を認識し、取組みを進めていくことが求められます。
区は、区民・事業者の取組みを促進するため、本計画に挙げた区の取組み（施策）を通じて区
民、事業者への情報提供等の支援を進めるとともに、区民・事業者と連携・協働・共創し、政策
提案を受けながら、地域の活性化や地域課題の解決に役立つ環境、社会、経済の統合的な
取組みを進めます。

109

〈９ 重点施策〉重点1　住まい・建物について、新築時は、いろいろなよい事例を実践するのに
最適のタイミングである。所与の条件下で最大のみどり率を確保するため、あらゆる手を尽く
すべきだ。また、駐車場等の透水性舗装・遮熱性舗装についても、促進策を打ち出してほし
い。

区では、一定規模以上の建築行為を行う場合、みどりの計画書を提出し一定割合の緑化を求
めています。また、生垣・シンボルツリー植栽や屋上緑化などの緑化助成制度により、民有地
の緑化の取り組みを支援しています。ご意見の通り新築時は緑化を図る良い機会となります
ので、今後とも、機会を捉えた制度の周知・拡充に努めてまいります。
また、駐車場は、アスファルトとコンクリートなど、雨水を浸透しない構造が一般的ですが、透
水性舗装とすることで浸透能力を確保できます。区では、駐車場の透水性舗装などの支援策
として雨水浸透施設設置助成制度において、同等の浸透量の雨水浸透ますと同額の助成を
可能としています。
駐車場の遮熱性舗装に関するご意見については、今後の施策の参考とさせていただきます。
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110

〈重点施策〉重点3　廃棄物について、ゴミ減量に本腰を入れるべきだと思う。私の周辺では、
グリーンアップサイクルプロジェクト（衣料品廃棄物をアップサイクルしたボードを、さまざまな
製品に加工して創造的に再利用する事業）や建材ロスゼロプロジェクト（建築現場から出る廃
材を回収して、二次マーケットに流通させる事業）に取り組む人たちがいる。前者は、新庁舎で
の採用を提言しているところである。
　また、家庭ゴミについても同様に、欧州各国の先進的事例に学び、減量と分別の厳密化を図
るべきだと思う。

ごみ減量に向けた取組みの情報提供をいただき、ありがとうございます。区のごみの減量に
向けた取組みの一つとして、令和４年７月に「食品ロス削減推進計画」を策定し、区民・事業者
を対象に食品ロス削減に向けた行動の呼びかけを行っているところです。また、プラスチック
資源循環施策のあり方について、清掃・リサイクル審議会で、専門家の知見や区民等からの
意見を伺いながら検討を進めております。今後も、他の自治体や事業者の取組みなどの情報
収集を続けるとともに、さらなるごみの減量、分別の徹底とリサイクルの推進に向けた取組み
や区民・事業者への啓発を進めてまいります。

111
〈９ 重点施策〉重点5　行動支援について、最大の支援は、教育・学習機会の提供ではないだ
ろうか？

2050年までに温室効果ガス排出量実質ゼロという目標の達成に向けては、若者世代の人材
育成が重要だと考えております。区では、次世代の人材育成の取組みとして、区の研修を受
けた大学生等のボランティアを区立小学校に派遣する「環境出前授業」を令和４年度より実施
しています。引き続き、子どもや若者の学びの機会を提供するとともに、エコ活動の推奨・支援
を行い、積極的に次世代の人材育成を進めてまいります。

第５章　計画の推進、進捗管理

112

〈推進体制及び進捗管理〉について、「連携・協働・共創」そして「政策提案」に、大いに期待し
ている。政策提案は、すべて地球温暖化対策に係るものではあるが、所管部署が多岐にわた
るものとなる。それら雑多な提案をワンストップで受け付ける窓口を、ぜひ設けていただきた
い。

区ではこれまで、「若者環境フォーラム」や「地球温暖化対策地域推進計画見直しに関する区
民ワークショップ」、「地球温暖化対策地域推進計画（素案）に関する区民説明会」等を開催し、
また、この度の区民意見募集を通じて、区民の皆様から気候変動に関するご意見やご提案を
伺ってまいりました。地球温暖化対策は区民生活に深く影響する、防災、都市整備、産業など
の幅広い分野と関連しており、ご意見やご提案につきましても、多岐に渡って挙げていただい
ております。こうした状況も踏まえ、区では、令和３年９月に環境政策部を事務局とする庁内の
会議体である「気候危機対策会議」を設置いたしました。こうした場を活用しながら、庁内の気
候危機対策に関する計画的・総合的な連携・調整を図っております。
ご意見でいただきました「雑多な提案をワンストップで受け付ける窓口」の設置につきまして
は、今後の課題としてまいります。

113
連携・協働・共創　といっても、区民、職員や、運送業者、サービス業者との討論の機会はな
い。これでは連携・協働・共創の機会は実現できない。区の計画は、妄想に過ぎないと言え
る。

当計画の策定にあたっては、有識者及び区民委員等で構成する区の環境審議会に諮問し、
ご議論をいただいております。また、この度の区民意見募集に先立ち、「若者環境フォーラム」
や「地球温暖化対策地域推進計画見直しに関する区民ワークショップ」「区民説明会」等を開
催し、区民の皆様から気候変動に関するご意見やご提案を伺ってまいりました。当計画は、こ
うしたご意見、ご助言や、区議会におけるご議論等も踏まえ、策定を進めてまいりました。

114

「気候危機対策会議」は区長をトップとする区長管轄の組織とし、担当する環境計画課は各施
策を担当する部・課を統括するかとして位置づけ、事業の推進についての指揮命令権限を有
するものとし、また予算管理も一元化することでその機能を図ることにより、推進体制をより効
果的、実行力のあるものに改善すること。

令和３年９月に庁内の会議体として設置した「気候危機対策会議」は、庁内の部長級職員を構
成員として、区民生活、防災、都市整備、産業、教育などの様々な領域に関わる地球温暖化
対策について、横断的に議論を行ってまいりました。会議ではこれまで、気候危機対策の課題
の中から、今後の使用済みプラスチックの資源循環のあり方や住宅・建築物の脱炭素化の推
進など、各回のテーマを設定しながら、関連する各所管における個別の施策や課題を集約・整
理するとともに、施策の実施につなげていくための検討等を行ってきました。今後とも、区の地
球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するための場として、活用してまいります。
ご意見でいただきました組織体制や予算の一元化につきましては、将来の状況を見据えなが
ら、検討してまいります。

115 区議会の中に環境問題を中心に議論する環境委員会を設置すること。
特定の議題について議論される特別委員会は、区議会での協議の上、本会議での議決をもっ
て設置されます。
いただいたご意見は、区議会に伝えさせていただきます。

116 100人規模の気候市民会議を世田谷区にも設置すること。

区ではこれまで、「若者環境フォーラム」や「地球温暖化対策地域推進計画見直しに関する区
民ワークショップ」、「地球温暖化対策地域推進計画（素案）に関する区民説明会」等を開催し、
また、この度の区民意見募集を通じて、区民の皆様から気候変動に関するご意見やご提案を
伺ってまいりました。
今後とも区民の皆様の発展的な議論が継続されるよう、各地の気候市民会議も参考に、区に
おける議論の場について、検討してまいります。

117

私の記憶違いかもしれないのだが、今般の意見募集は、当初、区民の「政策提案」を受付け
る、ということを標榜していたやに記憶する。実際は、いつもどおりのパブリックコメント募集で
あり、少々残念に思っている。
過日の区民説明会（９月７日）も、区からの説明より、参加者による質問（回答）の時間に重き
が置かれていた。大方の参加者ニーズに応えるものであったかもしれないが、私は区からの
説明、とりわけ環境審議会での議論などにも言及していただきたかった。

区ではこれまで、「若者環境フォーラム」や「地球温暖化対策地域推進計画見直しに関する区
民ワークショップ」などを開催し、また、この度の区民説明会及び区民意見募集を通じて、区民
の皆様から気候変動に関するご意見やご提案を伺ってまいりました。
今後とも、区民の皆様から政策提案をはじめとした意見聴取に関する様々な機会を設けるとと
もに、手法についても工夫してまいります。
なお、環境審議会は原則として公開しており、区民の皆様も傍聴いただけます。

150



NO 意見の概要 意見に対する区の考え

世田谷区地球温暖化対策地域推進計画（素案）に対する区民意見募集
意見の概要と区の考え 資料４ 別紙

118

この計画は、区民は無視され、区職員では手に負えないので、コンサルタントに計画を作ら
せ、その結果、事実確認さえ行わず、検証の手立ても示さない、お粗末な計画を立てている。
区内で温室効果ガスを発生する家庭部門、産業部門、運輸部門、区民、事業者、区職員等、
その他の区で生活、仕事をする人を交えて、ビッグデータ、AI等を駆使して検討すべきである。

当計画の策定にあたっては、有識者及び区民委員等で構成する区の環境審議会に諮問し、
ご議論をいただいております。また、この度の区民意見募集に先立ち、「若者環境フォーラム」
や「地球温暖化対策地域推進計画見直しに関する区民ワークショップ」「区民説明会」等を開
催し、区民の皆様から気候変動に関するご意見やご提案を伺ってまいりました。当計画は、こ
うしたご意見、ご助言や、区議会におけるご議論等も踏まえ、策定を進めてまいりました。

計画全般に関する意見

119

温暖化と声高に叫ばれている様ですが、現状は「氷河期」（地球上に氷河が現存する間は氷
河期と規定。）であり、その中で温度上昇がある『間氷期』となります。つまり、振れ幅でしかあ
りません。また、温度が上昇する箇所も低下する箇所もあり、毎年凍る場所も一定ではありま
せん。暑くなったことばかりがフォーカスされ、対極する情報が抜け落ちており、相対してどうな
のか？が欠落しています。技術の進歩と共に変革を促していくことに異存はありませんが、
とっかかりが間違えていることは改めた方が良いでしょう。また、カーボンニュートラルは工業
だけではなく、農業・水産業・畜産業など全産業を巻き込んでいくものですから、単に電動化な
どを押し進めても精密化された製品の大量生産にはエコと反比例する性質がある上、燃油精
製の低下による油剤価格の上昇なども勘案しなければ、確実に頓挫します。食糧面において
も畜産における温室効果ガスは生物から出されるものなので、人口を賄うような培養肉の生産
には難題山積です。物事の天秤は釣り合わないことを明確に示すべきでしょう。

世田谷区では、令和２年10月に「世田谷区気候非常事態宣言」を発出しました。宣言において
は、近年、地球温暖化の影響と考えられる気候異変が頻発し、甚大な被害が発生しており、気
候危機の状況はまさに非常事態に直面しているという区の認識について、お示しいたしまし
た。区は今後とも、区民、事業者の皆さんとこの状況を共有し、防災、街づくり、産業、教育な
ど様々な分野において、二酸化炭素の排出を削減し気候変動を食い止める取組みと、今起
こっている気象災害から区民の生命と財産を守る取組みを進めてまいります。

120
日本を代表する東京都世田谷区で、長野や鳥取のような高みをめざす地球温暖化対策を計
画していただき、ぜひとも日本の脱炭素の勢いを加速させていってほしい。

この度の「地球温暖化対策地域推進計画」素案におきましては、2030年度における温室効果
ガス排出量の削減目標（中期目標）を、「達成すべき目標」「野心的な目標」として、それぞれお
示しいたしました。「達成すべき目標」は、2030年度の世田谷区における温室効果ガス排出量
の将来予測に、電力排出係数の改善、現時点で想定し得る国等による対策の効果や、区が
独自に追加し実施する対策の効果等を積み上げ、「2013年度比で57.1％削減」と設定しまし
た。また、「野心的な目標」は、これに加え、今後、時勢を捉えて新規施策の実施や既存施策
の拡充を継続的に推し進めることで達成する目標として、「2013年度比で60％削減」と設定し
ていました。
中期目標につきましては、この度の区民意見募集をはじめ、環境審議会でのご意見やご助
言、区議会での議論等を踏まえ世田谷区が住宅都市であることを考慮し、国の地球温暖化対
策計画の2030年度削減目標における家庭部門の目標値「66％削減」を参考に、計画案では
「野心的な目標」を66％としております。

121
気候変動に関する専門家職員を選定し、また、区民、事業者からその道に詳しい人間を参加
させ、幅広い人たちにより今後の計画を作り直すべき。

当計画の策定にあたっては、有識者及び区民委員等で構成する区の環境審議会に諮問し、
ご議論をいただいております。また、この度の区民意見募集に先立ち、「若者環境フォーラム」
や「地球温暖化対策地域推進計画見直しに関する区民ワークショップ」「区民説明会」等を開
催し、区民の皆様から気候変動に関するご意見やご提案を伺ってまいりました。当計画は、こ
うしたご意見、ご助言や、区議会におけるご議論等も踏まえ、策定を進めてまいりました。
今後も引き続き、区民・事業者の皆様と連携・協働・共創し、ご提案を受けながら、気候変動に
対する取組みを進めてまいります。

その他の意見・要望

122
今年度、世田谷区環境審議会第２回より学識者として出席されている学識者について、なん
のために招請しご出席いただいているのかが不明であり、なによりも世田谷区の気候非常事
態宣言をふまえて、前向きにご発言いただける方を招請いただきたいです。

令和４年第２回環境審議会等においては、審議会に諮問中である「地球温暖化対策地域推進
計画の見直し」などについての審議を深めるため、国の政策等にも深い知見を有している学識
経験者に専門委員としてご参加いただきました。今後も審議会が必要であると認めた場合は、
議題に適した専門委員に出席を求めていく予定です。
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No. ページ 主な変更点

1 7
２段落目３行目について、「2021年10月から11月にかけて開催されたＣＯＰ26（気候変動枠組条約第26回締約国会議）において、～」に修
正。

2 10
２段落目２行目の「マイルストーン」について、注釈での語句説明を新たに記載
４段落目に、東京都の「2030年カーボンハーフに向けた取組の加速」について、新たに記載。

3 12

４段落目について、「住宅の省エネルギー性能に関する全国的な動向を見ると、2019年度時点で省エネ基準に適合している新築戸建住宅は
80％超（うちＺＥＨレベルは約25％）、新築共同住宅では約72％（うちＺＥＨレベルは約２％）となっています。」を「住宅の省エネルギー
性能に関する全国的な動向を見ると、2019年度時点で省エネ基準※１に適合している新築戸建住宅は80％超（ＺＥＨレベル※２は総数の約
25％）、新築共同住宅では約72％（ＺＥＨレベルは総数の約２％）となっています。～」に修正。
また、４段落目の「省エネ基準」と「ＺＥＨ」について、注釈での語句説明を新たに記載。

4 13 図「全国の住宅ストック（約5,000万戸）の断熱性能（2018年度）」の「現行基準」について、注釈での語句説明を新たに記載。

5 15

２段落目２行目について、「電気自動車（ＥＶ）、プラグインハイブリッド自動車（ＰＨＶ）などの次世代自動車の保有台数は、2013年か
ら2020年までの７年間に約2.5倍に増加しています。そのうち、走行時にＣＯ２等の排出ガスを出さないゼロ・エミッション・ビークル
（ＺＥＶ）※に位置づけられている電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車（ＦＣＶ）は、197台（2013年）から
1,638台（2020年）に増加しています。」に修正。
下から２行目「ＭａａＳ」について、p.18のコラムを誘導する注釈を新たに記載。

6 24
１段落目１行目について、「本計画は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」第19条第2項に基づき、～」を「本計画は、『地球温暖化対
策の推進に関する法律』第21条第4項に基づき、～」に修正。

7 38

３段落目「そのために、これまで以上に省エネルギー・エネルギーの効率的な利用に取り組むとともに、太陽光をはじめとする自然の力を活
かして生み出される再生可能エネルギーの利用を拡大し、ＣＯ２排出量実質ゼロの暮らしを実現していきます。」から「そのために、これま
で以上に省エネルギー・エネルギーの効率的な利用に取り組むとともに、太陽光をはじめとする自然の力を活かして生み出される再生可能エ
ネルギーの利用を拡大します。これらの取組みによってＣＯ２排出量実質ゼロをめざしながら、健康で快適に暮らせる住まい、みどり豊か
で歩いて暮らせるまちなど、より 豊かな暮らしを実現していきます。」に修正。

8 38 「世田谷区のめざす将来像」のイラストを新たに記載。

9 41
中期目標の「野心的な目標」を、「さらなる挑戦として、2013年度比で60％削減を掲げます。」から「さらなる挑戦として、2013年度比で
66％削減を掲げます。」に修正。

10 47
５段落目について、「また、本章に記載の区の施策を、さらに拡充・強化することに加え、今後の社会情勢などを踏まえた新規施策の導
入・実施により、区のめざす将来像の実現や温室効果ガス排出量の削減目標の達成をより現実的なものとしていきます 。そのために必要
な財源の安定的・継続的な確保に向けては、「世田谷区気候危機対策基金」等を活用していきます。」を新たに記載。

11 50
取組み方針Ⅰ－１の②の取組み内容に「まちづくりを話し合う場への参加などを通じて、地域で協働して地球温暖化対策を進める 。」を
新たに記載。

12 51 「どこから減らす？家庭のCO２」のイラストを新たに記載。

13 56
施策Ⅰ-１の②の取組み内容のうち「省エネポイントアクションの活用等、家庭でのＣＯ２排出削減の取組み支援」を「省エネポイントアク
ションの活用等、家庭でのＣＯ２排出削減の取組み支援の拡充」に修正。

14 56
施策Ⅰ-１の③の取組み内容に「食品ロスの削減」を新たに記載。これに伴い、「ごみの発生抑制に関する普及啓発と取組み支援（資源回収
の促進、区民主体の資源回収の支援、生ごみの減量促進）☆」に記載の☆を削除し、「食品ロスの削減☆」として記載。

15 56
施策Ⅰ-１の③の取組み内容のうち、「プラスチック使用製品の資源循環施策の検討」を「プラスチック使用製品の分別回収の検討」に修
正。

16 58 「省エネＤＩＹ」のコラムを新たに記載。

17 60、64
進捗管理指標「太陽光発電設備の導入件数」の「現状（2021年度）」を「7,999件（2019年度末時点）」から「8,434件」に修正。また、
「2030年度の目標」を「10,700件」から「19,000件」に修正。

18 61 施策Ⅱ－1の③の取組み内容に「食品ロスの削減」を新たに記載。

19 63
施策Ⅲ－１④の取組み内容のうち、「区内における水素供給体制の整備促進（移動式水素ステーションの運営等）」を「区内における水素供
給体制の整備促進（水素ステーションの運営・誘致・支援等）」に修正。

20 64
進捗管理指標「他自治体との連携による再生可能エネルギーの利用促進（累計）」の「2030年度の目標」を「累計７自治体」から「累計１
２自治体」に修正。

21 64 進捗管理指標「他自治体との連携による再生可能エネルギーの買取総量」を新たに記載。

22 69 施策Ⅳ-３の①の取組み内容に「緑化助成制度を活用した緑地の保全・創出」を新たに記載。

23 69 進捗管理指標「次世代自動車の普及率」の「現状（2021年度）」の数値を「17％（2020年度末）」から「19.1％」に修正。

24 70
施策の柱Ⅴの本文に、「地球温暖化適応策の推進地球温暖化による気候変動によって、既に表れている集中豪雨や猛暑の頻発などの影響に
よる被害を防ぐための「適応策」に取り組むことで、区民が安心・安全に生活できる社会やまちづくりに寄与します。」を新たに記載。

25 70 施策Ⅴ－１「豪雨対策・ヒートアイランド対策（グリーンインフラ）等」に「③グリーンインフラの普及啓発」を新たに記載。

26 73 「ＥＳＣＯ」について、注釈での語句説明を新たに記載。

27 74
進捗管理指標「公用車におけるＺＥＶの導入割合」の「現状（2021年度）」の数値を「14.7％」から「6.8％」に修正。また、「2030年の目
標」を「59.4％」に設定。

28 75
重点施策のうち、重点４を「グリーンインフラの活用促進」から「グリーンインフラの保全・活用促進」に修正し、具体的な内容の「みどり
などの自然の持つ様々な機能を有効に活用するグリーンインフラの促進 」を「みどりなどの自然の持つ様々な機能を有効に活用するグリー
ンインフラの保全・推進」に修正。

29 76～78 「４－４重点施策」について、「具体的な内容」ごとの詳細について新たに記載。

30 82～ 資料編を新たに記載。

素案からの変更点について 資料５
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令和４年１２月２２日 

環 境 政 策 部 

環 境 計 画 課 

 

脱炭素先行地域に向けた脱炭素地域づくりについて 

 

１ 趣旨 

 国は 2050 年脱炭素社会の実現に向けて「地域脱炭素ロードマップ」を定め、少なくと

も 100か所の「脱炭素先行地域」において、2030年度までに地域特性等に応じた先行的な

取組みを実行することとし、昨年より年２回のペースで「脱炭素先行地域」を募集してお

り、今後第３回の募集を行う予定である。 

区では現在、「地球温暖化対策地域推進計画」に基づき、脱炭素に向けた取組みを実施

している。さらに、令和５年度よりスタートする次期計画では、今後より一層の対策を進

めることとし、その中で「脱炭素先行地域」に向けた検討を行うことを明記している。 

まずは、脱炭素先行地域に向けた脱炭素地域づくり（＊）（一定のエリア内における、省エ

ネ・再エネ設備、再エネ由来電力、電気自動車の導入など）を進めていく。 

 （＊）脱炭素地域づくりの取組みイメージは、参考資料１のとおり。 

 

２ 脱炭素地域づくり 

（１）これまでの検討の経緯 

区ではこれまで、技監を中心に関係所管で調整し、脱炭素地域づくり及び「脱炭素先行

地域」へのエントリー候補地のエリア選定についての検討を進めてきた。検討にあたって

は、事業者、川崎市などの他自治体、環境省へのヒアリングや意見交換等を実施し、情報

を収集するとともに、区内各地域の街づくりの動向について把握した。これらを通じて収

集した提案や助言等を踏まえ、「（２）先行して検討する候補地」のとおり整理した。 

（２）先行して検討する候補地 

  区の特徴である「住生活エリア」「ビジネス・商業エリア」に当たる以下のエリアを候

補地として、脱炭素地域づくりを進めていく。 

  ①成城・祖師谷周辺エリア 

  ②三宿・三軒茶屋エリア 

 

３ 今後の進め方 

（１）ＰＴの設置について 

技監を座長とし、関係所管で構成するプロジェクトチーム（以下「ＰＴ」という。）を設

置する。ＰＴ設置後、候補地の関係団体・事業者に説明、意向把握をし、合意形成を図り、

脱炭素地域づくりを進める。 

（２）今後調整を行う関係者（例） 

  町会・自治会、商店街、大学、金融機関、事業者（住宅、鉄道、再エネ電力供給者等）、

エリア内の公共施設、他自治体 

資料６ 
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４ 脱炭素先行地域への応募 

  脱炭素地域づくりを進めていく中で、応募要件が整理できた段階で、脱炭素先行地域（＊）

への応募について検討を進める。 

（＊）脱炭素先行地域の概要については、参考資料２「脱炭素先行地域の概要」のとおり。 

また、国の支援については、参考資料３「地方自治体の状況に応じた取組と支援策の

イメージ」のとおり。 

 

５ 今後のスケジュール（予定） 

令和５年 ８月    委託業者（コンサルタント）との契約締結 

令和６年 ８月    環境省へ応募 

令和７年 ４月    事業開始 

 

参考 

 ・参考資料４「脱炭素先行地域の選定状況（第１回＋第２回）」 
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29

A) 住宅街・団地（戸建て中心）

再エネが余っている地域と
の連携による再エネ融通

停電自立型の
燃料電池等の活用

充電スタンドの設置
カーシェアリングの拠点整備

AI、ICTを活用した
光熱費の見える化

太陽熱、地中熱、
下水熱の利用拡大

電動車やコミュニティバス、
e-bikeを組み合わせたMaaS

ZEH
断熱性等の向上

テレワーク活用
の再エネ最適化

省エネ家電(LED照明、高効
率給湯器等)・
宅配BOXを活用

脱炭素移動手段
の活用拡大

住宅の屋根・駐車場に自家消費型
太陽光発電設備を最大限設置

スマートLED街路灯 家庭ごみ有料化・
ナッジ等を活用したゴミの削減
（処理費用削減にも貢献）

再エネの供給と
需要の融通管理カーボンニュートラルな

熱・燃料の活用
ゼロカーボン・
ドライブの普及

公園や緑地の整備により、
ウォーカブルな都市空間の形成

※このページに表示しているイラストは先行地域そのもののイメージであり、先行地域の外から再エネを供給する再エネ立地地域のイメージは紙面の都合上記載していない。
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脱炭素先行地域の概要 

 

１ 脱炭素先行地域とは 

2050 年カーボンニュートラルに向けて、民生部門（家庭部門及び業務その他部門）の

電力消費に伴う CO2排出の実質ゼロを実現し、運輸部門や熱利用等も含めてそのほかの温

室効果ガス排出削減についても、我が国全体の 2030 年度目標と整合する削減を地域特性

に応じて実現する地域。 

 

２ 脱炭素先行地域の範囲の類型 

＜想定される類型の例＞ 

全域 市区町村の全域、特定の行政区域等の全域 

住生活エリア 住宅街・団地 

ビジネス・  

商業エリア 

地方の小規模市町村等の中心市街地（町村役場・商店街等）  

大都市の中心部の市街地（商店街・商業施設、オフィス街・業務ビル等）  

大学、工業団地、港湾、空港等の特定サイト 

自然エリア 農村、漁村、山村 

離島  

観光地、自然公園等  

施設群 公的施設等のエネルギー管理を一元化することが合理的な施設群（モデ

ル性又は他地域への 展開可能があるものに限る） 

地域間連携 複数の市区町村全域、特定エリア等（連携都圏形成、都道府県との連携

を含む） 

 

参考資料 ２ 
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地方自治体の状況に応じた取組と支援策のイメージ

全国のモデルとなる先進
的な取組を行いたい

2030年度目標の達成
に向け、着実に取組を
進めたい

まずは、手をつけやすい
取組から始めたい

脱炭素先行地域づくり
にチャレンジ

政府実行計画に準じた
取組を実施
例）太陽光発電50％以上、
新築ZEB化、LED100％、
電動車100％

住民・企業の脱炭素化
を支援 例）ZEH、ZEB、

ゼロカーボンドライブ

避難所となる公共施設等
に再エネ＋蓄電池を導入

まずは、しっかりとした
計画を作りたい

地域脱炭素・再エネ導入
のための計画を策定

地域脱炭素移行・再エネ推進
交付金（脱炭素先行地域づくり事業）
※最大50億円の支援（p.11参照）

地域脱炭素移行・再エネ推進
交付金（重点対策加速化事業）
※最大20億円の支援（p.11参照）

地域脱炭素実現に向けた
再エネの最大限導入のため
の計画づくり支援事業
（p.18－19参照）

地域レジリエンス・脱炭素化を
同時実現する公共施設への
自立・分散型エネルギー設備
等導入推進事業（p.20参照）

（状況） （取組） （支援策）

157

nishimura003
スタンプ

nishimura003
スタンプ

Imahashi101
フリーテキスト
参考資料３



3

脱炭素先行地域の選定状況（第１回＋第２回）

◼ 第２回までに、全国29道府県66市町村の46提案が選定された。
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令和４年１２月２２日 

環 境 政 策 部 

環 境 計 画 課 

 

「世田谷気候危機区民会議」について 

 

１ 趣旨 

  令和５年度から施行予定の次期「地球温暖化対策地域推進計画」案においては、温室

効果ガス排出削減目標として、中期目標「2030年度に 2013年度比 57.1％削減」、長期目

標「2050年度排出量実質ゼロ」等を掲げている。 

上記目標の達成に向けては、本計画に定めた施策の実施だけでなく、既存施策の拡充・

強化や新規の施策の導入・実施が求められており、そのために必要な財源の確保のため、

「世田谷区気候危機対策基金」を創設するなど、取組みを進めている。 

本計画の策定に向けては、環境に高い関心を持っている環境団体等の方々から、様々な

ご意見やご提案をいただいており、計画策定後も、計画の普及啓発と施策の推進のため

に、幅広い活動を実施している各環境団体等の方々とともに取組みを進めていく必要があ

る。こうした状況を踏まえ、各環境団体等から、今後の活動内容や方向性等について発表

していただくとともに、それを踏まえた意見交換を行うため、「世田谷気候危機区民会

議」を実施する。 

 

２ 内容 

気候危機（地球温暖化）に関する各環境団体等からの発表、意見交換 

 

３ 開催日時 

  令和５年２月１０日（金曜日） 午後６時～８時３０分（予定） 

 

４ 開催方法 

  オンライン（ＺＯＯＭ）と会場（教育総合センター たいよう）の併用 

 

５ 構成 

（１）区長挨拶 

（２）各環境団体等からの発表（これまでの活動紹介、今後の活動内容や方向性について） 

（３）（２）を踏まえた各団体同士及び区との意見交換 

 

資料７ 
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令和４年１２月２２日 

環 境 政 策 部 

環 境 計 画 課 

 

「せたがや子ども気候会議」について 

 

１ 趣旨 

  令和５年度から施行予定の次期「地球温暖化対策地域推進計画」案においては、温室

効果ガス排出削減目標として、中期目標「2030年度に 2013年度比 57.1％削減」、長期目

標「2050年度排出量実質ゼロ」等を掲げている。 

計画策定後は、2030年度の中期目標達成に向けた具体的な施策を着実に実行していく

とともに、2050年度の目標達成に向けた絵姿や方向性についても、より活発な議論を交

わし、区民・事業者の機運醸成や行動変容につなげていくことが求められる。 

2050年に社会の中心を担う将来世代が「2050年度温室効果ガス排出量実質ゼロ」に向

けた気候問題について話し合う場として「せたがや子ども気候会議」を開催すること

で、当事者意識を醸成し、ライフスタイルの転換や行動変容へつなげていく。 

 

２ 構成員 

（１）対象 

「世田谷区環境に関する子どもの意識調査（令和４年 10月 15日～11月６日実施）」

の対象者（＊）のうち、当会議への参加希望者 

（＊）無作為に抽出された小学５年生から中学２年生までの区民 3,000人 

 （２）募集方法 

   「世田谷区環境に関する子どもの意識調査」の調査結果を全対象者に送付する。そ

の際に、併せて当会議の実施及び参加者の募集・受付についてお知らせする。 

（３）募集定員 

最大 40名程度 

（４）選出方法 

応募者が定員を上回る場合は、抽選により選出する。 

 

３ リーダー 

 （１）概要 

    応募者から、当会議の運営や進行に携わる「リーダー」を選出する。 

（２）募集方法 

    ２（２）の募集受付の際に、リーダーの選出希望の有無について確認する。 

 （３）募集定員 

    ６名程度 

（４）選出方法 

応募者が定員を上回る場合は、抽選により選出する。 

資料８ 
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４ テーマ 

  「2050年温室効果ガス排出量実質ゼロ」の達成に向けてできること 

※詳細はリーダーをはじめとする参加者と調整 

 

５ 開催時期・回数 

  第１回：令和５年４月５日（水）午後２時～ 

第２回：令和５年７月～８月 

第３回：令和５年 12月～令和６年１月 

※小・中学校の長期休暇期間中を想定 

 

６ 第１回（令和５年４月５日）の内容等について 

（１）開催方法 

   オンライン 

（２）内容 

  ①区長挨拶 14：00～14：05（５分） 

  ②参加者と区長の意見交換・質疑応答 14：05～14：45（40分） 

  ③リーダーから一言（参加の動機や抱負など）14：45～14：55（10分） 

  ※事務連絡 14：55～15：00（５分） 

 

７ 今後の予定 

  令和５年 ２月 区民生活常任委員会報告 

参加希望等調査 

       ４月 第１回会議 

 

８ その他 

  会議テーマや進行方法など、詳細については、リーダーに選任された参加者と事務局

で調整のうえ進める。 
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